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第 8日目（９月 10 日） 

○議   長（今井久美君） おはようございます。傍聴の皆様、早朝よりたいへんご苦労

さまです。 

○議   長  延会前に引き続き、本会議を再開いたします。ただいまの出席議員数は 25

名であります。これから本日の会議を開きます。 

 なお、阿部久夫君から家事都合のため欠席、牛木芳雄君から午後４時半ごろ早退、病院事

業管理者から欠席の届けが出ておりますので報告いたします。 

〔午前 9時 30 分〕 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。なお、昨日、阿

部議長からも指摘がありましたように、質問に際しましては簡潔明瞭に、傍聴の方、ラジオ

をお聴きの方にもわかりやすいように努めて質問をしてくださるようお願いいたします。 

○議   長  質問順位８番、議席番号８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  おはようございます。それでは議長より発言を許されましたので、通告に

基づきまして一般質問を行ないたいと思います。なお、傍聴の皆さん、大変ありがとうござ

います。よろしくお願いします。 

指定管理者制度の検証を 

 それでは質問内容１点です。指定管理者制度の検証をということで投げかけてみたいと思

います。南魚沼市では平成 18 年４月から市内施設について指定管理者制度を活用しています。

制度導入から７年目になります。制度の運用、公共サービスや行政コスト、市民との協働に

ついてこの辺で検証すべきではないかという観点から質問をするわけであります。指定管理

者制度の導入の目的につきましては、皆さんご存知のように市民の多様化するニーズに対し

て、民間のノウハウを活用して満足度の高いサービスが提供できるようにすることでありま

す。職員数の減少にも寄与できると、財政的にも負担が軽減できるのではないかといったこ

とであります。 

そもそも指定管理者制度の導入につきまして提唱されたのは、2001 年から 2003 年に設置

されたオリックス株式会社の宮内義彦氏を議長とする「総合規制改革会議」です。2002 年７

月に同会議は中間とりまとめ「経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」を発表し

ました。官から民へ事業移管を推進するための１つの手段として、公の施設の管理委託先を

民間業者などにも開放すべきだと提言しました。これを受けて法改正がなされ指定管理者制

度ができたわけであります。さらに 2003 年７月、総務省が公の施設の管理状況全般について

点検をし、指定管理者制度を積極的に活用されるよう各自治体に指示をし、同じく翌月であ

ります８月には厚生労働省が社会福祉施設における指定管理者制度の活用についてを通達と

して出しております。こういったことで民への誘導を推進するように進められております。 

南魚沼市もこれを受けて平成 18 年から現在に至っているわけですが、制度導入をしてこの

成果等について次の何点かを伺いたいと思います。 

１番、公の施設としての本来の役割とサービスの向上はできていますかということであり
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ます。 

２つ目、導入においては経済的効率が大きくクローズアップされています。市の財政的に

は効果はどうであったのか。 

３番目、地域で施設を利用していたコミュニティーと指定管理者との協調はどうなされて

こられたのか。 

４番目、指定管理者と市との責任の範囲、それから指定管理期間更新の際、市民にとって

施設利用の継続性はどうであったか。 

５つ目、多くの検証を踏まえていると思います。そういったことで今後の展開についてを

伺いたいと思います。以上、壇上にて質問を終わります。 

○議   長  山田 勝君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  おはようございます。傍聴の皆様方、大変ご苦労さまです。ありがとうご

ざいます。それでは山田議員の質問にお答え申し上げます。 

指定管理者制度の検証を 

指定管理者制度の検証ということの中で、１点目のこの公の施設としての本来の役割とサ

ービス向上はできているかということであります。それぞれの部門がありますので、部門ご

とにちょっと申し上げます。いわゆる体育施設も含めた社会教育課で担当している部分であ

りますけれども、この部分については現在の市の状況を見る中で、柔軟な民間の発想による

企画・運営等によってサービスの向上は図られていると評価をしております。 

 保育施設でありますけれども、このことにつきましても延長保育あるいは土曜保育、地域

子育て支援事業、そして病児・病後こういう保育のサービスが、民間ならではのやっぱり発

想の中で図られておりまして、一応今のところ保護者のニーズあるいは市民のニーズに応え

るサービスの提供に努めていると理解をしております。 

 それから金城の里がございますが、これは１つだけでありますけれども、これも利点を生

かしておりますし、それから地元の良好な地域コミュニティーの場として活用できていると

いうことが非常に大きいことであります。やはり民間の経営ノウハウを導入することで、住

民ニーズへも積極的な対応が図られているふうに考えております。 

 商工観光関係ではやはり相当数がありますけれども、民間活力によりまして公の施設とし

ての役割は十分果たしていると評価をしているところであります。 

 経済効果でありますけれども、まず市民会館については、これは発足当初から財団による

運営でありましたのでなかなか比較はできませんけれども、ディスポート南魚沼は直営の平

成７年と平成 23 年を比較しますと、利用者実績で 14.8％増、人件費を含めた経費の比較で

は約 40％減少しているということであります。そういうことも含めますと財政効果は大きく

図られた。そして自主事業の中では 405％と非常に大きな伸びを見せております。 

 保育園関係におきますと、平成 24 年度で３件の合計で年間約 6,000 万円弱でありますが、

16％の削減いわゆる経済効果があったということであります。 

 金城の里では運営についてもうずっと黒字でありまして、入浴者数も平成 22 年度は５万
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5,000 人であったのが、24 年度は６万 2,000 人、こういうことで安定した収入と入浴者数の

増加が図られております。 

 商工観光のほうは数がいっぱいありますので、もし必要であれば個別の部分も後ほど申し

上げますけれども、支出は減って財政効果は、大きくという部分には至らないかもしれませ

んけれども、これはきちんと出ていると検証をしております。 

 地区施設利用コミュニティーの独自性と強調ということであります。施設の維持管理に特

段のご協力をいただいておりますコミュニティーの皆さんとの関わりにつきましては、利用

者の方の公平な施設利用ができることを前提に、施設のそれぞれの状況に応じて個別の協議

をしながら効率的な運営を図っていきたい。一概に１つの基準でとんということにはなかな

かいかない。先般も大和のサッカーコートといいますか練習場等の問題も出ましたけれども、

そのほかにそれぞれの地域の集会所ですかセンター、こういうこともありますので、なかな

か１つの基準の中で全部定め運営していくということにはなりませんけれども、それぞれの

状況に応じて柔軟な対応をしていただいているということであります。 

 責任範囲と継続性でありますけれども、今議員おっしゃったように指定管理者制度は、指

定管理者が自治体にかわって管理・運営を代行ということでありまして、指定管理に課せら

れる責任あるいは委託業務も非常に大きくなっているわけでありますけれども、当然ですが

市が設置者としての役割、責任、これは担うものということになっておりまして、その責任

範囲については施設の特性、あるいは指定管理者の能力、財務体質これらを考慮して取り決

めておりまして、協定書によって双方で確認をしております。 

 期間につきましては、新規参入あるいは指定管理者の変更こういうことが容易であるか否

か、専門性あるいは継続性こういうことも考慮して定めているところであります。検証によ

って高い評価を得られるようであれば、次回の参入についても非常に有利になることという、

これは当然のことであります。 

 検証を踏まえての今後の展開でありますけれども、検証によりまして指定管理者の管理代

行が仕様書あるいは事業計画に定められた水準に達していないと判断した場合は、指定管理

者に対して市が改善勧告こういうことも行うことができますし、指定管理者はその改善勧告

等に基づいて、業務改善に向けて取り組むという責任が発生してくるわけであります。 

 市では検証の結果を十分生かして、指定管理者制度の趣旨であります民間事業者のノウハ

ウを十分生かせる、そして利用者の利便性が高まる運営につなげていけるように努めていか

なければならないということであります。 

 先ほど触れました商工観光で担当してある部分は、八海山麓の観光施設から棟方志功アー

トステーションまで 11 か所程度ございますので、これがもし議員のほうでこの部分はどうだ

ということがありましたらご質問いただければ、その都度お答えさせていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。概要としては以上であります。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 
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ご答弁ありがとうございました。大体非常にうまくいっているような答弁をいただきまし

た。ちょっと観点的に違うかも……。指定管理者ということで伺っていければと思います。 

 まず、まちづくりの観点から「自然・人・産業の和で築く安心のまち」これを目標にして

まちづくりを進めている中で、この制度をどう活用すれば安心のまちづくりができるのか、

目標とするまちづくりの推進にどう効果があるのか、結果として市民にとってどう有益なの

か、市民のそういうサービスへの効果、市長の基本的な指定管理者制度そのものをどういう

方向でこれからまちづくりに生かしていくのかという、その基本のところを一言お願いしま

す。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

指定管理者制度の趣旨は先ほど議員からおっしゃていただいたとおりでありますので、

我々も当然その趣旨を生かしながら、趣旨にのっとりながらやっていくということでありま

すが、指定管理者制度というのはいわゆる協働という部分に大きく関わってくるものだと思

っております。そういう中で、市が直接的ではありませんけれども、指定管理者制度に移行

をした中で市民の皆さん方が、とにかくその施設の利用をする頻度が増えたということより

は、利用しやすくなったとかそういう満足感を得ていただくことが一番だと思っておりまし

て、まさに民間、官・民これが協働でまちづくりに入ってくるその基本だと思っております。

ですので、その協働という部分を重視をしながらこの指定管理者制度の趣旨を十分生かして

今後も運営をしてまいりたいと思っております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

一番私もそのことを何とか聞ければなということで、協働という単語が出てきて非常によ

かったなと思っております。それで本来、指定管理者制度を導入するについて少し細かなほ

うに入っていきますが、公の施設について直営にすべきもの、導入を随意契約にすべきもの、

公募にすべきものといった判断基準がそれぞれに必要だと思います。今、 初の答弁の中に

いただきましたいろいろな種類の公の施設がある中で、ある程度そういう部門分けというの

が必要だと思うわけです。それぞれ個々の施設の設置目的、管理運用手段、方法等が正確に

客観的にそれぞれ分類されて、把握されていなければならないと思っております。 

このためには公共施設の配置計画、もしくは再配置計画みたいなものが策定されているべ

きではないかと思うわけであります。そういうのがあれば客観的に施設ごとの比較ができま

すし、そういうのができているのか。そしてそういった基準となる基礎となるものをベース

にして、さらに利用者の声や各施設の総掛かり、フルコストですね、そういったものを全て

把握した後、導入への検討がなされるべきと考えます。 

南魚沼市のアクションプランからはちょっとそういう一覧ができている云々というのが読

み取れなかったので、そういうものがどう計画なり、一覧表なりどうですかということを伺

いたいと思います。 
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○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

本来は今議員がおっしゃったように、配置計画も含めてきちんとした上で、この指定管理

者制度を導入ということが一番ベターではあります。しかし、南魚沼市が導入した際は、３

町が合併をしてそれぞれ抱えている施設の中で、この部分は直営、この部分は指定管理者と

いう考え方の中で分けていったわけであります。１つ誤算であったのは、やっぱり図書館で

すね。当初は指定管理ということで今やっているわけですけれども、誤算ということじゃな

いですけれども、やはり指定管理制度にはあまりなじまない。いくら工夫をしたところで、

お客さんが増えるとか増えないとかということは出てくるのでしょうけれども、いわゆる経

費の改善とかそういう部分になりますと非常に疑問が出てくるわけでありまして、その辺は

今後もう直営でやるとしてあるわけです。今まさに議員がおっしゃったことをきちんとやら

ないと、今後が非常に厳しくなってくるということであります。 

そして今後、不要な施設も出てまいります。また、新たにつくる施設もそう多くはないと

思いますけれども出てまいるわけでありまして、それらを総合的に見ながらです。今、検討

を始めたのは、いわゆる公の施設で今後これを継続していかなければならないもの、あるい

は廃止をしても不都合でなくなるという部分も含めまして、旧３町で全部設置した部分です

から、これらの統廃合的な部分、学校は別ですけれども、そういうことを今検討を始めたと

ころであります。それらがきちんとでき上がった時点で、また新たな指定管理の中でじゃあ

この部分がどう生かせるか、それは検討を始めているというところであります。 

先般、条例も議決いただきましたように、今度は大原運動公園は、あの公園を単独で切り

離して指定管理者制度に持ち込もうとそういうこと。それから、大和のほうでも出ましたけ

れども、野球場やサッカーコート、こういう部分を今度は指定管理者制度に入れていこうと

か、そういう模索といいますか試みはやっております。けれども、今議員がおっしゃったよ

うなきちんとした計画に基づいてという部分はまだでき上がっておりませんので、今後の課

題だと認識をしております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

ありがとうございました。ぜひそういう計画をつくって、きちんと再配置して効率を重視

していただければと思います。確かに今言いましたように、平成 22 年の一般質問の中で市長

は施設選定について個々に判断すると実際述べられていました。ベースとなる基礎調査がし

っかりできていない状態だとすると、個々に検討され、市民の施設に関して効率性だけを優

先してなされるような感覚を市民が持つようだとすると、市長のまちづくりそのものに対す

るかじ取りにやや不安を感じざるを得ないということは確かにあります。 

 次に進みまして先ほどの客観的な比較できるデータベースがあればそれをもとに、市民に

対して今度そのそれぞれの施設が指定管理に値するべき、もしくはそうじゃないといったよ

うな基準を、ある程度示すべきだと思うのです。そうすればすごくわかりやすいし、透明性
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が出ると思います。その辺いかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

まさにそのとおりでありまして、先ほど触れましたように、何でもかんでも指定管理とい

うことではないわけでありますけれども、若干やはり今の流れの中では、何でもかんでも指

定管理という部分が見えなくもない。これらはきちんと整理をしていかなければなりません

し、議員が冒頭触れましたように、地域のコミュニティーを継続できないような施設の廃止

とかそういうことはやっぱり考えてはならない。原点には地域コミュニティーをどう維持し

ていくか、そして発展させていくかという部分をきちんと理念として持ちながら、施設の統

廃合やあるいは新たに設置をする部分もあるかもわかりませんけれども、そういう部分を今

考えていかなければならないことだと思っております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

ぜひ、そういうふうにお願いします。次に導入後の現状の評価について伺います。この指

定管理者制度を何のために導入するのかが、全市民にもやはりまだはっきり伝わっていない

気がします。そして、全庁職員にも共通認識として持ちながらこれは進めていかなくてはい

けない。経済的な効率性を追求する行政に対して、市民はサービスの質はどうなるんだとい

う観点のみです。つまり、本来市民サービスの向上を考えるのであれば、効率性というより

も行政についてはコストの面のみならず、サービス面、単に施設管理だけではなく行政目的

達成のための高度なマネージメントこれが必要になってきます。 

制度の導入と運用が本当に市民のためになっているかということを、しっかり検証できる

体制になっているかということですね。実際に制度が導入された後、施設本来の役割と市民

サービス向上に対する判断、その判断に至る評価基準というのがやっぱり必要になってきま

す。平成 24 年、平成 25 年アクションプランというのを見ますと、今だ評価・指針を作成す

るためのモニタリング調査の試行継続となっています。 

７年目にしてまだ評価指針ができていないというように思われるわけですが、果たして指

定管理者制度が市民サービス向上に寄与しているかという判断が、的確にできていないんで

はないかと言える気がするのです。端的に、平成 25 年のアクションプランの行政改革推進委

員の総合評価が載っております。新たな指定管理者委託への検証という部分の項目に対して、

推進委員の評価はあまり満足できないとなっているわけです。ですから、その評価、仕方と

いうのを早急にも判断して、トータルでその効果というのを市民に明示できるそういう施策

が必要だと思うのですがいかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

当然そういうことにもっていかなければならないわけでありますけれども、私が壇上でも

ちょっと申し上げましたように、個々の施設によってそれぞれの特性がございます。一律に、



 - 7 -

例えば収入が伸びているからそれでいいやとか、入館者、入場者数が増えているからそれで

いいやという単純なものではない部分も相当ございます。その辺の判断基準を個々に全部設

けろといわれるとこれは非常に難しい部分がありますから、ある意味例えば福祉部門とか、

観光部門とか、あるいは体育部門とかという部分に分けてその判断基準をある程度策定して

いかなければならないと思っておりますけれども、その中でもやっぱり一様ではないわけで

あります。目指すところは市民の皆さん方が、やっぱり今までより使い勝手がよくなったと、

ここが一番であります。そしてその上で財政効果が表れるということが一番でありますので、

それらを今企画政策課のほうで、どういう判断基準を設ければいいのかというのを模索中で

ありますが、ちょっとやっぱり時間がかかると思います。 

ただ、個々の施設についての今の現状、入館者数がこれだけ伸びて、あるいはこれだけ減

って、そして経済効果としては非常に前よりは悪くなったとかよくなったとかと、そのこと

は全部今検証できておりますので、今度はそれをトータル的にじゃあどういうふうに判断を

していくか、今後のまた指定がえ、かえるというか再指定も含めてそれらの判断基準をつく

らなければならないわけであります。今、触れましたように個々の部分では非常にみんな一

様ではありませんので、そこがやっぱり隘路とはなっておりますが、そうは言っておれませ

んのできちんとした作業をスピードアップしていきたいと思っております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

確かに非常に大変だと思います。全部施設設置の目的から全て違っているわけで、地域に

よって各旧町の立ち上がり、成り立ちによって全部今までも違っていたと思います。ただ、

言えるのは平成 23 年からモニタリングの評価制度の試行が始まって、去年の６月にまとまっ

たと。ただし、平成 25 年のアクションプランのところを見ると、まだもう１年モニタリング

調査をするというふうに出ているわけです。23 年からやってまたもう１年モニタリング調査

をして、26 年のいつごろそれをまとめて、じゃあ、ある基準がいつできるのかというそうい

うスピード的な時期的な感覚が、どうもちょっとこれでは緩慢じゃないかなという印象を受

けるわけです。その時間的なスケジュール的なものとあわせて、ここに市民の声はどういう

ふうに反映できるのかなという、一問一答の中で２つみたいですが、期間的なもの、それか

ら市民の声ということで市長のお考えがあれば。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

期間的なものにつきましては、今ほど触れましたように極力早くということ以外に、私が

何年までに――ただ、もう一度 25 年にモニタリングをやっているわけでありますので、遅く

ても来年度中ぐらいにある程度の方向性が出ないと、これは何をしているんだということに

なりかねないと思いますので、そういうふうにまた事務方の……。大丈夫か。来年というこ

とであります。 

市民の評価はもうさまざまだと思います。ある意味アンケートをとるのか、直接聞いて回
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るというのは非常に難しい面がありますので、やっぱりアンケートとかパブリックコメント

的な部分から、市民の声を拾い出すということ以外にないような気がしております。指定管

理者となっていらっしゃる皆さん方は、直接的に市民の声を確か聞いている部分もあわるわ

けでありますので、それらを総合的にモニタリングをさせていただくということになろうか

と思います。具体的な手法等について、私がまだ十分に把握をしておりませんので、総務部

のほうで企画政策課のほうでそういう具体的な部分があったら――では総務課長にちょっと

補足答弁をさせます。 

○議   長  総務課長。 

○総務課長  指定管理者制度の検証を 

モニタリングについては遅れていて大変申しわけございません。具体的には市長が申し上

げましたように、それぞれの施設でかなり事情等が変わっておりますので、その辺をどうす

るかという部分のまず方針という部分をきちんと立てた上で、ある意味部門ごとの評価の基

準をつくっていくという形になるかなと考えております。 

それから市民の皆さんの声という部分、この部分も何とか取り入れていきたいと考えてお

ります。以上です。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

ぜひ、これはスピードアップが必要だと思いますし、市民の声を十分に聞き入れて欲しい。

その市民の声ということで（３）につながるかと思うんですが、公共施設の運営管理に対す

る基本的な変更になります。例えばそこに指定管理者が別に入るということで、公共施設の

持ち主である――この前も言わせてもらいましたが、持ち主である市民に対して、市民の意

見聴取、それから指定管理者制度へ移行したときのメリットや影響、そういった市民の声。

実際今回の条例の改正のときも、後ほどそれこそサッカーをやられている方に聞いたら、全

然聞いていないよということであります。市民が自主的、主体的に施設を適正に管理運営し

ているそういったものについて、一律画一的にひとくくりにしていいものかどうかというの

は、ちょっと疑問に残りました。 

仮に条例からはずしておいて、その人たちが管理運営できない、だめじゃないかという場

面が出てきたら、それを条例改正で入れてしまえばいいことであって、今回についてはそう

いう説明もなされていなかったと。トータルで言いますと、もう少し市民目線というのが行

政改革、市民参画による協働のまちづくりというところでは必要なのではないかなという気

がしました。ともにやっぱり情報を、こうすればこういったメリットがあるんだよとか、こ

うすれば楽になるんだよとか、そういうお互いに情報を持ち合えば、もっともっと指定管理

制度というのは有効にやっていけるかなと思いますが、もう少し市民の声を聞くという部分

で考えはいかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 
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市民の皆さんの声を聞くということについて、全く異論があるわけではありませんが、先

ほどからもちょっと触れておりますように施設がさまざまでありますので、その辺に若干配

慮が欠けたと言われれば、それは反省をしなければならないわけであります。 

ただ、指定管理制度になってその皆さん方が全部排除されるという考え方は全く持ってい

るわけではありません。申し上げましたように、大原運動公園では今、文化スポーツ振興公

社が指定管理者になっておりますけれども、ずっと直接携わってきた森林組合等にその部分

的な委託もしている。そういうことを駆使しながら、地元の皆さん方から、あるいは使って

いただいている皆さん方から、不平や不満が出ないようにしていかなければならないという

ことであります。 

その皆さん方にこういうふうにしていくよという声がかからなかったということは、これ

は反省すべき点だと思っておりますけれども、ただ、前にもちょっと触れましたように、我々

がこうしてつくってきて管理していきているのだから、それは我々の施設だという考え方は

やっぱりちょっと捨てていただかないと、あくまでも市民のためと、今、議員おっしゃった

ようにですね。市が勝手に何かしようという意味ではなくて、あくまでも市民のためという

部分であります。「これはもう俺らがこうしたきたのだから、俺らのものだ」という考え方は

ちょっとはずしていただかないと、公の施設ということについては疑義が残ってまいります。

決してそれを排除しようとか、使い勝手を悪くしようとかそういうことを言っているわけで

はありませんけれども、簡単に言うとある意味愛着があり過ぎてその部分がエゴになってい

かないような形を、やっぱり我々も目指していかなければならないと思っております。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

了解です。そういうことで、今市民に話がなかったという説明といえば説明ですけれども

――そろっとあまり長くなるとしつこいなという意見も出るかもしれませんが――平成 21

年ですね、大和野球場を直営に戻しました。同時にそのときは三、四の施設を直営に戻しま

した。そのとき市長は１回やったけれども、ちょっと馴染まないだろうということで直営に

戻しました。説明とすると「ちょっと馴染まないだろう」という部分だけであります。それ

以外の具体的な説明はなかったと思います。副市長を会長として選定審議会は進めているわ

けですが、過去の選定を翻して直営にしたわけですよね。直営にした後さらに今回また指定

管理に入っているのです。また今回指定管理に入るについての説明も、特別指定管理に一括

にしたほうが効率的だという程度で、 初に指定管理になった以降の問題点、それから今回

直営でやってきた問題点、そして今後効果がどうなって、どういうふうに考えてまた指定管

理に入れたのか、そういったポイント、ポイントの説明がなされていないのです。聞くとど

うも非常に行政主体でぽんぽん話が進んでいって、市民が脇に置かれているような気がする

んですが、その辺市長考えはどうでしょう。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 
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今回指定管理に戻す、あるいはまた直営に戻すという部分を、条例を上程した際に、担当

課長からちょっと説明があったと思いますけれども、今までのスポーツ施設の中を分割をさ

せていただくということであります。いわゆる大原運動公園は一つのものとして指定管理者

制度に回す。そしてディスポートと市民会館はちょっと切り離しができませんのでその中に

また一緒に含めて、市のそういう施設をやはり指定管理者制度運用で問題がないという部分

については、また前言を翻すようでありますけれども、戻させていただいたということであ

りますして、特別的な効果がどうだ、こうだという部分まで個々には検証はしていないと思

います。いません。 

例えば大和野球場をどう検証するか。使う皆さん方に不便が生じるということは全くない

わけであります。ないわけでありますので、私たちとしますと一元的にやっぱり管理をさせ

ていただいたほうがいいと。あるいは図書館につきましては先ほど触れましたように、これ

はもう指定管理に私は馴染まないと思っておりましたので、これは直営に戻させていただこ

うとか、そういう判断基準の中でやらせていただいたわけであります。そこが議員の側から

見ますと、いや市民に説明はない、何だという話になろうかと思いますのでそれは反省の材

料とさせていただいて、結果として市民の皆さん方が使い勝手が悪くなったということにな

らないように、きちんと努めさせていただくということでご理解をいただきたいと思います。 

○議   長  ８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  指定管理者制度の検証を 

それでは 後になりますが、民間の事業者が行うことのほうが効率的であると判断される

ものについてはこれから推進しようといったことが、アクションプランでも述べられていま

す。それはそれでいいと思います。ただ、今後の展開について市民との協働を推進するとい

うことで導入を進めるその中に、じゃあちょっと大規模な上下水道とか、福祉施設だとかこ

ういったものを、将来こういうふうに考えているんだよといったスケジュール的なものがあ

れば、できれば事前に効果を含めて、ちょっと市民に公表すべきだなと思います。それの答

弁をいただきながら、あと前段に言われました、とにかく施設の体系的なまとめ、そして評

価基準そういったものを、ぜひ早急にまとめていただければと考えております。市長、 後

の答弁をお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  指定管理者制度の検証を 

今後の予定はまだ正式に決めたということではないわけでありますが、ご承知のように１

つ、塩沢の塩沢保育園、中保育園これを統合させていただく中で、この部分については指定

管理者制度、民間委託にしていこうと、これはもう皆さん方にずっと前からお話していたと

おりでありまして、いよいよ具体的になってこようかと思っております。ただ、まだいつだ

とかこうだという部分を、今ここでお話を申し上げるところには至っておりませんので、そ

う遅くない時期にはこの部分をきちんと情報開示をしていきたいと思っております。 

今聞きましたら、下水道部分は指定管理者制度ということにはならないそうであります。
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何とかという法律があるとか。上水のほうは、まだ検討という段階でありますけれども、検

討ですよ、民間委託した場合どうなるんだろうと。そういうことは水道事業管理者を含めて

水道課のほうで、頭の中にはありますが、それを今じゃあ何年にどうだ、いつ頃こうだとい

うことを想定をしているわけではありませんので、検討をしてみてどうなるのだろう、どう

いうメリットがあるんだろう、あるいはどういうデメリットがあるんだろうと、このことは

検討しているという段階であります。ですので明示ができる段階ではない。 

大体今おおまかな部分につきましては、その２つが一応検討ということでもありませんけ

れども、保育園のほうは検討段階を超えて実施段階に移っていきたいと思っておりますが、

水道の部分についてはまだちょっと先が見えたというところではありません。下水道はじゃ

あどうなるのか……（何事か言う者あり）全くの民間委託という部分に、やるとすればなる

ようでありますので、それも将来的にはやっぱり考えていかなければならないことだと思っ

ております。施設が全部出来上がって、あとは維持管理だけになっていくという部分になり

ますと、これはずっと公でやっていかなければならないという部分からは、はずれるとは言

いませんけれども、ある程度考えてもいいという部分はあります。その辺は全く見通しがあ

るわけではありませんけれども、今後の課題として検討をしていかなければならない事項だ

と認識をしております。 

○議   長  質問順位９番、議席番号 17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  おはようございます。議長より発言を許されましたので、通告に沿って一

般質問をさせていただきます。 

１ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

初に国際大学と南魚沼市による「地域新事業コラボレーション・プログラム」について

質問をさせていただきます。７月、国際大学が南魚沼市との共同事業として「地域新事業コ

ラボレーション・プログラム」を立ち上げました。これは南魚沼市に拠点のある中小企業、

ＮＰＯ等を対象に、著名人の講演会、経営・財務・ＩＴ戦略をはじめ、海外市場における市

場調査、ブランド戦略など、幅広い支援をしようとする内容です。日本の著名な企業をスポ

ンサーとする国際大学、また各大学の研究者との広範なパイプを持つ国際大学だからこそで

きるものであり、またＡＳＥＡＮ諸国を中心にこれまで多くの留学生を受け入れ、その多く

の方々が各国の政府の要職をはじめ、多くの分野で活躍されている国際大学だからこそでき

る、産・学・官連携プログラムこうしたものであると思います。 

これに大きな期待をかけているわけですが、１番目としてこのような「産」「学」「官」連

携の産業支援事業の成否が成功するか否かは、多くの要因がありますけれども、 も重要な

要因として支援を受ける企業側が必要としているこの内容を、それぞれ違う異なる各企業の

ニーズに合わせて現場に適した形で供給することができるかどうか、これにかかっていると

思います。したがって「学」「官」の側が、企業現場に密着して支援することが必要な課題で

あろうとこのように考えております。そうした具体的な方法論についてどのように考えてい

るのかまず、 初にお聞きします。 
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 ２番目は現在の南魚沼市の も重要な課題の１つといわれているのが、産業力のアップで

あると思います。きのうの一般質問で市長の答弁にあったように、確かに有効求人倍率は 1.0

を超しておりますが、その内容については、やはり学卒者あるいは高卒者の正規採用し、き

ちんと雇用を継続していく、そうした内容の求人がどれだけあるのか。そうしたところを考

えますと、やはり南魚沼市の産業力をしっかりと向上させ、仕事を増やし、市民の稼ぎを増

やすこと、こうしたことに継続的に努めていくことで、ひいては人口減少を 低限に食い止

め、市の力の維持・向上を目指すことができるのではないかというように思っております。 

 また、ＡＳＥＡＮ諸国との交流拡大こうした範囲にとどまらず、このプログラムの当市の

産業界への水平的な展開による波及効果も期待しているところでありますが、そこまでの考

えがあるのかお聞きをいたします。以上、１回目の質問といたします。 

○議   長  腰越 晃君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  腰越議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

このＩＣＬＯＶＥ（アイクラブ）につきましてはもう議員ご承知のとおりでありますので、

特に説明は避けますけれども、今国際大学あるいは明治大学との連携をとりながら、日々、

市内企業事業所へのプログラム周知と、利用の推進を今図っているところであります。具体

的な方法でありますけれども、今議員おっしゃったように、この産業支援への取り組みの成

否は、もう当然ですけれども企業・事業所側が必要としている支援をいかに適切な形で行え

るか、これにかかってくるわけであります。 

 そのためまず前段といたしまして、各企業・事業所が抱えている問題やニーズを洗い出し、

その結果に基づいて国際大学や市が、その企業と密接に連携をとりながら対処していくとい

うことが必要であります。 

 その問題やニーズをつかむために、先月、市内の事業所のうち業種・雇用者数等の条件で

抽出を行った約 230 事業所に、本事業の実施プログラムへの「賛同表明書」を送らせていた

だきました。あわせて問題・ニーズをお知らせいただくアンケート用紙も同封させていただ

いたところであります。その後、農業法人の皆様方についても同様の連絡をさせていただき

ました。随時、返信封筒にてご連絡をいただいているところでありますが、この後はこの結

果をもとにすでに要請をいただいているところも含めた実施の可能性を検討した中で、国際

大学の教授と学生がチームをつくって、市と連携をとりながらできるだけ密に、できれば２

週間に１回程度は事業所と連絡をとりながら対応していくということで、今予定を立ててい

るところであります。 

 水平的な展開による波及効果でありますが、これは今ほど触れましたように 230 事業所に

お送りした書類の中に、「賛同書」という部分も同封させていただいております。これはこの

用紙で本プログラムへの賛同を表明いただくことによりまして、その事業所の名前をＩＣＬ

ＯＶＥのホームページ上で賛同事業所として掲載して、それによって世界各国にネットワー

クを持ちます国際大学の利点を生かして、事業所名を外に対してまずアピールする、この効
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果をねらっているところであります。 

 また、賛同事業所によります、メールアドレスこれをお知らせいただくことによりまして、

メールマガジンによって随時、ＩＣＬＯＶＥのスケジュールあるいは講座等の情報をお送り

させていただきます。 

 いずれにしても業種にこだわりなく対応させていただきたいと思っておりますので、この

取り組みにさまざまな要望をお出しいただいて、それを成果に少しでもつなげていくことが

できれば、議員がおっしゃったように将来的に、雇用あるいは市民の収入の増につながる、

ひいては産業界への大きな波及効果が出てくるものだと思っております。 

 なお、この賛同表明につきましては無料で行っておりますので、より多くの事業所の皆様

方から表明をいただければ、多い情報も我々のところへ集まるということでありますので、

また議員のほうからもそれぞれお勧めいただければ大変ありがたいと思うところであります。

以上であります。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

再質問をさせていただきます。今答弁を伺っていまして直感的に感じたのは、やはり官、

行政側からのある意味ちょっと言い過ぎかもしれませんが、一方的な企業への投げかけの内

容、それで賛同できるかどうか問うてみたというところまでの状況かなというように感じま

した。率直な感想でございます。 

 さて、今後についてでございますけれども、これはＡＳＥＡＮ諸国への進出こうしたもの

を前提条件としているプログラムであろうかと思います。そうしたところで個別企業からこ

ういう部分について、こういう支援をお願いしたい。それに対して、官、学の側からその企

業を訪問し、指導をした例はございますか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

前段についてちょっと触れますが、ある意味、官僚的だという言い方でありますけれども、

この質問書の内容ですね、これを議員ご存知でしょうか。ご覧いただければおわかりのとお

り、全く我々のほうから押し付けるとかそういうことではなくて、内容をお知らせして、そ

してもしご賛同がいただければということ。それからアンケートも今現在の部分を答えてい

ただきたいとそれだけでありますので、ちょっとその議員の指摘は当たらないと私は思って

おりますが、これは私の思いであります。 

 そのあとの部門でありますけれども、市と国際大学が連携をして、個別の企業に相談ある

いは指導ということを行ったことは今まではありません。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

今後この事業をいわゆる目的どおりに展開させ、あるべき効果を生み出していくというこ

とになっていきますと、やはり今ほど質問した内容が当然の課題になってくるのではないか
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と考えているわけですけれども、その点についてそうした実際に企業に出て行って指導なり

をする、また企業が学校のほうに来てもよろしいわけで、そうした展開というのは考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

まさにそのことをやろうということであります。ですから、皆さん方を常に一堂に集めて

講演をしたり、一般的なビジネスのノウハウを伝えたりということではないわけでありまし

て、そういうものもやりますけれども、個別にきちんとやっていかなければ、それぞれの企

業の良さも出てきませんので、そういうことをきちんとやろうとしています。 

 それで今、９月５日時点でアンケートの回答が 50 ありまして、賛同が 35 社であります。

すでに要請がある案件としますと、ホテルのホームページの英語版の作成、あるいはホテル

へのビジネス英語講座の実施、東南アジア雑貨輸入についての協力、農業関係の販路拡大、

経営改善等の検討ということが、「我々はこういうことを求めているんだ」という返答が返っ

てきておりますので、こういう部分を全部総合的にきちんと一回把握をして、そしてその後

は個別、個別になる部分も当然でてくるわけです。そういう展開をしていかないと、風呂敷

だけ広げて何も入っていなかったということになりかねませんので、それはきちんとやって

いこうと。国際大学のほうもそのことが目的でありますので、明治大学も含めてよろしくお

願いいたします。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

今の答弁で一応、市長がそういうことをおっしゃっていただいたということで、１番につ

いては納得をしたというところであります。 

「企業は人なり」というようによく言われるわけですが、支援する側も支援を受ける側も、

人間性やコミュニケーション能力が重要な要素になるであろうと考えております。とりわけ

企業をサポートしていく「学」の豊富な経営戦略上の知識、情報、ノウハウこうしたものや、

担当者のコンサルティング能力、また、このプログラムを進めていく上で「官」のコーディ

ネートのやり方、こうしたものが重要と考えております。とりわけこの質問では、「官」のコ

ーディネートといいますか、「学」といわゆる「産」の間に入ってコーディネートをしていく

ための重要な要素といいますかやり方、こうしたもので市長が考えておられることがあれば

１番に関係してお聞きしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

我々は経営ノウハウを持っているわけでもありませんし、また海外も含めてそういうビジ

ネス関係のつながりを持っているわけでもほとんどないわけでありまして、今議員がおっし

ゃったようにまさに「産」と「学」のいわゆる仲人役であります。コーディネート何ていう

とばかに上品、あるいは相当レベルの高い部分に聞こえますけれども、そういうことも含め
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て、とにかく「産」、産業界の皆さん方の思っているところ、あるいは願いたいところがど

の辺にあるかということをきちんと把握をして、それを「学」と一緒になって「産」「学」

我々も含めてですけれども、考えていこうと。 

それを引き合わせをやるのが我々でありますので、当然議員のおっしゃったようなことを

私たちが中心になってやっていくということであります。あまり高邁に出発点を捉えますと、

ちょっとやっぱり失敗する恐れがありますので、地道に泥臭くやっていかなければならない

と思っております。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

まさに今の答弁にあったように、英語何て使う必要のない、本当に地道に泥臭く企業や学

校の先生と接触しながらその間に入って、本当に望んでいる企業力がアップできるような、

そういう今おっしゃられた仲人役ですね――仲人役と言ったらいいのでしょうか。そういう

いろいろな意味で細やかな対応というのが、行政に必要とされてくるであろうと、それを今

考えているところです。 

 また、本当に今、商工観光を中心にやっているわけですが、組織的な展開というのも必要

になるかもしれません。担当を１人や２人じゃなくて、いろいろな意味で拡大をしていって

ほしい、そのように考えているところであります。今の答弁をお聞きしまして１番は終わり

ます。 

 ２番ですけれども、やはりちょっと違った角度で見ますと、当南魚沼市の財政力指数とい

うものがありますが、合併した当時は 0.5、いわゆる半分以上は市で稼いでいたという、市

で必要なお金は市で稼いでいたという――これはちょっと乱暴な言い方ですけれども、そう

いう状況であった。ただ、今はもう約 0.4 になっているわけで、どんどん市の財政力指数と

いうのは落ちてきています。 

言いかえれば、いわゆる市の総合的な力が少しずつ減退しているのではないか。そうした

見方からも考えていくと、こうしたこのプログラムだけではありません。きのうの市長の答

弁にもありましたように、メディカルタウン構想というものがあるわけですけれども、いわ

ゆるこうしたものを複合的にやりながら、それも地道に継続してやりながら、全体的な市の

産業力を向上させていくという、そういう考えが必要であろうと思っているわけです。 

１回目の答弁をいただきましたけれども、そうしたいろいろな施策をミックスしていきな

がら、こうしたものを中心に据えて産業力そのものをつけていくという意味で、もう少し具

体的な考え方があってもいいんじゃないかなと常々私は思っていますが、市長今後の展開に

ついて思うところがあればお伺いしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

非常に難しいご質問でございまして、確かに財政力指数が若干下がっておりますけれども、

それが即、市の力が落ちているということには私は捉えておりません。３町で合併した成果
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が、今非常に大きく上がってきているところでありますし、当然ですけれどもいわゆる外部

からみますと、財政力指数はそれとして、南魚沼の総合力というのは、非常に大きく評価を

されているところであります。個々の指数を１つずつ追っていけば、では今度は実質公債費

比率も下がってきたからいいじゃないかとか、そういうことになるわけですけれども、いわ

ゆる総合力でありますので。ただ、指数はみんな高いほう、あるいはいいほうがいいわけで

すので、それらについては努力をしなければならないと思っております。 

その中で今やっぱり私たちが市の大きな飛躍のもとになる部分、これから飛躍していかな

ければならない部分というのは、やっぱり農業、これをもう一度きちんと構築し直さなけれ

ばならないと思っております。きのうですか、ちょっと触れましたように、米の販売、そし

て生産、生産販売ですがこれをきちんともう一度再構築する。 

観光も当然ございます。今スキー観光が斜陽だと言われておりまして、市内の観光関係も

ある意味下がり気味ということでありますけれども、これもスキーはスキーといたしまして、

グリーンシーズンも含めてどう観光客をまた呼び込めるか。呼び込んでこなければならない

わけですので、そのための第一弾といたしまして、市の観光協会を今泉記念館のほうに移設

をして、あそこで総合的な情報の発信と受信も含めて市を大々的にやっていこうと。そうい

う中ではきのうちょっと触れましたけれども、もう具体的に深川の郵便局でやっていこうと

か、そういうことを始めているところでありますし、地域の皆さん方もそれぞれまたグルメ、

あるいはトレイルとかそういう市の魅力をアップできるような取り組みも、積極的にやって

いただいております。 

観光面はこれから、スキーも含めてですけれども、私はある程度伸びていくと思いますし、

いかなければなりません。させなければなりません。これはきちんとした戦略を持ってやっ

ていくことだと思っております。ただ、戦略的にどうだこうだということ、もうこれが柱だ

という部分が固定的に固まっているわけではありませんので、ちょっとこのことは、もう一

度検討し直すということよりは、検討しなければならないということであります。 

きのうも触れましたように 2020 年の東京オリンピックこれは我々の地域にとっても非常

に大きな期待でありますし、効果を生み出せるものだと思っておりますので、具体的にその

部分を今度はプロジェクトをつくってやっていくということであります。もう１つはやっぱ

り――もう１つはというか一番大事なことでありますけれども、雇用の場であります。これ

がないということになりますと、どんどんと人口の流出は進むわけでありますので、まずは

メディカルタウン構想の実現に向けて、今全力を尽くそうと思っております。それを基礎、

礎として市内全域が――当然市内全域がメディカルタウンでありますから、そういう部分で

は。でも、若い職員からメディカルタウン構想の具体的な名称は何にするんだとこういう疑

問がありまして、いや今メディカルタウン構想ということでやっているけれども、いい何々

タウンであるか、何々にであるかは別ですけれども、そのプロジェクトの名前を考えてくれ

という話もしてあります。職員からもそういう反応もでてきておりますので、具体的なこと

を早く実施をしていきたい。とにかく１つでも２つでも、まず開院前に、あそこに進出して
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くる企業が発表できるようになれば、これは大きな呼び水になるわけでありますので、今そ

のことに全力を尽くしているところであります。冒頭触れましたように総合力でこれから生

き残っていくということを考えているところであります。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  １ 地域新事業コラボレーション・プログラムについて 

ありがとうございました。 初に申し上げましたけれども、やはりこの地で育った子ども

たちが、やっぱり外に出ていかれていろいろな高等教育を受けるわけですけれども、そうい

う子どもたちがしっかり帰ってこられる職場があるということ。メディカルタウン構想こう

したものも重要です。また、農業、観光の再構築というのも重要ですが、やはり 後に市長

が今ほど答弁されました雇用の場を確保していくということ。ここにきちんと今申し上げま

したように、もう１回言いますけれども、やっぱり学卒者そうした者がしっかり帰ってきて、

しっかりと働ける、そういう場所を１つでも多くつくっていく。これは長い時間がかかると

思いますけれども、当南魚沼市の立地条件からいっても 適な位置であると考えていますし、

そうしたものを進めていってほしいと常々願っております。そうした産業展開というものを

進めていっていただきたい。この本プログラムがやはりそうしたものの一貫、一助であるこ

とを期待しております。以上で１番の質問は終わります。 

２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

 ２番の質問に移らせていただきます。市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき。

簡単に言えば今担っていないじゃないかと言われれば、担っていないじゃないかということ

になるわけですけれども。いろいろなケースの場合の話を伺う機会があるのですが、ある看

護師さんと話したときに、やはり 後はたらい回しになってしまう。療養病棟といっても、

病院によっては受け入れる患者と受け入れない患者がございます。また、かかる費用の差も

ございます。 

何より一番問題なのは、やはり患者もしくは患者の家族が次に移る病院を探さなければな

らない。３か月しか置きませんよ、あるいは半年しか置きませんよ、あとは自分で探してく

ださいね、という状態に患者を置いていいのかどうかという根本的な問題があるように私は

思っているわけです。 

やはり、医療保険料を払って医療保険に入っているわけですし、ほとんどご老人なわけで、

長い間一生懸命働き、家族のために地域のために汗を流してこられた。そうした方々の 期

に近い場面がこれでいいのかという、まずそうした道徳的、倫理的といいますかそうした問

題を感じるのです。 

やはり、市立病院という南魚沼市が経営する病院ですから、こうした問題については国の

制度等の壁はありますけれども、何ができるのか考えるべきではないか。こういう療養病棟

を頼るようなご老人、あるいは自宅では終末期を迎えられないようなご老人、これをしっか

り受け入れ、支える病院であるべきではないかというように思うわけですが、まずそうした

考えについて市長に所感を伺います。 
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○議   長  市長。 

○市   長  先ほどちょっと答弁の中で申し上げたいこと失念していまして、前段の問

題でありますが、これと直接的に関係があるわけではありませんし、大和地区の議員の皆さ

んにはお知らせをしたところであります。ベースボールマガジン社が出版部門とカード発行

部門を当市の今大和にあります、あそこの事業所に全部移管をしてまいります。10 月から職

員が 10 人から 15 人増える。そして、今は当然、東京の本社のほうでやっている皆さんがこ

ちらへ来るわけですけれども、徐々に地元採用に全部切りかえていくということであります。

週刊誌はちょっと無理なようでありますけれども、他の雑誌の出版部門は全部こちらへ移管

をするということでありますし、スポーツカードの発行部門もこちらへ移管をしていただく

ということで、先般、池田社長以下おいでいただいて決定したところでありますので、一応

お知らせを申し上げさせていただきます。 

２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

市立病院の関係でありますけれども、現在はそうじゃないか。まさに現在もそのことを理

念としてゆきぐに大和病院では、「私たちは､自然のうるおいの中で､人それぞれの希望に満

ちたくらしを支え、地域医療を推進します」と、こういうことを掲げて医療提供をしている

わけであります。 

議員がおっしゃるように、そこに全部集中する、市立病院は全部もう療養型と終末期医療

を担うんだということにはなりませんけれども、これをきちんと提供できなければ基幹病院

ができたとしても、なかなか皆さん方から、納得は別ですけれども、安心をしていただけな

いという部分は出るわけであります。 

そのほかにきのうもちょっと出ました、在宅医療の部門もございますので、当然人生の

期でありますこの終末医療をどうきちんとケアしていけるか、提供していけるかというのは

大きな問題であります。今の大和病院の先生方もとにかくこのことについては、相当献身的

に、そして考え方もすばらしいものを持っておりますので、議員がおっしゃったように全て

このことということにはなりませんが、こういう部門も含めてきちんとした医療体制を構築

していくというのが、今の南魚沼市としての考え方でありますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 いろいろですね、保険、医療、福祉、介護こういう連携と終末期医療、これは全部連携し

てまいりますので、口で言うほど簡単なことではありませんけれども、議員のおっしゃって

いる意味は十分理解をしながら、そういう方向をきちんと築いていきたいと思っております。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  ２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

総論として伺いました。確かにきのうも在宅医療の質問が 10 番議員からありましたし、そ

の中で「地域包括ケアシステム」といった名称のものが出てきました。今おっしゃったよう

に、医療、介護そうしたものが非常に連携してやらなければならない部分だとあります。療

養病棟によっても各病院でおそらくいろいろ条件があると思います。使用している薬品の１
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か月あたりの金額であるとか、あるいは個々の病気、こうした病気は受け入れられないとか

いろいろあるかと思います。 

ただ、やっぱり私はそういういろいろな施設が、それぞれ条件整備をしながら何とかして

いかなければならないというものよりも、患者一人一人に応じたやっぱり何らかの、療養病

棟がいいのか、あるいは福祉施設がいいのか、あるいは自宅で面倒がみれるのか。いろいろ

な患者サイドに立った処理の仕方、こうしたものを患者の身になって決めていく、決めてあ

げられる。 

それが今ですと 初に言いましたように、３か月たったら出てください。次はあなたが探

してねと。端的に言えばこれでいいのかどうかという問題です。やはり次はあそこですよ、

たらい回しはよくないですのでここへずっといてくださいね、これが本来の姿ではないかな

と思います。 

そうしたものに向かって、やっぱり行政を進めていくべきじゃないですか。具体的にこう

いう形を求めるんだという、そういう患者サイドに立った求める形とはどういうものなのか

というのを、やはりお聞きしたいと思うんですけれども、なかなか難しいことだと思います

がいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

理想は確かにそうでありますが、現実として医療法上、お医者さんが患者の言うことを聞

いて「俺はまだこの病院にいたいんだ」と、「そうか、そうか」などということでずっと入

院を延ばせるという状況にはありません。結局、医療行為を施さなければもうだめだという

方は、それはそれでいいですけれども、その中間、あるいはそうでないという方も、やっぱ

り相当いらっしゃるわけで、その方は議員ご承知のように特養ホームに例えば行っていただ

くとか、一時期間は自宅に帰っていただくとか、そういうことをやらないとこれは法律違反

になりますので、お医者さんは患者さんの言うことを全部聞いてそれを対応するということ

は無理。これは現実としてありますので、そういうことはとてもできるものではない。 

ただ、患者さんの意向もよく聞きながら、具体的にこれこれ、こういうことであなたはこ

うだとかそういう話は、確か今も大和病院のほうできちんとやって対応しているわけであり

ますし、当然その精神は新しい六日町病院のほうにも引き継がれるわけであります。 

いずれにしても、理想と現実の違う部分というのは、法律というものがある限り必ず出て

くるわけです。ですので、そこをどういうふうに、となると結局病院のすぐ近くに介護施設

といいますかそういうことを併設して、そこへすぐに行けるよとかということになればいい

のでしょうけれども、さあ、そのことが簡単にできるかというと、これもそう簡単ではない

わけであります。大和の先生方とはそういうことも含めて今ちょっと話をしているというと

ころであります。議員のその理想論のようには、ほいとことは進みませんけれども、気持ち

はそういう気持ちで医療行為にあたっているということをご理解いただきたいと思います。 

○議   長  17 番・腰越 晃君。 
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○腰越 晃君  ２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

理想論を申し上げているわけで申しわけないと思いますけれども、当然法律の範囲でしか

できないわけですが、いい法律か、悪い法律かと考えればあまりいい法律ではないなと思っ

ています。そういう法律があった上でも、今市長が答弁で言われたように、介護施設と病院

が併設されている、これも１つの解決手段になるわけです。いろいろな意味で、自宅では面

倒をみれない人が療養病棟に入っているわけで、このことをやっぱりよく認識をしておかな

いといけないと思います。やっぱり患者サイドに立って、患者が次はどこに行こうか路頭に

迷うことがないようにしっかりサポートしてあげるのが、行政の役割じゃないかと思います。 

そうした意味で 後の質問になりますけれども、３月定例会でやっぱり同じような地域医

療について質問をしたときに、この療養病棟について市長は確か、何とか市のほうで行き場

所に困るようなことがないように、療養病棟を調整するような方法を考えてみたいという答

弁があったかと思いますが、大和病院がその窓口になるのであれば、これは非常にありがた

いことであります。できれば、各患者さんの各病院どこに行ったらいいのか、どういう流れ

で行ったらいいのか、そうした調整ができるぐらい相談に乗っていただけるような仕組みを

つくっていただければありがたいと、そのように私は思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 市立病院は、療養病床及び終末期医療を担うべき 

例えば市が病院に介護施設を併設したとしましても、それだけで足る問題ではないわけで

ありまして、市内にあります介護施設等も含めて全部と連携しなければなりません。当然そ

のことはやっていかなければならないわけであります。ですので、市が全てそれを賄います

ということは、とても申し上げられるところではありませんが、いずれにしても患者さんと

いいますかその方のでき得る限り希望に沿うような形で、入院であり、あるいは転院であり、

あるいはその療養施設への入所であれですね、そういうことはきちんと相談に応じながらや

っていく、これはまさに包括ケアであります。あるいは在宅医療も含めてです。 

そういう体制をきちんとつくり上げれば、結果としてそのことがかなわなかったとしても、

きちんと親身になって相談に応じたという形を残せれば――残せればというとそれを目当て

にやっているように聞こえるが、そうじゃなくて一生懸命努力をしたという形がその方々に

伝われば、大きな不満にはなってこないだろうと思っておりますので、そういう体制はやっ

ぱりきちんと築いていこうということであります。 

ただ、冒頭言いましたように、施設を全て市がつくって、その中で介護の問題も含めて全

部解決するということにはなりませんので、それは十分ご理解の上だと思いますけれども、

努力をさせていただくということでご理解いただきたいと思います。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の再開は 11 時 10 分といたします。 

〔午前 10 時 57 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午前 11 時 10 分〕 



 - 21 -

○議   長  質問順位 10 番、議席番号 23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  午前中では私が 後にしてほしいということでありますけれども、時間ぎ

りぎりにならないうちにやめろという今声がありましたが、努力したいと思います。 

 傍聴者の皆様ご苦労さまです。質問項目に基づいて質問いたします。 

１ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

１番目は、国民健康保険は命を守る 後のとりでであるという立場で質問いたします。１、

国保制度は危機的状況にあるが対策は、としました。南魚沼市は法定外繰入を活用しないで

国保会計を運営しています。しかし、他町村では繰り入れして少しでも低く抑える努力もし

ていますけれども、それでも住民には高い保険料であり重圧感にあえいでいます。県内１、

２を争う高い国保税をとっている当市ですけれども、前任の担当執行者からも国保会計は危

機的状況であるという感想が寄せられるほどであります。 

市長は国保運営協議会の意向の５％までアップを守って、そしてせっかく繰り入れた法定

外繰入を２年とも利用しない、値下げには使わない。私からいえば冷たい市長だなという思

いがしました。これはこれとしても、なぜこれほどまでに高く重圧感になる国保会計になっ

たのか。国民皆保険制度に入れるというのができてから 50 年以上たっていますが、当時は国

の負担は相対的な 50％が現在では 25％まで落ち込んでいます。加入者も当時は農山漁村の人

たちや自営業などが大半でした。現在は低所得者層や高齢者の加入の割合が多くなり、国保

には負担能力が高くない人々が集まる仕組みというか、集まるようになっています。そうい

う意味では本当に命と健康を守る 後のとりでになっています。 

そして、この収納方法ですけれども、他の保険では給料なりそういうところから差し引か

れますけれども、国保は銀行引き落としか直接払い、そういうのもあると思っていますけれ

ども、収納状況も 初の頃は 95％あったそうですが、現在は全国的には 90％、当市では 92％

だといわれていますが、まで落ち込んでいます。そして、現在は国保会計全体が大きく膨ら

み、住民には支払えない国保税になって危機的といわれる状況であります。皆保険制度は日

本で誇るべき制度であり、ぜひ安心して使える制度にすべきと思いますが、対策や考えを伺

います。 

 ２番目です。自治体の努力にもかかわらず滞納が減らないと書きましたが、当市では平成

24 年度は、それまでも本当に努力をしておられます。そしてコンビニ収納を取り入れたせい

かよくなったということです。ぜひ、その傾向が継続することを願っています。しかし、全

国的には収納状況が悪くなりこそすれ、よくなってはいません。これは本当に住民が払える

国保税額なのでしょうか。そして、一般的には国保税は所得の一割を超える税金だと言われ

ていますが、今はもっと高止まりになっています。南魚沼市のホームページで夫婦共働きで

５人家族ですけれども４人目の方は自分で社会保険のほうに入っているということで、入っ

ていなかった例をみましたら、夫婦の所得が 380 万円、保険税が 50 万 7,400 円と 13％にな

りましたが、試算されていました。また、初日の議会では国保納税者の平均所得は１人 144

万円で 18 万 7,000 円、１割を優に超えています。 
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今払っている方でも本当にやりくりし努力して払っている、そういう状態であります。高

すぎるからだと思いませんでしょうか。だから、ちょっと収入がつまずいたり、やりくりが

うまくいかなくなった、支出に占めるほかのほうが増えたということがあれば、たちまち５

年ぐらいたってしまいます。私もそういう方を知っていますけれども、そうするとそんなに

納めていなかった額だと市側はみていますけれども、100 万円を超える滞納額になり、とて

もじゃないけれどもう努力の限界を超える状況になります。しかも、延滞金は 14.6％、私に

はぼったくりの延滞税だと思っていますけれども、支払者にとってはびっくりする額だと聞

いております。税収が落ち込むのは、国保制度の税額設定に問題があると思いませんか、い

かがでしょうか。 

 ３番目の国保法の第 44 条というのがあります。その活用はあるのかということです。国民

健康保険法第 44 条は、これは国保税の問題ではなくて窓口支払の医療費救済制度ですが、あ

まり知られていません。新潟県は特に活用が少なかったのではないでしょうか。モデルケー

スとして村上市で平成 21 年に初めて市民に制度が紹介されたというか、モデルケースで取り

入れられたそうです。村上の方からお聞きしましたので、私も慌てて丁寧に調べてみました。

そしてそのときは利用されました。当市でも調べたら昨年要綱ができていました。しかし、

私は知りませんでしたが、市民に知らされていたのでしょうか。また、この要項をみますと、

生活保護の 1.1 倍の収入の方が適用で、払えない方の医療費ということになっていますけれ

ども、生活保護にほとんど近い方しか該当にならないというのは、救済策になるのかなと私

は思っています。そしてこれは保険税が滞っている場合でも、高額医療と同じで利用できる

と思いますがいかがでしょうか。 

私が調べたところ、市民での利用は今までないようであります。１件ありましたけれども

住民ではなかったようです。困っている方へのこれは本当に救済になる制度にすべきだと思

いますがいかがお考えでしょうか。 

このように国保会計は本当に今行き詰っています。そういう意味で４番目に移りますが、

国民皆保険制度が 1961 年にできて、私は当時役場の職員の方から「これで医者にかかれない

人がいなくなるんだ。これが皆保険制度何だ」と聞かされて、「ああ、いい制度ができたなあ」

と思いました。それまでも大概の人は国民健康保険には入っていたと思いますけれども、国

民が全て義務として入らなければならないというのが皆保険制度だそうです。 

しかし、ほかの保険と違い事業者負担がありません。その分は私は国が補填すべきだと思

っています。先ほども言いましたけれども、現在は加入者は年金生活者が中心で、高齢者が

約 45％、それから現役世代の人たちでもやむなくワーキングプアとか、仕事がなくなるとか、

日雇いに近い方、そういう方を入れると 70％を超えるそうです。そして国保税額の算定にお

いても、住民が支払える能力がある、そういう視点で算定されていない、欠落しているので

はないかとも思います。 

それは 1984 年の国保改定から国庫負担の削減開始が始まりました。国が国保運営にお金を

出し渋ってきたわけです。一方、国保会計は全体が膨らみ運営も大変になり、払えない保険
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税を生み出しているのが現状です。自治体も法定外繰入をする努力もすべきであり、しかし

入れている自治体でもこれ以上はもう限界だという声も聞かれ、それでも住民は「高い」が

否めない状況です。それぞれの自治体だけの努力では、限界にきていると私は思います。自

治体も県も一緒になって国庫負担、国の負担を 1980 年以前の 50％に戻すように働きかける

べきではないでしょうか。国保は命を守る 後のとりでです。私たちも一生懸命やりますが、

ぜひ一丸となって取り組む時期ではないかと思いますが、いかがでしょうか。壇上の質問は

以上で終わります。 

○議   長  岩野 松君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  岩野議員の質問にお答え申し上げます。 初に岩野議員のその質問の中で

「冷たい」とかですね、きのうも岡村さんに申し上げたところでありますが、一面だけを見

て人を評価するということは、それはやっぱり間違いであります。別に私はいいですよ。あ

なた方は常にそういう見方をして、我々の主張しているこれをやらないから冷たいとか、そ

れはやっぱり議員としては慎むべきであります。一般人になれば別です。 

そして、国保の審議会にあなたも議員として出席をしていたわけであります。５％以上の

値上げにならないように、基準外の繰り出しをするのはやむを得ない。ならないように繰り

出しをしてみましたけれども、結果として値上げに結びつかなかったものですから、それを

使わないというのは、それは議会の議決であります。予算をいただいたから趣旨に違ったこ

とで何でも使っていい何てことは、絶対あり得ないわけでありますから。そういうことを全

部棚に上げて、あたかも行政が冷たいとか、行政が悪いとか、そういう議論の仕方はまさに

議会議員としてとるべき道ではない。私はそう思いますので一言だけ申し上げて質問にお答

えいたします。 

１ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

 国保の危機的状況というのはもうずっと前から言われておりまして、問題点といたします

と非常に年齢構成が高くて、医療費の水準が高いということであります。高齢者の加入割合

が健保組合に比べまして 12 倍高い。１人当たりの医療費が健保組合の 2.2 倍の高さというこ

とであります。高齢者の加入割合が国保で 31.3％、健保では 2.6％であります。１人当たり

の医療費も国保は 29 万 9,000 円、健保は 13 万 8,000 円と半分でありますね。 

それから、加入者の所得水準が非常に低いということであります。併せて所得のない世帯

の割合が 23.4％を占めております。平均所得は国保で 84 万円、健保で 195 万円であります。

それから小規模保険者、加入者が 3,000 人未満というこれが全保険者の４分の１を占めてい

るとこういう状況もございます。 

議員がおっしゃるとおり国民健康保険制度というのは、まさに医療の 後のとりでであり

ますから、何としてもこれは存続はさせていかなければならないと思っております。それか

ら、国が、国がというお話を常に皆さん方はなさいますけれども、医療費に対しての国の支

出の部分というのは、そう変わっていないわけです。どんどん下げたという言い方をされま

すけれども、それは大きな枠のなかのことをちょっとおっしゃっているわけで、国が、国が
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という言い方だけではこれが解決するものではないということもご理解いただきたいと思っ

ております。やはり抜本的なこの構造的な改革・改正は必要だと認識をしております。 

 滞納が減らないのはなぜかということでありますけれども、我々はやはり行政として滞納

を理由もなく見過ごすというわけにはまいりませんので、きちんとした対応をとらせていた

だいておりますけれども、さっき議員がちょっとおっしゃったように、税金の納め方にある

程度、選択肢にコンビニ等も加えて、若干は伸びているわけであります。本当に払えない人、

生活困窮者に対してはいつも申し上げておりますように、我々はむいても剥いでも取ってく

る何ていうことは全くしていませんから、そこをやっぱりご理解をいただきたい。確かに苦

しいということはありますけれども、これは税金でありますので、苦しいから納めなくてい

いということにはならないわけであります。 

そして、皆保険制度が 後のとりでということでありますけれども、これはやっぱり相互、

お互いがお金を出し合ってつくっている制度でありますから、私はちょっと苦しいから今納

められないよというのは、やっぱりこれはちょっと道としては間違っている。ただ、実際に

納められないという人もいるわけですから、その皆さん方にはそれぞれの対応をしておりま

す。冷たくむいても剥いでも取っていくようなことだけはしていないということは、もう議

会のたびに申し上げているのですけれども、そういう事実があったらお知らせください。事

実があったら。 

滞納が増える、これはやはり生活部分での苦しさとか、所得が下がるとかということも１

つの要因でありましょうし、さっき言いましたようにちょっと増えているわけです。なぜか

と言われますと、具体的に原因がここにあるということは、私はちょっとわかりません。高

いからということに結論づけたいわけでしょうけれども、私はそうだとは思っておりません。

ちゃんと払う人は高くても払っていただいているわけであります。高くても。そして本当に

払えない人には、先ほど触れましたように行政としてきちんと対応をしているわけですから、

結局何回も滞納を繰り返して、さっき議員がちょっとおっしゃいましたけれども、例えば 100

万円単位まで膨れ上がったとか、そういう皆さんもきちんとそれを全部一気に納めろなどと

いうことは我々が言っているわけではありませんから、分納とかいろいろな方法があるわけ

です。そういうことをしながら収納率のアップには努めておりますけれども、何で増えてい

るとか、何で減ったとかということは、具体的にこの原因があったということは私はちょっ

と特定ができませんので申し上げませんけれども、高いという部分についてそれを認識をし

ていないということではありません。 

 第 44 条の適用ということでありますけれども、これは国民健康保険法第 44 条についての

拡大化が、昨年平成 24 年度の国保改正で打ち出されたものでありまして、市も平成 24 年８

月１日施行で、「南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免に関する取扱い要綱」を定めまして、

同日付で発行した保険証にこの減免制度の概要を記した説明文を全部同封して、周知を図っ

ております。 

書いたものが難しくて見なかったとかという方もいらっしゃいますか、それはちょっとわ
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かりませんけれども、市としてとても個々に全部電話で連絡する何ていうことはできません

ので、きちんと封書で説明をしたところであります。議員は何か１件しか使っていないとか

というお話ですけれども、それはまあ私はちょっと今は存じておりませんけれども、周知を

しながら努めておりますし、これからもこの制度の周知に努めていくということであります。 

 それから市町村や県をあげて危機打開に取り組むべきという、これはもう前々から、市町

村の運営では限界があるということを申し上げております。ですので、県で一律ということ

も今ようやく実現化しようとしておりますが、議員ご承知のように厚生労働省のほうでは来

年度から国保税につきまして、高額いわゆる上限の限度額を引き上げようと、今は 63 だか

65 万円ですかね。これは高所得者に対してこの部分を適用するということであります。そし

て、低所得者に対しましては、軽減税率２割、５割この負担の範囲を拡大しようと。負担と

いいますかその税率を安くできる部分を拡大しようということであります。もう少し収入の

多い人についても、２割あるいは５割の軽減税率を適用できるようにしようと、そういう法

改正の準備を今進めております。 

そういうことがきちんとできていって、そしてさっき言いましたように、運営主体を県と

いう形に振り替えていけば、ある程度は解決できますけれども、根本的な解決はできません。

ご承知のように、結局現役を退いた方たちが全部ここに入ってくるわけですから、当然です

けれどもさっき触れましたように、所得が少なくてそして病気しがちになるわけです。です

ので、この制度を本当に変えるということになりますと、保険の一元化、全ての医療保険を

一元化するという方向でも見出さなければ、これはなかなかできるものではないということ

であります。 

そして国保加入者は全体的に見ますと約３割といわれております。この３割の皆さん方に

国が挙げて、あるいは市が挙げてこのことに税金を投入していくということは、非常にやっ

ぱりある意味本当に困っている方も含める。そういう方はちゃんと今その中でも救済制度は

あるわけでありますので、そこにどんどんと切り下げなしにいわゆる国費も含めた税金を投

入していくということについては、やはりこれは公平という部分の負担性から疑問はありま

す。 

ただ、耐えられないほどの部分ということがあるわけでありますので、そういう形になれ

ば、それはそれなりのことは考えなければならない。それは国保の審議会でもそういう話が

きちんと出ているわけでありますので、そういう中でこの国保の制度については、ある意味

抜本的な改正改革が必要だろうということは、認識が一致するところであります。以上であ

ります。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

一問一答で１番目から伺います。市長は私の言葉尻の中で「冷たい」とかそういうのは、

議員としては言うべきではないと言われましたけれども、私はこの国保に今、入っている人

たちの状況を比べれば、１万円でも２万円でも下げられる要素が、もし財政的に許されるの
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だったら、やはりそういう方向に、例え運営協議会で決まった、私もそのときはいましたけ

れども、私は引き下げるに使うべきだし、もっと下げるべきだという意見を述べたんですけ

れども、やっぱり私は入れられる状況があるんだったらそこへ使うべきだというのが――市

長が冷たい人だとかそういうふうには思いませんけれども、そうやればやさしい行政かなと

皆さんが思うと思います。そういう意味ではそういうことはなるべく努力をしてもらいたい

と思っております。 

 国保会計が危機的な状況にあるということは、お互いに共通認識だと思いました。だけれ

ども、国に言うだけでは解決しない、構造的な改革が必要などとおっしゃっていますけれど

も、やはりここに入っている人たち、先ほども言いましたが一番今生活の困窮者になってし

まった人たちの命のとりでというか、健康を守るための場所の保険制度ですよね。そういう

ことを考えて、ぜひ、構造改革ということで 後に県の話がでましたけれども、そういう方

向で。今、阿倍政権も進めているように聞こえますけれども、私どもは県が統一したから今

の問題が解決できるとは考えておりません。もし、構造改革をしていく中でこれは国の国保

法の中で定められて皆保険制度になっているので、確かに保険者は市町村です。だけれども、

基本は国にも国民の命を守る大きな責任があるんですけれども、これに対しての国の態度は

どう変わるのかお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

議員がおっしゃった冷たい何てことを取り消してもらう必要は全くありません。冷たい部

分もあるでしょう。しかし、市長として議会から議決をいただいた――いいですか、この基

準外の繰り出しをするときの議案の説明が、国保料の値上げを抑えるために、いわゆる基準

外の繰り入れをさせていただきたいと、こういう説明をして皆さんから議決をいただいたわ

けであります。 

結果としてそれを使わなくても値上げにはならなかったですね。それをここへお金がある

から値下げに使えなどということが簡単にできますか、私のお金じゃないんですから。皆さ

んが議決をしていただいた、この重みをきちんと理解しなければ、予算をもらったからもう

それは好きなように使っていい何てことにはなり得ないわけであります。どうかその部分は

きちんとご理解いただかないと、皆さん方の主張に沿ったことを全部やっていればそれでい

いということには絶対ならないわけですから。それはちゃんとご理解いただいて、だってそ

ういうことを皆さん議決していただいたわけですから。あなたもそのときは賛成したんです

ね。（「していない」と叫ぶ者あり）いや、賛成しましたよ。ちゃんと国保の部分は賛成しま

した。 

それはそれとして、今ちょっと 後のほうで触れましたけれども、国としてもやっぱり何

らかの方法を講じなければ、このまま国保会計が存続はできないということをわかっている

わけです。ですから、お金のある人からもうちょっともらいましょう。そして本当に苦しい

方には、もっともっとやっぱり税率を軽減させることを拡大しましょうという方向を今打ち
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出しています。それがどういう形になってくるかというのはまだはっきりわかりませんけれ

ども。 

そして、新潟県とすれば運営も今 30 市町村ある中で、県が一つでということになりますと、

それは当然節減できる部分もあるわけでありますから、そういう中では１つのやはり改革の

方向、国保制度をきちんとよくしていく方向だと私たちは理解をしております。市長会の中

でもそのことはやっぱり重要だということで認識は皆さん一致していますので、何にもなら

ないということにはなり得ない。よくなるからこういうふうにしていこうということですか

ら、そういう思いで私たちはやっております。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

運営協議会で決められてそれを守っているのだと言われれば……（「運営協議会でなくて議

会議決で」と叫ぶ者あり）議会の議決も経てということですけれども、せっかく繰り入れた

から翌年にはそれを引き下げるように活用すべきだったと私は思っておりました。そこは見

解の相違ですけれども、終わったことですからあれですが、これからはぜひそういう方向で

検討していただきたいと思っています。 

 それと、国の改革についてはまだ詳しくは私もわかりませんけれども、先ほど聞きました

が、今、俗に 25％は国が出しているということがありますけれども、そういう係わり方の国

の責任はどうなるのかということを１点だけお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

国の責任といいますか、この制度をつくったのは国でありますから、それは当然一元的に

は国の責任という部分がありましょうけれども、これは法の趣旨にのっとって国も支出はや

っているわけでありまして、今現在の中ではここに国が責任を、という部分は別に生じるわ

けではない。ただ、この制度が疲弊化してきてこれでは困るということは当然認識している

わけですので、ある程度収入のある方からはもうちょっといっぱいいただきましょうと、今

の 63 万円だか 65 万円を引き上げましょうと。さっき言ったように、そして低所得者の方は

もっとその範囲を広げましょうと、こういうことでやっていこうと。 

それから消費税に入りますけれども、消費税そのものは 100％であるか否かは別にして、

これは社会福祉このほうに重点的に使うということで成立をしているわけでありますから、

当然そういう財源を得る中で国保がどうなるか、介護がどうなるかは別にいたしまして、そ

ういう部分にきちんと充当されていくものだと私は理解しております。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

次に移ります。２番目ですけれども１点だけお聞きします。私は今払っている方でも本当

に大変な思いをして、230 万円の所得で市が示したシミュレーションの中で 50 万円を超える

国保税です。とてもじゃないけれど払っていても一生懸命に払っている。子どもが大学に行
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くとかそういう状況になってくれば、ますます出費が増え、収入が今は上がる状況はずっと

続いてなかったわけですけれども、本当に大変な状況である。市長は払っている方でも大変

な思いをしながら払っているという認識があるかどうかお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

一部の高額所得者を除いて、全ての税金に対しては皆さんが大変だけれども払っていると、

こういうふうに私は理解しております。国保ばかりではありません。全部の税金は大体そう

だと思っております。ただ、高額所得者は別であります。大変と思うかどうかは別にして。

ですから大変なんです。税金を納めるというのは本当に大変なことです。そのことは十分理

解しております。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

そうですよね、本当に大変な思いで払っているけれども、そのわりに 100％見返りがない。

例えば３か月で追い出されるとかそういう状況が生まれてきたりして、安心して医療にかか

れる状況ばかりではないということを指摘して次に移ります。 

 ３番目の国保の第 44 条の話ですけれども、村上市ではモデルケースとして始めたときから

ですけれども、確かに該当者がものすごく多いわけではなくやっぱり一桁ですけれども、市

民が活用している。そして広報、周知徹底については、まず、広報の８月号に掲載している

そうです。国保税が配られた後の８月号に掲載し、そして保険証の発行時にもチラシの項目

にあげて周知し、しかも村上市の病院にはポスターの掲示も依頼しているということです。

該当しない人でも周知ができる、そういうことが私は必要ではないかと思います。 

市にお聞きをしまして、病院のほうから該当するのではないかと聞かれた方でも、やはり

親戚が払える能力のある方はだめだということで却下されたというのもちょっとお聞きしま

したけれども、その人だけの問題でもなく、やはり払えない。そのために私は前にも言いま

したけれども命を落とした方も知っています。本当に 後の命のとりでですから周知徹底は、

やっぱり住民の皆さんがわかるようにしてほしいのですがいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

あまねく税金を納めてその見返りを求めるということは、普通はありえないことでありま

す。特に保険制度においては、これは相互扶助ですから、保険を納めたからその見返りを求

めてどうだなんていうことを考えるようであれば、これはやっぱり制度そのものが存続しな

くなります。 

そして、さっきも触れましたけれども、病院に長くいれないとか、それは医療法上の問題

ですから、国保と何ら関係のないことであります。それを全部ごっちゃにして保険を納めた

から病院にはいつでも入られるのだなんてことを議員がおっしゃるようでは、それはやっぱ

り間違った印象を市民の皆さん方に与えますから、そういう考え方ではないと。保険という
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のは全部そうですよ。全部納めて１回も保険の適用にならない方だっているわけですから、

それは相互扶助ということです。納めたから見返りがないなんてそんな話をされれば、保険

制度は成り立たないということをまずご理解いただきたいと思います。 

そして、この周知でありますけれども、周知が不足したということでありましょう。私た

ちもそうであればあるほど、今後ともこの制度の周知に努めて、きちんとやっていかなけれ

ばならないと思っておりますので、またもう１回点検をきちんとさせます。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

では次、もう１点しますけれども、適用が見返りどうこうではないのですけれども、生活

保護の 1.1 倍は低すぎると思いませんか。ほとんどじゃあ生活保護になったほうがいいので

はないかみたいな声もないばっかりではありませんし、実際にそういうのも聞こえてきたよ

うに聞いています。できたら 1.3 倍ぐらいまでに適用範囲を広げる考えはあるかないか、お

聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

生活保護関係の部分との比較、今 1.1 とかそう言っているわけでありますが、生活保護そ

のものを今見直すという動きが出ております。これはご承知のとおりだと思います。そこで、

1.1 倍がいいのか 1.3 倍がいいのかとそういう議論をここで私におっしゃっていただいても、

それは範囲をどんどん広げれば広げたなりの部分は出るでしょうけれども、じゃあそれに財

政が伴ってくるかとこういう問題もあります。一概に下げたほうがいいとか、上げたほうが

いいとかということは、ちょっとこの場では答弁は控えさせていただきます。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  １ 国民健康保険は命を守る最後のとりで 

では、聞き終えたということにしておきます。次に移ります。市町村や県を挙げて危機打

開に取り組むべきは、全くそういう方向ではあると私も思いましたけれども、そのための方

法として県一律にする方向は、私は賛成しかねます。限度額を引き上げたり、そして一元化

すれば、その分各市町村がやっていた事務やそういったものが一括されるから安くなるでは

ないかというメリットもあるかもしれません。けれども、本格的な解決、それから本当に困

った人を救える状況にはならないで、かえって納めない人への過酷な督促とかが、私は増え

ていくんじゃないかなという思いもします。 

そういう意味では国がやはり 初つくったときのように 50％、そしてその医療費に対して

はとおっしゃいましたけれども、 初は療養費全額です。我々が負担する窓口払いも含めた

分が来ていたのですよね。でも、今は市が払う医療の分しか来ないという計算の仕方へどう

も変わってきたようです。やはり国がだんだん節減をしてきた結果が、そして払える能力の

人が少なくなったことが、国保会計を危機状況に陥らせているので、ぜひ一緒になって解決

に向ける。「国へ国へと言うが」と言うけれども、やっぱり国が補助を出すべきだと思います
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ので、それについて国へやっぱり一緒になってやっていく、そのことを確認して次の質問に

移ります。 

〔（あなたが一人で確認されたって俺も困る）と叫ぶ者あり〕 

 答弁するとまた今時間が少々で……。 

２ 男女共同参画について 

 ２番目男女共同参画についてに移ります。ここの自治体もハッピーパートナー企業として

入っているがその役割としてですけれども、男女が共に働きやすい環境づくりの取り組みや、

ともに仕事と家庭、その他の活動が両立できるような取り組みはされているのでしょうか。

そして、女性の能力を生かすための取り組みは行われていると言えますか。 

この前に、私はこれが入っていると初めて知ったときに質問をしました。そのときにぜひ

管理職の登用が、というふうに質問をしたのです。市長は思いはあるけれども、該当年齢者

にはなかなか育っていないという答弁でした。前にほかの方にもそのように言われたと聞い

ております。市長、あれから３年ほど経っていますし、市長のこの任期中にはそういう実現

があるかどうかです。期待したいのですけれども。そしてその私の質問…… 

○議   長  一問一答です。女性登用、その前に役割。 

○岩野 松君  ２ 男女共同参画について 

そういうのを私は全部読ませてもらおうかと思ったのですけれども、いいですか。 

管理者を育てる必要があるかどうか。育っているかということと、任期内に登用するかど

うかを質問します。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 男女共同参画について 

女性の管理者もようやく、ご承知のように昨年の４月１日で女性管理職を登用したところ

であります。しかし、ちょっと不幸なことに体調を崩されて、今ちょっと休職しております

けれども、そういうことをきちんと実施をしております。 

ただ、人事というものは、女性を登用するということだけを前面に出して、何でもかんで

も女性だということにはならないわけであります。ですから、ちゃんとした適任者がいれば、

女性男性問わず登用していく。 

私の任期のうちに女性を登用するかと言われても、それはちょっと私も今どうしても登用

しますということはちょっと申し上げることはできませんが、岩野さんのように優秀な方が

いらっしゃれば、登用してまいりたいと思っております。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  ２ 男女共同参画について 

褒めていただいたことはありがとうございます。私みたいな一介の主婦がなれるのですか

ら、議員は余りめんどうではないと思っています。（「すごいね」と叫ぶ者あり）それはそれ

といたしまして、私が崇拝している「原始、女性は太陽であった」を書かれた平塚らいてう

さんの言葉で、過去においてはそういうのがありましたけれども、今は月であると。これは
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大正の始めのころ言われたのですが、江戸から明治にかけて女性はやっぱり権利だとか財産

権などはほとんどなく、しかも三くだり半で離縁することができるなどという、非常に低い

地位に置かれていたずっと長い歴史があります。なかなか女性が前へ出るというか管理職に

なるということへの勇気も、非常に大きいものがあると私は思っています。 

私も議員になりたてのときには２人の女性議員だったので、本当にそういう意味では気分

が楽でした。それでぜひそういう特にいろいろな方とかかわるような、市民とかかわるよう

な管理職は、私は女性から採用してほしいと思っているんですけれども、そのときには特に

そればかりではないんですけれども、できたら 初２人一緒に採用してもらえると、非常に

その人たちも育ち、ストレスをためないで仕事ができるんじゃないかと思いますが、お考え

をお聞きします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 男女共同参画について 

今ほどちょっと触れましたように、女性管理職を１名登用いたしましたが、ちょっとそう

いう状況です。係長職に、係長が今 69 人いるんですけれども、この中に 14 人女性は登用し

ております。徐々にそういう形でボトムアップを図っているということでありますが、今議

員がおっしゃったように２人一緒に登用しろなどと言われても、これはちょっとできかねる

ことであります。能力があってもなくても女性だから、もう１人の人は何かくっつけてこぶ

みたいにして一緒に登用なんてことは、それは人事でありますのででき得ません。ちょっと

それはできかねない。 

ただ、そうなることもあり得るということもあるわけですね。２人あるいは３人一気に誕

生するということもないばかりではないわけであります。それについて２人以上必ず一緒に

登用しますということは明言はできませんが、女性の管理職が増えていく、このことはもう

さっき係長の職の人数でも申し上げているとおりでありますから、きちんとした趨勢となっ

ていきますし、私の任期のうちにその勢いが衰えるということだけはしないで努めたいと思

っております。 

○議   長  23 番・岩野 松君。 

○岩野 松君  ２ 男女共同参画について 

確約はできないということですけれども、ぜひ、そういう女性特有の歴史の中で置かれて

いたので、初めての本当に――今までも１人六日町時代にもおられましたけれども、余り住

民と接する場所でなかったもので、皆さんからの認知度は低かったように思います。私はぜ

ひ、いろいろな立場で、特に今係長の女性の方を見ていまして、本当に能力があったりしっ

かりしていたり、私は高い方も増えてきていてすばらしいなと思っています。できたらその

初のときは周りも注目します。 初というのは間違っているかもしれませんけれども、で

きたら２人でということの女性側の思いをくんでいただきたいと思って、 後の質問をしま

すがいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 
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○市   長  ２ 男女共同参画について 

初に登用した方は、会計管理者という一般の課長よりまたひとつ重い部分に登用したわ

けでありまして、目立つとか目立たないとか何て問題ではない、そういうことです。目立つ

ところに置けといえば、入り口のところへでもいてもらって、挨拶をしているかとその程度

です。だって、目立つところに置けなどと言われたって、それは困る。 

それから、２人を約束しろということですが、「それはできません」と先ほど申し上げてお

ります。２人同時に必ず課長にしなさいなんてことはでき得ることではありません。しかし、

さっき言ったように３人、５人一気になるかもわからない。これはここで議員に対して約束

しますなどということは、言える問題ではないということもご理解いただきたいと思ってお

ります。 

○議   長  昼食のため休憩とします。休憩後の再開は 13 時ちょうどといたします。 

〔午前 11 時 58 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後１時 00 分〕 

○議   長  質問順位 11 番、議席番号５番・塩谷寿雄君。   

○塩谷寿雄君  歩む会、今回の一般質問、次鋒の塩谷寿雄君です。きょうはあと、中堅、

副大将まで出ますが、あしたは大将の鈴木 一幹事長が出ます。この４年間を通して歩む会

はいろいろ議論してきまして、本当にいい会派でよかったなと思います。 

市長、オリンピックが日本に決まって本当によかったと思います。大原運動公園の活用や

また武道館誘致にかなり力が入るのだなと思いますけれども、一緒になって微力ながら頑張

っていきたいと思いますし、ＦＩＶＢのほうもバレーで合宿でも来ていただけたらいいかな

と思います。一般質問に入ります。 

１ 少子化対策について 

 少子化対策についてであります。今後人口が大幅に減ると言われているが、市として少子

化をとめる施策はあるかということでございます。このたび人口減少と今も言われています

けれども、10 年後には 10.数％ですか、20 年後には 17.数％という減少が調査により見込ま

れているそうですけれども、今現在においても少子化減少というのはかなり昔からわかって

いたことではないのでしょうか。そういったことで本当に少子化をとめるにはどうしたらい

いのかということをお聞きしたいと思います。例えば婚活をしてどんどん結婚して子どもを

つくってもらうほうがいいのかとか、本当に少子化をとめるには市長としてどういう考えが

あるかお聞かせいただきたいと思います。 

 妊婦医療費助成の要綱を見直してはいかがかということでございます。要綱の中に第６条

ですか、妊娠判定を受けて、申請をした月の翌月から妊婦医療の助成が始まりますけれども、

当然検査を受けて妊娠しているということになれば、その場から妊婦となるので、翌月では

なく当月からという要綱で変えてはいかがかということです。予算規模にしますと去年の割

合ですと 150 万円程度でできるような話もうかがっていますが、このように要綱をかえては
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いかがかという質問でございます。 

 そして２番目は不妊治療助成事業を拡充してはいかがかということです。県内でも我が市

が行なっている不妊治療は、かなりトップレベルの助成制度だと思っております。人工授精

にも、県で我が市だけですよね、３万円の補助を出してやられている。そして県の不妊治療

助成、１回目が 20 万円ですけれども、我が市は８万円という市単費の助成をしております。

本当にすばらしいことだとは思うのですけれども、非常に不妊治療にはお金もかかりますし、

夫婦の感情というものが１回治療して子どもができなかった、そういうことになるとまた次

にどうしようかとすごく悩んだり、次のことをまたすごく考えるそうです。 

そういった中で低所得者を対象に全額助成をするとか、やはり自分がとっている収入で子

どもができないというのはちょっと違う問題だと思うので、そういうことを市がやっていく

べきではないかと私は思いますけれども、お考えをお聞きいたします。以上で、壇上からの

質問を終わりにいたします。よろしくお願いいたします。 

○議   長  塩谷寿雄君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  塩谷議員の質問にお答えを申し上げます。 

１ 少子化対策について 

まず少子化についてどういう方法があるか。方法は１つでありますけれども、今、一般的

に言われておりますことは、少子化の三大要因が晩婚化、非婚化、出生率の低下とこういう

ふうに言われているわけでありまして、これを解決するための特効薬というのは残念ながら、

これをやれば全部解決するということは、なかなかあるわけではないわけであります。人口

が増えていく、少子化をそこで何とか食いとめるということについては、やはり子どもさん

が生まれると、出生率の増加がとにかく必要だということであります。 

今の状況の中で出生率がある程度アップしたとしても、しばらくの間はまだ人口減少が続

くわけでありますけれども、やはり将来のためには少子化をどう食いとめるかということは、

非常に大きな課題だと思っております。市内の今、出産適齢期の女性の数は、これから 20 年

で少なくとも３割以上減ると推定をされております。出生率が現在のまま推移いたしたとし

ましても、生まれてくる赤ちゃんは現在大体年間 500 人でありますけれども、300 人を切っ

てしまう、こういう推計上であります。 

日本はですけれども、1970 年代半ばから合計特殊出生率が２を切っております。昔、田中

角栄先生が、このままいくとあと 150 年から 200 年すると日本の人口は計算上ゼロになるよ

と、そういうことをおっしゃったこともございました。それから 30 年ずっと人口減少が続い

ているわけでありますけれども、今何とか人口を保っているというのは、我々も含めた戦後

のベビーブームによります人口慣性ということです、それがずっと続いている、これだと思

っております。 

今現在は既に増加でなくて減少のほうの人口慣性が広がっていると、くっついてきている

ということでありまして、この数十年はどうしても人口減が続く。一気に何百万人も外国人

から日本人になっていただくという、そういうことになれば別ですけれども、これはもう続
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くということであります。 

しかし、少子化対策ということになりますと、どうしても晩婚化、非婚化を食いとめたい

ということはもちろんでありますが、出生率向上がなければどうしてもやはりうまくいかな

いということでありまして、子どもを産みやすい、育てやすい環境づくり、これをやはり政

策目標として今も掲げているわけでありますけれども、今後も一番大切な条件だと思ってお

ります。 

 昨年、市内の若者を対象に行いました「結婚に関するアンケート」の結果では、いずれは

結婚しようと思っている未婚者の割合は６割強、そして結婚はまだ考えていないけれどもや

はり結婚はしたい肯定的な部分も含めますと９割を超えているところであります。「結婚した

くない」と答えた未婚者は男性で 6.1％、女性で 4.9％ということであります。これは国立社

会保障・人口問題研究所の全国調査結果よりも低い状況でありますので、結婚する意志はあ

ると大半の人が思っているということであります。 

 しかし、独身でいる理由につきましても、「自由や気楽さを失いたくない」これが 多数で

ありました。「結婚したいと思える相手にまだめぐり会わない」この回答も多いですし、「金

銭的に余裕がない」「安定した仕事についていない」が、性別を問わず男女からも回答がござ

いました。このあたりから見てとれることは、「結婚はしたいけれども自由で気楽でいい。結

婚したいと思える相手はいない。相手がいても金がない。」という部分になってくるわけであ

ります。 

結婚も雇用と同様です。ミスマッチがやはり問題視されるわけでありますし、めぐり会い

たい人の数が少ないわけですので、出会いの機会はできるだけやはりつくっていかなければ

ならない。少ないめぐり会いの機会に結婚に踏み切るだけの経済力があるようにすること、

これをきちんと確立していかなければならないと思っておりますので、やはり雇用の場を確

保すること、景気がよくなること、よくすること、行政ができる第一番のことではないかと

考えております。 

 そこで、妊産婦医療助成の要綱の見直しでありますが、議員おっしゃっていただいたよう

に、現在の当市の妊産婦医療費助成事業は、受給申請をした方全員に対しまして、診療を受

けた保険適用分について自己負担分の全額助成をしておりまして、県内では一部負担金を除

いた額、あるいは非課税世帯の条件つきで助成している市町村が 14 市町村ありますけれども、

全額助成をしている市町村は南魚沼市だけであります。 

助成対象期間が 14 市町村のうち６市町村が申請日から出産日の翌月末までとなっており

ます。南魚沼市を含めた９市町村が申請日の翌月から出産日の翌月末までということになっ

ております。ご指摘の申請日からの適用につきまして、議員おっしゃっていただきました約

150 万円の財政負担が伴うということでありますが、やはり検討してみなければならないと

思っております。 

 現在平成 24 年度で妊産婦医療助成の対象者数が 870 人でありました。１人当たりの助成額

が、これは市の単独分だけでありますが２万 252 円ですので、これが増える額が 150 万円に
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なるということであります。これが助成件数、助成額に響いてくるわけであります、ちょっ

と早まります。これは十分検討に値するものだと思っております。 

 それから、不妊治療費助成事業を拡充してはいかがかということであります。現在、実施

されている不妊治療には、保険適用されている一般的な不妊治療と、保険適用されていない

人工授精と体外受精があります。県では保険適用外の特定不妊治療、これは体外受精と顕微

鏡受精に要した費用の一部を助成しておりますが、我が市では平成 18 年度から特定不妊治療

に対して助成を開始いたしまして、平成 21 年度から人工授精――これは県内で我が市唯一で

ありますが――に係る治療にも助成の幅を広げて実施しております。 

国のほうでは高年齢での妊娠・出産はさまざまなリスクが高まると言われておりまして、

出産に至る確率も低くなるという医学的な見地を踏まえて、より安心・安全な妊娠・出産に

資する観点から、「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」を設置し

て検討を進めてきました。その結果、年齢による助成回数の制限が平成 26 年度から段階的に

始まるということ。これは確か 40 歳だと感じておりますけども、これに伴いまして市におい

ても助成基準の検討はまた必要になるのだろうと思っておりますので、国の新たな特定治療

支援事業の対象範囲等も含めた、このあり方検討会の検討結果を待って、基準の変更も含め

て一緒に検討してまいらなければならないと思っております。そういうことであります。 

 今後の方向性におきましては、少子化対策におきまして出産機会の拡大、これは極めて重

要ということは先ほど申し上げました課題であります。ご夫婦間の精神的、経済的な負担を

軽減するための制度の充実、これはやはり進めていくと。そのために不妊治療費助成事業は

継続拡充の必要があると考えております。基本的には国の示す対象年齢、助成回数等につい

ては専門家の研究結果に基づくものであるため、これはある程度尊重しなければならないと

思います。 

そして、総体的に対象者が不利にならないように、市独自の助成方法についても検討して

いかなければならないと思っております。助成対象は当然ですが、引き続き人工授精――こ

れは市単独でありますがこれも対象とする。それから、助成額の上限でありますけれども、

県の助成額、治療に係る経費、助成回数との関係、これらによって判断をさせていただいて、

総体的に制度改正による弊害を招かないような助成内容にしていこうと思っております。 

 それから、対象者の所得区分によります拡充もある程度導入していかなければならないと

いう考えで、今、国の検討結果のきちんとした部分を待っているところでございます。以上

であります。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  １ 少子化対策について 

市長の言っているように少子化に歯どめをかけるということでありますけれども、例えば

婚活パーティー、ミーティングパーティーなどの回数は増えたと思います。そういった中で、

なかなかそれでもカップルにならなかったりするのですけれども、そういうのを例えば行政

がまとめて、個人情報もありますけれども提示していただいて、行政内での何か見られる部
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屋とかでお見合いではないですけれども、見られるようなシステムの開発、そういうことも

やって――知り合える場がやはり少ないのです。そこの場を行政としていかにやれるかとい

う考えはいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 少子化対策について 

このことは他の方からもいろいろお話がありまして、ミーティングパーティー的な部分と

か、今、議員がおっしゃったようなことまではちょっとなかなか。例えばミーティングパー

ティーの場でお互い意思が一つになってカップルができたとしますけれども、個人情報的な

ことでありましてその後の追跡すら我々はできないという状況であります。だから、本当に

後に結婚までゴールインしたか否かというのは、全然つかめていない。ご報告に訪れてい

ただいた方があって初めてわかるという状況ですので、それ以上なかなか踏み込むことが難

しいという状況です。特定をしてどうだこうだというのは、ちょっと行政としては無理があ

るとういふうに認識をしております。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  １ 少子化対策について 

わかりました。研究するような価値はあるのではないかと思います。それで、今言ったよ

うにしっかりした雇用の場ということですけれども、高学歴とかいろいろ、都会やこの地域

にいた子が離れていって、大人になっていて、そういう雇用の場――人が戻ってくれば結婚

もするだろうし、また結婚してからも戻ってくる仕事の場というものが、やはり南魚沼市に

はちょっと少ないのではないかなと思う。そういった場が増えるようにいろいろな企業誘致

とか、個人がはばたけるような場を提供していっていただきたいと思うのですけれども。 

そして３子目、２子よりも３子を産んだほうが人口が増えるわけですけれども、例えば３

子目の価値というのが――意味がちょっと違うかもしれないのですけれども、３子目にどれ

ぐらいの価値――これは国とかも当然ですけれども、例えばの話です。国が３子目には 1,000

万円出しますよと。例えば土木とかで行なわれている前渡金というお金があるじゃないです

か。要は現場の出来高で下りてくる、ロックがかかっていて落ちてこないというお金があり

ます。それと一緒で 初にドーンと 1,000 万円見せているけれども、過程ごとに落ちていく。

保育が終われば 200 万円なのか 100 万円なのか、民主党政権にあったような子ども手当で好

き勝手親が使うのではなく、子どものその過程ごとに終わったら落ちていくというような。

私の今の思いですけれども、それぐらいの３子目には価値があるとお思いかどうかという、

1,000 万円をこうやって今言ったようにこうやっていって、３子目はどんどん、やはり子ど

もつくっていったほうがいいのか、それとも本当に大胆な施策がないとなかなか増えないと

思うのですけれども、その点どうお考えでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 少子化対策について 

子どもに第１子であれ第６子であれ、第何子だから価値があるとかないとかということは、
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全て価値がありますので、何人目だからすごい価値があるという考え方はとるつもりもあり

ませんし、とれないということでありますが、それはご理解いただきたいと思います。 

ただ、お子さんを大勢産んでいただくということは、ある意味将来的な大きな社会貢献で

もありますし、当面はやはり非常に経済的な負担がついて回るわけですので、それらを医療

費等の助成や、あるいは保育園の入園料の軽減とかということで今対応しているわけであり

ます。お金を積んでおいて、前渡金、１つのユニークな方法でありますが、それはちょっと

非常に難しいことだろうと思っております。いずれにしても雇用が安定をして、そして皆さ

ん方がある程度きちんとした給料をいただいて仕事ができるようになれば、おのずと３人あ

るいは４人ということがあるか否かは別にして、その方向へ進んでいくものだと思います。

まずは支援制度と、そして先ほど議員がおっしゃったように職場をもっともっときちんと整

備、誘致していかなければならない。 

冒頭、きょうどの機会でありましたか、腰越議員のところで申し上げましたようにベース

ボールマガジン社、ああいう会社ですのでこれから 10 人、15 人増える、それを今度は地元

採用に切りかえていくということでありますから、これはやはり大きな成果として目に見え

ていくものだと思っております。高校卒あるいは大学卒そういう皆さん方を地元 優先で採

用していくということもおっしゃっています。 

そういうことも含めて、いつも触れますけれどもメディカルタウン構想による企業の誘致、

そして常に申し上げておりますように一般的な製造業だけを誘致するという、そういう企業

誘致はもうここで終止符を打ちたいということであります。やはり付加価値のついた研究機

関だとかそういう部門、あるいは非常に高度な技術そういうものを必要とする部門、そうい

うことにある程度絞りながら企業誘致あるいは市内での起業、それもＩＣＬＯＶＥ（アイク

ラブ）とかそういう部分の中では相当またこれから議論になってくると思いますけれども、

そういうことを生かしながら雇用の安定、増大に努めてまいりたいと思っております。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  １ 少子化対策について 

市長おっしゃるとおりだと思います。雇用がしっかりしていければいいと思うのですけれ

ども、やはりさっきの質問は、２子と３子の違いが大きいのだなというか、大学まで出ると

3,000 万円近く育てるのにかかるという中で経済的負担が多いので、そういう場がしっかり

できればそういうふうになってくる。やはりこれは公助を頼む部分もかなり今の時代ではあ

るのかなという部分で、あり得ない話かもしれませんけれども、何か考えたらこれもいいか

なと思ってちょっと言ってみました。 

（１）番の妊婦医療費の助成でございます。市長からもいいことを言っていただきまして、

これを検討していただくということであります。この助成の費用が増えるということは、間

違いなくそれが増えたから子どもをということもないですね。適用外のあれですけれども、

わかりました。その分本当に妊婦さんというのは負担が大きいので、それで全部治療ができ

るものは治していただければと思うような負担の額なので、増える分にはうれしいことなの
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かなと考えています。ぜひ、検討していただいて要綱の改善をしていただければと思います。 

 ２番目の不妊治療のほうに移りますけれども、今ほど言われたように顕微治療までいくと

日本の特定不妊治療の中で一番大変なあれですけれども、やっている方々は毎回毎回本当に

思ってやっています。たまたま私は６人子どもがいるのですけれども、欲しくてもできない

という気持ちになったりすると、やはりこれは何とか市が助成しなければいけないのだなと

思いますので、 低所得額をもうちょっと下げた上の助成とかというものを検討していただ

きたいと思います。その中で、これはどこか病院にかかって治療するわけですけれども、基

幹病院がもしできればそちらでという話もあるのかも知れませんが、聞く話によりますと今

の場合大体長岡とか行かれている方が多いそうです。そういった中でうちの市と病院と何か

いろいろの話し合いをすれば、多少なり病院等で施策を行なっていて、逆にならなかった場

合に還元があったりするようなシステムもあるそうですけれども、もしそういうふうに――

今、市長がこれも考えなければいけないと言ったので、それを踏まえた上で提携できる病院

とかとの話し合いも持ってみてはいかがかと思いますけれども、その点についていかがでし

ょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 少子化対策について 

今、市内でこれをやっているところはないわけか……（「あります」と叫ぶ者あり）市内も

あるそうです。それでそこと行政がどういうことを話し合うかということになるわけで、結

局これもなかなか、一応患者さんになりますので、そこに行政がまた介入するというのは非

常に難しいことだろうと思っております。 

今、県立病院にあるそうですから、当然その機能は維持してもらうということを前提に進

めておりますので、これをはっきりと私が今ここで、基幹病院の中に設けられますというこ

とは申し上げられませんが、できるものだと理解しております。そこへまた医療機関と我々

がどういうことにせよ、本人がいろいろなことでこの話をよくしてくださいということであ

ればいいのですけれども、ただ、成功しなかった場合の還付金的な部分まで、これはちょっ

と踏み込めないような気がします。もし何か例があってやっているというのがありましたら

お知らせいただければ、また参考にさせていただきたいと思っております。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  １ 少子化対策について 

民間の病院だとそういうふうにやっている病院があるらしいのですけれども、そういった

話し合いによって、できるだけ助成をパターンを決めれば何とかなる可能性もない――これ

は私の考えであれですけれども、そういう話し合いもしていけば妥協策というか打開策が見

つかるかもしれないので、この点は提言して終わります。そういったこともちょっと頭に入

れておいていただきたいなと思います。これはいいです答弁は、終わります。 

２ 老人福祉施設について 

 大項目の２番目になります。特養施設など老人福祉施設について、今は必要性が高いが、
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20 年後どうなるかということです。これも市の計画どおりつくっているわけですけれども、

本当に我々世代が今の市長ぐらいの年になったときにどれくらい――本当に今の学校ではな

いですけれども、空き校舎などが目立つ中でどういうふうに。市長の所見だけ先に伺ってお

きます。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 老人福祉施設について 

人口的に見ますと我々が一番人口の多い団塊の世代でありまして、後 20 年後になりますと

我々が八十五、六ですね、そこで全部その人たちがいなくなるわけではありませんが、当然

ピークはその辺に入ってくるわけです。徐々に減っていくわけですけれども、人口的にはで

す。ところが、今の若い皆さん方が要介護になる確率が我々より非常に高いというそういう

指摘もあるのです。運動しない、いわゆる体が余り強靭化されていないということです。若

いときに鍛えていないといいますか。それで、対象人口的には減っていくのですけれども、

介護とかそういうことになる人口が減っていくかと言われると、ちょっとわからないという

専門家の間でもそういう議論がございます。 

歩いてつまずいて転ぶということが、今、若い子どもたちの皆さんに大分出ているという

そういう指摘もあります。大体歩いてつまずいて転ぶというのは年寄りということですけれ

ども、そうではない部分もある。これが一番要介護、介護適用になる確率の高い人たちだそ

うでありますので、どうか我々より 30 歳も若い皆さん方は、転ばないように足腰を鍛えてい

ただいて、将来その要因にならないように気をつけていただきたいと思います。 

人口規模的には減っていくのですけれども、対象者が広がる可能性もあるということで、

今のところ何とも申し上げられませんが、大体今の水準でいくと激減していくということは

数値の中では見えております。我々もそういうところをちょっと考えながら、市としての介

護施設の建設・運営は、これはやっていかない、民間に全部お願いしようということで今、

介護保険計画は進めているところであります。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  ２ 老人福祉施設について 

本当に親世代から言われるのは、「お前らは食い物が大分違う」と、「俺らが食ったものと

違うから早く死ぬぞ」とかと言われるのです。その分、医療が今度は高度になっていて、生

かす医療になっていくとなかなか我々も食い物が悪くても生きるのかなとも思うし、ちょっ

とよくあれですけれども。本当に今もまだ介護４、５の方が 170 人特養待機者がいるという

中で、我々の世代もいっぱいできてくるので結構不安に思う世代だと思うのです。本当に建

物として我々世代でこうかと、40 になれば介護保険も発生しますので、支えていく今までは

８人が１人とかだったのが、今度は大分騎馬戦型になったり肩車型になると言われている中

では非常に不安に思う。やはりこれは今の政治が 20 年後もかかわってくると思いますので、

しっかりその方向性を見出して、今後の介護・福祉というものを考えていかなければならな

いと思いますけれども、今から市長、答弁がありましたらいただきたいと思います。 
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○議   長  市長。 

○市   長  ２ 老人福祉施設について 

議員のおっしゃることも含めて、第６期の介護保険計画が平成 27 年からまた始まるわけで

ありますので、平成 26 年、来年がそれを作成する期間になるわけです。今から進んではいま

すけれども、そういうこともきちんと念頭に置きながら、どういう介護施設の整備を進めて

いけばいいのか。在宅介護ということが理想だと言われていますけれども、本当にそれでや

れるのか、これはまた大きな疑問が出てくるわけであります。総合的にやはりしんしゃくし

ながら、我々の世代が終わったらそれでいいやということだけは考えないように、きちんと

将来的にも見通しを立てられる部分は立てて、施設整備をする部分と、そして一番はやはり

そういう介護対象にならないような体づくり、健康づくりを重点的に進めていくということ

だと思っております。再度申し上げますが、若い皆さん方はそうならないように今から体を

鍛えていただきたいと思っております。 

○議   長  ５番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  ２ 老人福祉施設について 

本当に今も市長おっしゃったように在宅ですよね、我々が子どものころって、ひいじいち

ゃんがいても家で見ていたということが主だったのですけれども、大分そういう流れも変わ

ってきているのもわかります。今、在宅の方で４を見ている方のすごく大変な現状もわかっ

ているつもりですので、そういうことをしっかり今後やっていきたいと思います。我々世代

も予防に頑張っていきますのでよろしくお願いします。一般質問を終わります。 

○議   長  質問順位 12 番、議席番号 15 番・樋口和人君。 

○樋口和人君  それでは通告に従って一般質問を行ないますが、あまりにもはっきりした

方々でちょっと張り合いがないですが、頑張っていきたいと思います。 

合併 10 周年の記念事業について 

今回は１項目でありますけれども、合併 10 周年の記念事業についてということで伺いたい

と思います。来年度はいろいろお話がありますけれども、合併 10 周年、市政施行 10 周年と

いうことになるわけであります。先日の補正予算の審議の折に、市長から合併 10 周年の 初

の事業といいますか、皮切りとして南魚沼市の雪まつりからこれを祝うためにさまざまな行

事を行なっていくのだというような旨の発言がありました。これは本当に大変よいことだと

思っております。また、必要なことだと考えております。 

この 10 年間でさまざまな行政課題に取り組んで、その中で市民の融和、その醸成を進めな

がら、そしてたび重なる大震災ですとか豪雨災害、こういったことを市民みんなで乗り越え

てきました。また、５年前にはＮＨＫの大河ドラマ「天地人」ということで、こういったこ

とでも観光客を多く集めてきたということであります。合併 10 周年ということで、この節目

で市民こぞって合併を祝い、また今後の南魚沼市のあり方ですとか進むべき方向、こういっ

たことを考える大変よい機会にもなると考えています。 

 そこで、具体的にどのような事業を考えているのか、市長の考えを伺うものであります。
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壇上からは以上であります。 

○議   長  樋口和人君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  樋口議員の質問にお答え申し上げます。 

合併 10 周年の記念事業について 

10 周年の記念事業でございますけれども、今、議員おっしゃっていただいたように、まさ

に節目の年でありますので、記念すべき年を市民の皆様とともにお祝いをして、市全体の一

体感のさらなる醸成と 20 周年へ向けての第一歩を踏み出す、そして新たな時代へ飛躍する南

魚沼市を市内外に強くアピールしたい、こういう思いで記念事業に取り組ませていただきた

いと思っております。 

 今、おっしゃっていただきました来年２月の雪まつり、これをグレードアップして実施す

るほかに、来年の 10 月５日を 10 周年記念の式典として計画をしております。日曜日であり

ます。その際、明治大学とのある意味こういう交流が進んでおりますので、明治大学の皆さ

んにお願いをして明大のマンドリンクラブの皆さん方からマンドリンの演奏をしていただこ

うということで、これも決定をしておるところであります。 

 それから、初日にちょっと申し上げましたけれども、８月 23 日東京６大学野球のオールス

ター戦、これも当然ですけれども記念事業の一環であります。これらが今、決定をしている

内容でありまして、その他は何もまだ決まっておりませんので、現在、庁内各部局で企画提

案を募っている、あるいは考えているというところであります。今後のまちづくりについて

のメッセージ性がある事業、特に内容や実施主体を限定しません。新規事業のほかに既存事

業の記念事業としての拡充も考えていただきたい。雪まつりなどはその部分であります。一

日限りということもありますが、でき得れば一定期間を通じて行なっていただければありが

たい。 

それから実施体制も市の直営これもございますし、実行委員会の補助金こういうことも財

政的な支援もしていかなければならないと思っております。ただ、既存の財源の振りかえだ

とか単なる補助率の拡大など、これはやはり除外していかなければならない。そういう中で

雪まつりの部分では、雪のステージの拡大とか復元、復活とかということは、それは記念事

業とは全く違うということで除外をさせていただいたところであります。 

 予算につきましては、原則として平成 26 年当初予算に計上を予定しておりまして、ただ、

開催時期や準備期間によっては平成 25 年度中の補正予算での対応、これは雪まつりはそうな

りましたけれども、ということであります。 

一過性のお祭り騒ぎということにできればならないように願っているわけでありますし、

そうしないと思っておりますけれども、実施の決定に当たりまして、お金はかけたが今回限

りで効果がなかったと言われないようなものをなるべくやっていきたいと思っております。

ただ、お祭り部分もありますので、やはり一過性というのは出てくるわけです。大河ドラマ

もそうでありますけれどもほぼ一過性という、でもあれはちゃんと名前も地名も、それから

市民の皆さんにまさに「義と愛の精神」これを改めて植えつけたわけでありますから、単な
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る一過性ということではありませんけれども、そういうことも含めて丸々一過性であったと

いうことにはならないように努めていかなければならないと思っております。 

やはり住んでいる地域に愛着がわく事業であったとか、市民が参加しやすかったとか、こ

れを契機に継続的効果があるぞというような部分、これらを見出しながら優先的に実施した

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思っております。議員の皆様方か

らも大いに発案、提案をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

以上であります。 

○議   長  15 番・樋口和人君。 

○樋口和人君  合併 10 周年の記念事業について 

それぞれお答えをいただきまして、全くそのとおりだなと思っています。そこで今ほどお

話がありましたがどうも聞いていますと、もちろん市役所としていろいろ考えていく部分と、

民間の皆さん、今それぞれやっている方々から提案があったところについて、市として予算

づけというようなことをしていくという、二通りの進め方かなとはイメージで聞いていたわ

けです。１点は今の市長の考え方をやはり記念事業についてこういう考え方で、現状のイベ

ントですとか新しい考え方についてもそういうことを取り上げていくのだよと、そのことを

やはり市民の皆さんにぜひわかるように早めに告知をしていただいて、10 周年記念の事業あ

るいは平成 26 年度ですよね、その記念事業にあわせて、皆さんがそれに向けていろいろなこ

とを考えていける時間というのをぜひつくっていただきたいと思っています。 

これについては、きのうあたりですか、今、市のほうでフェイスブックにページといいま

すかを持っていて、その中では、これはどこの所管か、主体はちょっとよくわかりませんけ

れども、南魚沼コシヒカリＲＵＮｉｎ石打でしょうかね、そちらのほうへ参加者ですとかあ

るいはボランティアの募集ということが出ていました。私はやはりそういった媒体を使うの

は非常にいいことだと思っていますので、ぜひ、そういった今の市長のお考えを告知してい

ただいて、広く市民の方々から今、言ったようにいろいろな提案を吸い上げていく、あるい

はこういうものをやってくださいというのをまた吸い上げていくのもいいと思っています。 

 そしてもう１つが先ほど明治大学のマンドリンクラブということでありましたけれども、

この辺は本来、温泉旅館組合ですとか観光協会ということでしょうけれども、いろいろ聞い

てみますと市内の旅館、いろいろなところにいろいろな形で大学ですとか高校の吹奏楽とか

音楽をやっている皆さんが合宿で来ていらっしゃる。そういった方たちを集めての音楽会み

たいなことも、あるいは市内の高校の吹奏楽をやっていらっしゃる方と一緒にやるとか、そ

ういったことでやはり市内の合併という気持ちと、先ほど市長言いました内外に知らせる、

両方に伝えていくということも非常に有用なことだと思います。その辺、今私の言ったよう

なこと、いわゆる早く告知をする、あるいは市民の皆さんからなるべく多くの提案を吸い上

げる、そしてまた今こちら南魚沼市を既に利用しているといいますか、観光ですとか合宿と

かで利用している方々と一緒になってやはり記念事業を進めていくと、この考え方について

ちょっと市長の見解を伺います。 
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○議   長  樋口和人君の再質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  合併 10 周年の記念事業について 

市民の皆さん方への告知的な部分は、今私が例えば老人クラブだとかゲートボールだとか

あるいはグラウンドゴルフとかという大会に出た際にはお話してありますが、一般的にまだ

市民の皆さんに全部ということではございません。そこで、今おっしゃっていただいたフェ

イスブック、これはもういつでも載せられますのでなるべく早く掲載するようにしますし、

広報誌でという部分がありますので、私の一言日記か何かがまだちゃんと枠は空いています

のでそこへでも書かせてもらって、まだほかに枠があればちょっと大々的な宣伝もしてもら

いたいわけです。今、議員おっしゃったようなことは重要なことでありますので、大いに市

民の皆さん方からいろいろの提案を寄せていただきたい。 

それから合宿については、ひょんなことで明大のマンドリンクラブが、我が市内の温泉旅

館に合宿を１週間もしていたのだそうです。それも伺いましたし、そういうことの中で他に

も高校あるいは大学の吹奏楽部的な皆さん方も相当大勢いらしていますので、そういう皆さ

んとうまい協働の部分ができればこれもありがたいことです。どういう方法を使えばいいの

かちょっとわかりませんが、また議員からもご提案いただいて、そういうことができればそ

れもすばらしいことだと、市の将来につながるわけであります。 

また、市内も六日町高校を先頭として吹奏楽部、非常に中学校も一生懸命でありますし、

他の高校もあるのでしょう、そういうことの中では市内のそういう皆さんとのコラボレーシ

ョンも十分考えられますので、さっきも言いましたようにあらゆる方法を駆使して、そして

とにかく 10 周年記念事業が大いに盛り上がって、そして将来への道すがらになったというこ

とがきちんと皆さんから実感してもらえるような形にしていきたいと思っております。 

予算につきましては、どういう事業をやるやらないは別にして、当初である程度の額をお

願い申し上げますので、それが尽きるというほどのことになるか否かちょっとわかりません

が、そうであればそれは補正で対応しなければなりませんけれども、予算の編成時期に間に

合わないということではないような募集といいますか、そういう形にさせていただきたいと

思っておりますので、この点もよろしくご理解いただきたいと思っております。 

○議   長  15 番・樋口和人君。 

○樋口和人君  合併 10 周年の記念事業について 

そういうことでお願いします。また、先ほど私がなるべく早くというのは、もちろん予算

もそうでしょうけれども、そこでつく、つかないによって、その方たちがやる、やらない、

あるいは企画ということがあるので、それで早くというお話をさせていただいたところです。 

先ほどちょっと忘れましたけれども、市内の旅館のほうへも大学の「ラクロス」というの

ですか女子の何か網にボール入れてこう投げてやるラクロス部というのが、大学で３つか４

つ、もうちょっとのチームが結構来ていまして、夏場ここへ来ると違う大学との対抗試合が

できるというような状況になっているようです。余談ですが何年か前、南魚沼市が若い 20代

の女の子にもう１回来てみたい温泉というアンケートであったことがありますが、どうもラ
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クロスの女子大学生の皆さんが書いてくれたというような気もします。そんなことで、例え

ばそこへ南魚沼市杯という冠をつけた大会も今後していくということも、これから記念でや

ってその後ずっと何年も続けていく。またそういったラクロスのメッカになっていくと、そ

れの１つの起爆剤になるということもありがたいなと思っております。またあと、今、南魚

沼市「きりざい丼」ということで、若い人たちから非常に頑張っていただいています。そう

いったものもまたこれから進めていく新しいことと、それから先ほどから人口の増える、あ

るいはということもありましたが、この地域で今頑張っている若い方たち、この人たちにや

はり目を向けていっていただくということで、ぜひお願いをしたいと思います。 

そして先ほど誰かのお話の中で「観光戦略」と市長の言葉の中に出てきておりますが、や

はりきちんとその辺を見据えた中で立てていくということですし、私の思いとすれば５年前

の「天地人」というのがあって、そのときから私は愛の前立ての名刺をいまだに使っている

わけですけれども、そんな中で「まだお前さんそれか」という言われ方をするのですが、や

はり私はまだまだそこへこだわるべきだろう、南魚沼市として「義と愛」ということは常に

こだわっていく、そういった観点でもまたそれぞれの提案を見ていくということも大切だろ

うと思っています。 

そんなことで今言ったように来年は北陸新幹線、そちらのほうの 2014 年問題というのが 

ありましたけれども、そんなことにもなりますし、合併をしたその５年後には「天地人」

というのがあった。ここでそれから５年たって南魚沼市をまた全国にきちんとした形で印象

づけていくという大切な年になってくると思いますし、先ほど市長おっしゃいました 20 周年

に向けての大切な一歩ということですので、その辺をまた踏まえた中で、ぜひ私ども市民こ

ぞってこれに向かっていくということでいければと思っています。また、予算につきまして

は必ず賛成をさせていただきますので、できれば補正まで組まなければならないぐらいの勢

いで、また皆さん方からいろいろな提案がくることを望んで質問を終わりたいと思います。

その辺について市長の決意を、もう１回お聞かせ願えればありがたいと思います。 

○議   長  樋口和人君の再々質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  合併 10 周年の記念事業について 

議員おっしゃるとおりでありますので、相当のやはり私も覚悟――覚悟というと悪いほう

ですけれども決意を持って、ここで大きくやはり飛躍するまた足場固め。今までは市の基礎

固めということでありました。今度は飛躍をする足場にまたしていきたい。いいことにやは

り 2020 年の東京オリンピック等がありまして、これは相当ある意味では日本全体に大きな影

響を及ぼすわけでありますから、そういうことを見据えながらの事業展開これらも含めてや

っていきたいと思っております。 

改めて皆様方にもお願い申し上げておきますが、樋口議員はもう賛成しますと言ってもら

いましたが、選挙がございますので、皆さん方で出馬なされる方は全員当選していただいて、

こぞって賛成いただければ大変ありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位 13 番、議席番号１番・笛木 晶君。 



 - 45 -

○笛木 晶君  眠たい時間になりましたけれども、通告に従いまして簡単に質問させてい

ただきます。 

自殺対策条例制定について 

きょうはＷＨＯの世界自殺予防デーということで、たまたま９月 10 日が世界自殺予防デー

だということであります。国では９月 10 日から１週間を自殺予防週間として設定し、国、地

方公共団体が連携して幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進しているところでござ

います。 

 県においても自殺者数は減少傾向にあるものの、全国ワーストの上位で推移しているとこ

ろでございます。これらのことから、県では自殺予防週間を１か月間拡大し、９月を自殺対

策推進月間として自殺対策事業を集中的に実施しているところでございます。 

直接市民に接する自治体である市が、市民ともに働きかけ相談や連携体制を定めることは

必要ではないかと考えますが、市長の条例制定の考えがあるかをお伺いするものでございま

す。以上、簡単ですがご質問をさせていただきます。 

○議   長  笛木 晶君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  笛木議員のご質問にお答え申し上げます。 

自殺対策条例制定について 

条例制定ということでありますが、その前に現状と市で取り組んでいる状況等をちょっと

申し上げます。南魚沼市の自殺率、これは人口 10 万人当たりの自殺者数でありますけれども、

これは国・県平均よりやはり高い。市の平成 17 年から平成 24 年までの間の自殺者数は 173

人でありまして、年間平均 22 人、これをずっと計算してみますと２週間に１人がみずから命

を絶っているということになるわけであります。 

平成 24 年度は全国の傾向と同様に減少はいたしましたものの、平成 24 年が 15 人、平成

23 年は 24 人でありましたので、平成 22 年が 23 人、平成 24 年はこういうふうに減ったと。

しかし、ことしは現時点で既に昨年の死者数に届こうとしております。経年的に波がありま

すけれども、１年ごとの増減で短絡的に評価することはできないと思っております。 

年齢的な傾向といたしますと、男性では 50 歳代の働き盛りから高齢者までがやはり多くな

っております。女性は年齢とともに多くなってきているという傾向であります。この中でこ

とし特に注目される部分は、20 歳代の自殺者が確か４名だったと思いますけれども、もう既

に出ているということで非常に憂慮する深刻な事態だということであります。 

生活習慣病との健康課題これはある程度原因が究明されまして、その原因に対する予防策

を講じることで解決はできますけれども、自殺という問題に関しましてはさまざまな要因が

複雑に絡み合っておりますので、なかなかこれを解決すればという明確な部分が見当たらな

い。自殺者数を減らす目的で効果が確認された介入方法というのはほとんどないと言われて

おります。 

 取り組みでありますけれども、市では平成 20 年度から新潟県の補助事業を活用いたしまし

て、自殺の原因となる精神科疾患、特にうつ病これに対します理解や対応について知っても
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らうために関係団体と連携しながら、12 地区で専門医の講和やさまざまな分野の方々の講演

会、あるいはＦＭゆきぐにを利用した啓発、相談窓口の周知これを図ってきましたけれども、

まだまだごく浸透しているとは捉えておりません。 

 自殺予防におきます介入の目的、これは精神保健の改善にあるわけであります。つまり日々

の相談業務の中で育児の問題、介護、経済的な問題、体の病気の問題、対人間関係いろいろ

ありまして、相談関係者が誠実にこれらにかかわって、精神保健上の問題を改善していくこ

とが結果として自殺予防につながるということだと思っております。幸いなことに大和病院

長の宮永先生は精神科の大家でありまして、非常にこの面については心強い存在であります。 

 今後の取り組み方針ということの中で、本来自殺対策、これは個人の問題でなくて追い込

まれた末の死ということの観点からは、行政、事業所が連携することはもちろんであります

けれども、市民全体の方々がこのことに認識をしていただきたい。環境あるいは要因こうい

うことを認識していただきたいし、そういうことを認識していただく機会を我々が設けてい

かなければならないことだと思っております。今後とも自殺の主要な原因といわれておりま

す「うつ」への対応を進めるとともに、さまざまな観点からの研究を進めて、地域における

自殺についての知識・普及をさらに深めたいと思っております。 

 条例制定は、これは問題が問題でありまして、まさにここに罰則規定を設けるわけにはい

かないわけであります。そうなりますとある意味、規範的な部分ということになりましょう

か。掛け声を出すという程度のものに陥ってしまう可能性があって、条例は制定はしてみた

けれども何の効果もない、改善もないということにもなりかねませんので、今すぐ条例を制

定するとういことは申し上げられません。けれども、これは既に制定した市もあるようであ

りますので、それらの状況をきちんと把握しながら、こういう部分では例えば効果があった

とか、こういう部分ではちょっと条例制定はそぐわなかったとかいろいろあろうと思います。

それらをちょっと研究させていただいて、その後、方向性を定めたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。以上であります。 

○議   長  １番・笛木 晶君。 

○笛木 晶君  自殺対策条例制定について 

自殺というのは非常に今、市長から答弁してもらったように、いろいろな要因と、私もそ

ういうふうには考えています。考えていますが、何が特効策だかということも見えないわけ

ですけれども、一応これだけ県も１か月間、テレビ、新聞等を使って今盛んに宣伝広報をし

ています。そういう中で市も若干金はかかりますが、横断幕でも庁舎のところに自殺予防週

間だとか月間だとかという、そういう人々に啓発するようなスローガン的な看板とか、旗み

たいなものを立てるような施策は考えていないかお伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  保健課長に答弁させます。 

○議   長  保健課長。 

○保健課長  自殺対策条例制定について 
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お答えいたします。具体的に横断幕、懸垂幕等は今のところは考えておりませんが、ただ、

従来市ではＦＭゆきぐにを通じて、先ほど市長の答弁にもありましたけれども、そういった

自殺を予防するためのスポット放送ですとか、あとは関係者、住職の方にお願いして法話を

するとか、そういったことでのＰＲは行なっております。横断幕等につきましては、また今

後検討させていただきたいと思います。以上です。 

○議   長  質問順位 14 番、議席番号 12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

１ 教育現場における取り組みについて 

初に大きな項目の１点目でございますけれども、教育現場における取り組みについてお

伺いいたします。   

初にがん教育強化の取り組みについてであります。国民の２人に１人が罹患して、今や

日本 大の国民病と言われているがんでございますけれども、そのがんとどれだけ多くの

方々が戦っておられるかということです。また、家族の多いことかということであります。

自分が小学生であれ、中学生であれ、がんが家族を襲ってきております。私は現実を生きる

大切さ、生き抜く力をどう子どもたちに教えるか。がん教育の大切さを心の底から感じてお

ります。 

東京大学医学部附属病院の中川恵一准教授が言っておりました。特別授業をしたそうでご

ざいますけれども、そこの中で日本人の何人に１人ががんになるのであろうかと、京都の中

学２年生 62 名の人に問いかけたそうであります。そうしましたところ 100 人であるとか、４

人などという回答が、大体そういう生徒が多かったそうでございまして、先進国の中でがん

が増えているのは日本だけだそうでございます。でも、がんは予防できるというふうに 後

は言葉をつないだそうでございます。 

小中学校のときから教育が重要であることは言うまでもないわけでありまして、現在も学

校では健康の保持・疾病予防の観点から、私は前にもお聞きしましたけれども、がんの予防

を含めた健康教育に取り組んでいるという報告も受けております。しかし、子どもたちが病

気をどこまで実際に理解しているのだろうか。がんという病気への向き合い方や、がん患者

に対する理解を深める教育が必要であると私は感じております。現在のがん教育の実態と方

向性というものをまずお聞かせいただきたいと思っております。 

 ２点目でありますけれども、アレルギー対策の取り組みについてであります。どういうわ

けか近年アレルギーの人が増えてきております。私も昔、杉鉄砲で遊んだにもかかわらず数

年前から花粉症にかかりました。聞くところによりますと国民の４割以上がアレルギー性鼻

炎に、またアトピー性皮膚炎は１割以上になっているとも聞いております。まさに先ほどで

はないですけれども、国民の２人に１人は何らかのアレルギー疾患に悩まされている計算に

なるわけであります。その中で私が調べた調査では、文科省の公立学校の児童生徒を調査し

たところ、食物アレルギーのある人は 2.6％であった。食物アレルギーなどに伴う急性症状

のよく言われるアナフィラキシーショックというこれを起こしたことのある人は、児童も何
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と 0.14％と聞いております。多分今はもっと増えているのではないかと思います。 

食物アレルギーを持つ子どもも増加傾向にあるわけでありまして、特に私の孫も感じるわ

けですけれども、３歳児の食物アレルギーは 14.4％にも上がっております。10 年前と比べて

倍増しております。そういう中、私事で恐縮ですけれども仕事柄団体さんなどが来られます

と、必ず当たり前のことでありますけれども、この部分についてはお聞きするようにしてお

ります。 

昨年の 12 月だったでしょうか、東京都調布市で発生した食物アレルギーのある児童の死亡

事故は記憶に新しいかと思います。各学校では給食アレルギーの事故とか再発防止の取り組

みを強化していると思いますが、にもかかわらず発生しております。何が原因なのか。当市

の実態をお聞かせいただきたいと思っております。 

 私は市の小中学校などの児童・生徒等が病気やけが、またアレルギー症状で救急搬送され

た際に、学校と消防署が迅速に連携できる、要するにお年寄りにやっておりますけれども、

子ども版の緊急、病気などを記入した「子ども安心カード」というものを活用すべきではな

いか。緊急を要するわけでありまして、そういうものを提言しますけれども、お考えを伺い

たいと思っております。 

 ３番目に防災教育の実施についてでありますけれども、これは言うまでもなく東日本大震

災を契機として防災教育に注目が集まっておるわけであります。私の地元でも中学校でも被

災地に行ったり、また豪雨災害のときにはボランティア活動を親子で実施したりして多くの

賛同をいただいています。 

でも、これは市内全体では意識の温度差があるように私は感じているわけであります。決

して全ての学校で実施しているとは言い切れないと感じております。被災地への被害状況や

教訓を学ぶだけではなくて、これからはやはりボランティア活動や地元住民との交流などを

行なうようなこと、また自分にできることは何かということ、そういう観点も私は教育とし

て進めるべきではないかと感じるわけであります。市内の実態等をお伺いするものでありま

す。以上、壇上からの１項目目の質問とさせていただきます。 

○議   長  中沢一博君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  １ 教育現場における取り組みについて 

中沢議員のご質問に対しましては教育問題と捉えておりますので、教育長に答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  １ 教育現場における取り組みについて 

中沢議員の一般質問にお答えします。教育現場におけるがん教育、アレルギー対策、防災

教育についてお答えします。 

まず、１点目です。がん教育の強化取り組みについてご説明します。児童・生徒における

健康教育は非常に重要と考えております。各学校では健康の保持・増進、病気の予防と安全

な生活など、病気等に対する総合的な教育指導の中にもがん教育は入っております。 
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現在、年間授業数として小学校では５年生、６年生が年間 12 から 15 時間を体育、特別活

動、総合学習の授業で行なっております。中学校では保健体育の時間に、１年生、２年生、

３年生とも 16 時間の授業を行なっております。特に罹患率が高くなっているがんにつきまし

ては、子どもたちの身近な方でも罹患されている可能性が高く、この病気に対する知識は子

どもたち多少あるのではないかと考えております。 

中学校におきましては、がんの一番の要因でありますタバコについて、医師による講演会

を平成 21 年度より保健課と連携して実施しております。タバコ、がんの恐ろしさ等の教育を

学校に出向いて実施しております。医師による講演会の実施校ですが、平成 21 年度には五十

沢中学校、平成 22 年度では大巻、城内、六日町の３中学校、平成 23 年度には大和中、塩沢

中の２校、平成 24 年度には大巻中、そして今年度には城内中、六日町中と６校とも１回から

２回実施しております。ことしの秋には一部の小学校、特に大規模校である六日町小、北辰

小と行なう計画をドクター並びに保健課と今、日程調整が詰まったところでございます。 

今後、各学校医が恒常的にがん教育をやっていくような方向で検討してまいりたいと思っ

ています。現在、がん患者に対する今回の質問のような理解を深める教育までは、残念なが

ら実施していません。ご指摘のとおり必要と考えますから、今後学校、養護教員及び保健課

と協議してまいりまして、小学校では総合学習、中学校では保健体育の時間で実施すること

を前向きに検討してまいりたいと思っていま 

現在、国におきましては文科省の下村大臣が、命の大切さを教える教育の重要性を認め、

「がん教育のあり方に関する検討会」を早急に立ち上げる約束をしております。我々として

は教育現場、そのことによってがん教育がさらに普及してくると思いますから、その動向に

注視してまいりたいと思っています。 

２点目です。アレルギー対策の取り組みについてです。今年度、小中学校における食物ア

レルギー対象者は 65 名です。児童・生徒の約４％になっております。教育委員会では平成

21 年度に学校給食における食物アレルギー対応マニュアルを作成し対応しております。当市

の栄養師は県内でもこのことについて力を入れておりまして、県内他自治体に比して早い取

り組みであると自負しております。 

学校では個々の保健調査票により管理しております。アレルギー症状で緊急搬送の場合、

必要に応じて保健調査票のコピーにより個々の状況等を伝え、救急隊への速やかで適切な引

き渡しや対応を既に行なっています。 

ご指摘の「子ども安心カード」の導入、活用についてですが、現在、南魚沼市でやってお

ります保健調査票により対応できていることから、現在のところではカードの導入は考えて

おりませんが、必要に応じ今後検討してまいりたいと思っています。 

食物アレルギー対象者数の推移ですが、平成 21 年度には 53 人、平成 22 年度は 55 人、平

成 23 年度は 58 人、平成 24 年度は 57 人、そして今年度は 65 人と、若干ですがやはりご指摘

のように増えております。 

緊急搬送の状況についてですが、昨年は 14 名が緊急搬送されました。今年度は８月まで
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10 名が緊急搬送されました。ただ、食物アレルギーによっての搬送は１件のみとなっており

ます。対応がきちんとしているからであると思っております。学校へのかかわりについては、

食物アレルギーがあるかどうかということを、入学時に学校医から診断書をもらっておりま

して、トラブルがあったときは養護教員が学校医に適切な指示をもらいながら行動しており

ます。 

それでは３点目です。防災教育の実施についてお答えします。文科省では中央教育審議会

の答申の中で、防災教育を目指しております。災害に適切に対応する能力の基礎を培うとい

うことは、生きる力を育むということで、このことが密接に関係しているとし、総合的な学

習の時間、特別活動などの学校の教育活動全体を通じて、防災教育の展開が必要と国として

は考えております。これを受けて新潟県教育委員会は、教育の重点項目として新たに防災教

育の重要性を加え、全県の学校に次の３点について取り組みを指示しております。 

１点目です。危機回避の能力の育成、２点目、学校防災計画の見直しと改善、３点目、家

庭や地域と連携した防災体制の見直し、これを基礎にしながらさらに新潟県としては現在、

各市町村が対応しやすいように、現場ですぐ役立つ新潟県防災教育プログラムを策定中です。

南魚沼市では現在、教育計画を各学校とも作成し、防災教育を実施しておりますが、今ほど

の国と県のさらなる動きに注視しながら、今後進めてまいりたいと思っております。以上で

答弁終わります。 

○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 教育現場における取り組みについて 

教育長の答弁をいただいて質問はいいような感じぐらい、私が思っていたよりも実際進ん

でいることを実感しまして、安堵しております。本当に現場で頑張っていただいているのだ

なと実感しております。 

ちょっと確認をさせていただきたいと思うので若干お願いしたいと思いますけれども、私

はこれからという部分があって、保健体育の授業の中で進めていくという、カリキュラムが

いろいろ少ない中で進めていくわけですから、なかなか難しいと思うのですけれども、やは

り学校全体でこういうものを全部捉えていく。例えば災害等があったとき、ボランティアで

行ったとき、なかなか現実はまだまだそこまで認知されて――実際行程があるから一概には

言われないですけれども、なかなか進んでいるよというところまで、どのぐらい進んでいる

のかなということを感じております。例えば今回のいろいろあった災害、福祉協議会あたり

のボランティアのほうからあった場合、生徒としてどのくらい参加しておりますでしょうか。

もしされたらお願いしたいと思います。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  １ 教育現場における取り組みについて 

残念ながらその数値については、把握しておりません。今ほどの必要性について十分理解

しておりますから、今後、子どもたちがそういう動きをしていくように学校と協議してまい

りたいと思っております。 
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○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 教育現場における取り組みについて 

ちょっと前後して大変恐縮でございました。 後から行ってしまって大変済みません。そ

れでがん教育の件でございますけれども、大人側は、私も社会厚生委員会の中にいて、なか

なか検診の受診率が上がらないといつも出てきているわけです。私は逆に言えば子どもさん

から、今おっしゃったように教育というものを小さい頃から受けて、当たり前だという、そ

ういうやはり教育をしていかなければいけない。逆に子どもたちから逆教育を受けるような

そういう観点でしていったほうが、先ほどの話で長いようだけれども、私は逆に言えばそれ

が近道ではないかなと感じていますが、その点いかがなものでしょうか。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  １ 教育現場における取り組みについて 

私もまさにそのように思っております。そして今の教育現場でのがん教育については、例

えばタバコのがんだとかという現状についての教育はしておりますが、今、国の下村大臣の

動きのように、命の大切さを教える教育という部分まではかかわっておりませんから、私は

やはり教育現場で、思いやり教育という切り口からこの部分が大切だと思っておりますし、

県、国の動きにあわせながら南魚沼市でもこの部分に取り組んでまいりたい。そういう意味

では中沢議員の言われるところと一致しているのではないかと思っております。 

○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 教育現場における取り組みについて 

ありがとうございます。先ほど前者の同僚議員からの質問にもあったように、我が市は自

殺者がすごく多いです。本当に命の大切さというものを、やはり私は小さいころから本当に

学んでいかなければいけないとうふうに実感しております。ぜひ、質の高い授業を期待した

いと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

 次のアレルギー対策の件で私が勉強不足で大変恐縮でございますけれども、例えば調布市

のように、一般的に自己注射のエピペンですか、それが結局遅かったためにそういうふうに

なってしまったと報告を私は聞いているのです。実際、当市にはそういう事例がまだないか

と思うのですけれども、例えば担任だったらわかるし、養護教諭だったら大体わかると思う

のです。ただ、それが絶えずそばにいるとは限らないわけでありますので、そういうときに

例えばいろいろな教員の先生方は、全部教育は受けているでしょうか。いつでもできる体制

になっているのでしょうか。ちょっと確認をお願いしたいと思います。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  そのような体制になっております。  

○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 教育現場における取り組みについて 

ありがとうございます。本当に心強い発言がございましたので、ぜひ、子どもの安全を守

るように頑張っていただきたいと思います。 
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２ 六日町バイパス・浦佐バイパスの今後の方向性について 

 次に大項目の２番目の部分で、市長にお伺いさせていただきたいと思います。六日町バイ

パスと浦佐バイパスの事業の今後の方向性についてでございますけれども、六日町バイパス

は申すまでもなく昭和 49 年に計画、調査が開始されたと聞いております。そして事業化は平

成６年と聞いています。総延長が 5.1 キロ、総事業費が 302 億円であります。今まで実際に

実施した事業費というのは 168 億円で、進捗率は 56％と報告を受けております。 

 また一方で、浦佐バイパスは昭和 63 年に事業化されまして、全体の事業予算は総延長 2.2

キロで 210 億円、事業費は今まで 128 億円で進捗率が 61％と聞いております。今、私が申す

までもなく、これは全議員が思っていることだと思います。計画路線になっている中で、今

病院事業等が進んでいるわけであります。救急救命道路としての役割は大きくなってきてい

る。その中で先日の豪雨災害等が起こったときにこういう状況になっているのを見たときに、

進捗率が民主党のときは全然だめでしたけれども、やっと今出始めてきました。 

行政が必死になって、国また北陸地方整備局等に言っていられるかと思いますけれども、

井口市長もよく、私の任期に、これからあれですけれども、やり残したのは六日町バイパス

だという表現もよく聞いております。私は月日がたってきたときに、本当に完成するのだろ

うかという不安感も出てきているのも事実であります。計画に関する確認でありますけれど

も、市長にもう一度この点、当初の計画どおり進もうとしているのかどうかということと、

今後の方向性を、なかなか相手があることでございますけれども、知る範囲の中でお聞かせ

いただければと思っております。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 六日町バイパス・浦佐バイパスの今後の方向性について 

両バイパスにつきまして今、議員からそれぞれおっしゃっていただきまして、事業費等、

進捗率等はそのとおりであります。今後の方向性といいますか展開でありますけれども、六

日町バイパスにつきましては、平成 27 年度の我々の新市立六日町病院の開院に向けまして、

小栗山地内を約 700 メートルでありますが、病院までの市道の取りつけ部分を今現在の県道

平石西ノ裏線から病院前の市道までであります。これの事業暫定共用を目指して進めており

ます。 

この後、まずはそこまで結んだ後に、今現在はちょっと補正部分で対応しておりますけれ

ども、国道 253 号と六校通りといいますかあの道路の間がまだ残っているわけです。その一

部にまだ用地を買収していない部分がありまして、国道 253 号寄りのほうですけれどもここ

の用地買収を進めて、高規格道路とのあそこがジャンクションになりますし、そこを病院の

ところが終わった後はそちらのほうをまず実施していこうと。 

それから続きまして起点側、塩沢の竹俣側であります。これから杉の島線の先ほど触れま

した市道の部分ですけれども、そこまでの工事を進めていこうと。 後に国道 253 号から庄

之又側のほうの終点部分でありますけれども、ここを進めていこうということであります。 

問題といいますか、特にこれからまだ若干時間かかるわけですけれども、庄之又－国道 253
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号間がまだ用地測量もしていない状況でありますので、これらをやはり早く実施をしていた

だいて、地域の皆さん方が正式にこの土地が用地買収になるのだとか、ならないのだとかこ

のことを明示していかないと、もうそれこそ都市計画決定事業化は平成６年でありますから

もう 20 年もたっている。その前から議員さっきおっしゃったように話はずっと出ていたわけ

でありますので、もう 30 年もずっと待ちっぱなしで何でもないと。こういうことですから、

これらは何しろ１日も早く事業とは別とは言いませんけれども、あわせて丈量部分の明示ま

でぐらいまでは、早くやっていただきたいということはずっと申し上げているところであり

ます。 

 政権がかわりまして、しかも国土強靭化という部分が強く打ち出された中で、補正で５億

6,000 万円ついて、平成 25 年度分で１億 5,000 万円でしょうか。非常に金額的には一時に比

べて膨らんだわけであります。今度は平成 26 年以降重点的にということで、浦佐バイパスの

ほうがやはり先にならざるを得ない部分がありますので、浦佐バイパスを優先的に進める中

で、その後六日町バイパスにきちんと予算投入をしていこうという考え方のようであります。

我々は両方ともとにかく重点項目だからというお話を申し上げております。 

長岡の国道事務所長は非常に、前々からでありますけれども理解をしていただきまして、

とにかく要望としては強く受けとめているということをおっしゃっていただいています。平

成 26 年度予算がどうなりますか、平成 26 年度の補正も何か景気の腰折れを防ぐために考え

ているという情報も入ってきております。それらを注目しながら、与党関係の国会議員の先

生方には、これからまた改めて強く要望していこうと思っております。議員のほうからもま

た与党関係の国会議員の先生方によろしくお願い申し上げたいと思っております。 

浦佐バイパスは平成 26年度までに魚沼市の県道雷土新田浦佐線から国道 291 号までの 1.8

キロについての供用開始。平成 25 年度には今のとまっている部分から先ほど触れました雷土

新田浦佐線までを何とか供用開始しようということでやっているところであります。こちら

は割合と早く魚沼市側のほうには進んでまいりますが、問題といいますかちょうど予定に上

がっているわけでありますけれども、南魚沼市側、大和庁舎の脇を抜けて現国道 17 号線にす

りつける部分までは、まだ予算化ができているということではございませんので、はっきり

と何年にということがまだ明示をされておりません。 

魚沼市側につきましては、やはり 悪でも国道 291 号までは平成 27 年６月の基幹病院開院

時には間に合わせたいということで今工事を進めているところであります。これも六日町バ

イパスと同じでありまして、予算づけのいかんによって計画は大きく変わってくるわけであ

りますけれども、何とか予算獲得に努めながら、全線を一日も早く開通できますように努力

をしてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。いずれにしても途中

で、３年か５年に一度事業評価はありますけれども、もうＢバイＣやそういう部分について

は、まずこれが翻ることはないと確信をしておりますので、事業は継続をして進められると

いうことは、一応強く思っているところであります。 

○議   長  12 番・中沢一博君。 
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○中沢一博君  ２ 六日町バイパス・浦佐バイパスの今後の方向性について 

今、市長の話をお聞かせいただいて、一時は途中で縮小するのではないかという意見も、

いろいろこっちは発信していないわけですからそういう方もいましたけれども、今、市長か

らこれからの順番等をお聞かせいただいた中で、用地調査ですかやっていきたいという部分

がありましたので、ずっと長年多分待っていられるわけでございます。まずはあそこに入ら

ない限りは一歩進まないわけですので、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。 

 別に行政が悪いわけではないですけれども、今回、東京オリンピックを見ていてつくづく

感じたのは、やはり交渉というのは大事だなというか、別に交渉が悪いと言っているわけで

はないです。いろいろ裏方のああいう部分を見たときに、なるほど国に対してどこもみんな、

うちの道路つくってくれ、つくってくれと多分言ってきているかと思うのです。そういう中

で現場のほうでも必死になって優先順位を上げるという形で、多分一生懸命されているかと

思います。そういうことを戦略という部分ではないですけれども、よく一般的に費用対効果

などと言っていますけれども、費用対効果だけで求められる部分ではないと私は思っており

ます。ぜひ、頑張って進めていただきたいと思います。 

私なんて何もできませんけれども、ちょうどたまたまそういう面ではいいチャンスだと私

は思っております。国土交通大臣が我が党でありますので、そういう面では私は中越地震の

ときも一緒に行った部分があります。私等云々ではなくて、そういう面では今言ったように

全国会議員、また全地方議員が一丸となってやっていく部分だなと実感をしております。も

う一度市長このバイパスについて、本当に並々ならぬご決意があるかと思いますが、お聞か

せいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 六日町バイパス・浦佐バイパスの今後の方向性について 

一時はそれこそ事業存亡の危機に立たせられたわけでありますけれども、何とかそれを乗

り切ってようやくここまでこぎつけたということであります。１つの明るい材料は、今年度

だと思うのですが、長岡の大きな事業が確か完成するわけです。そうしますと長岡国道事務

所管内の予算が大体そう大きく増えるということではありませんけれども、配分の仕方が大

きく変わってまいりますので、これらも含めてそれらを六日町、浦佐バイパスのほうに投入

してもらう、そういう今戦略を描きながら国交省の事務方といいますか幹部と話をしている

ところであります。 

もちろん 終的にきちんと決定するという部分になりますと、国会議員の先生方の力も大

きなものでありますのでこれらも含めて、これで大臣がわかったと言ってくれればそれでも

いいのですけれども、なかなかそこまでは確か言わない部分であります。与党の皆さん方の

先生の力を借りながら、一日も早くとにかく完成させると、このことに心砕いてまいります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  ２ 六日町バイパス・浦佐バイパスの今後の方向性について 
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市長の力強いお言葉をいただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

３ 議会の“見える化”推進について 

後でございますけれども議会の「見える化」推進についてお伺いさせていただきたいと

思いますけれども、私はこれは平成 23 年の３月議会でも質問させていただきました。再度お

伺いするものであります。今、議会ではいろいろ、議会基本条例をつくってみたり、通年議

会ですかそういうふうにしてみたり、情報公開に一生懸命どこもやっているわけであります。

出前議会もやっていると、そういう部分も聞いております。このことに関しましては、我々

議員全体で今後考えていかなければいけない部分であります。議員の定数はどうするのか、

報酬はどうなのか、適正なのか。やはりこれは今、私たちはもう任期でございますので云々

ではなくて、本当に次の方たちに託したいと思っているわけです。 

その中で私は議会の内容をどう市民に伝えるかということで、インターネットの配信等を

お考えいただいて、見える化というものを一歩進めてはどうかと提言させていただきました。

その後、見る人の件数等が少ないという調査をした事例も出ていますけれども、今後の方向

性、今、ネット選挙解禁ですかそういう部分がいろいろ出ておる中で、当市の取り組み等、

市長の立場としての取り組みがございましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 議会の“見える化”推進について 

議会の「見える化」といいますか、議会活動を市民の皆さん方から十分ご認識をいただく

ということについては、大変重要なことでありまして、今、ラジオの一般質問関係の放送と

かあるいは議会広報、これらが主力になっているわけであります。インターネット配信につ

きまして、今、議員おっしゃったように平成 22 年でしたかの議会改革に関する要望書の中に

もございましたけれども、検討した経過があります。 

ラジオ放送とホームページで録音放送を聞くことができる形とさせていただいて、現在に

至っているわけでありまして、画像配信はそのときは実施を見送らせていただきました。導

入自治体のアクセス件数を調査させていただいた中で、費用対効果としてはちょっとまだ、

この年度では早かったということでありまして、見送りとさせていただいたところでありま

す。 

またなお、議会改革の要望ということではありましたけれども、議員の皆さんの中でもや

はりご意見が分かれていたと、そこまでやる必要はないとかそういうこともありましたので、

このたびは見送らせていただいたわけであります。 

今後これをどうするかということでありますけれども、何が一番有効で、ある意味費用対

効果も出て、そして市民の皆さん方に内容をきちんと知らせることができるか。これを十分

精査しながら、新たに議員の皆さん方が今度は誕生するわけでありますので、その中でまた

きちんとした議論をいただいて、どうしてもこの方向が必要だということであれば、それを

拒むものではないとうふうに今私は考えているところであります。 

ただ、画像配信は、関心が非常にある方は確か相当喜ぶといいますか効果があると思うの
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ですけれども、あまり関心を持っていない皆さんに、議会の内容を我々は知らせたいわけで

ありますので、そこにどういう効果が出てくるかというのがまだちょっと見極めができない

部分がございまして、もう少し検討を進めているというところであります。 

いずれにいたしましても、議会が市民の皆さん方から十分議論の内容も理解するかしない

かは別にして伝わって、議会の皆さん方も、私みたいなものでも議員になられているのだか

ら何てことを言われないようによろしくお願いします。きちんとした議会活動が正当に市民

の皆さんに評価される、そのことがやはり市の活性化あるいは市の向上にもつながっていく

わけでありますので、そういう形をとらせていただきたいと思っております。また、我々も

考えてまいりますので、皆さん方からもご提言等をいただければと思うところであります。 

○議   長  12 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  ３ 議会の“見える化”推進について 

当市においても、今、市長がおっしゃたように例えば音声がいつでも聞かれるようになり

ました。それはかなり私の範囲では環境がいいです。時間がたてばなくなりますけれども、

いつでも聞けるという部分があったり、例えば私たちが一般質問をしているとき、今までは

何年前のどこを検索したらいいかわからなかったけれども、今はすぐわかるようになってき

ました。そういう面ではすごく一歩一歩進んでいるかとは思います。 

今、市長が言ったように、例えばこんなことをここで言うのはどうかわかりませんけれど

も、私が感じるのは、私たちは 10 月に改選がございます。そのときに立候補云々というのは

個人の問題でありますけれども、冗談半分で市長が言ったようなそういう部分ではないです

が、議会にどれだけの方が本当に関心を持っているだろうか。立候補者数はこれからどうな

るかわかりません。ですけれども、やはり私たちからも発信していかなければいけないのだ

なということを本当に私は痛切に感じている一人であります。 

議会というのは行政の本当に執行しているところだぞということを、市民にもっとどんど

ん、聞く、聞かないは別として、今は夜インターネットを見ている方が結構多いです。若い

人たち。本来ならば若い人たちがどんどん手を挙げて、議員になりたいのだというぐらいの

人が出てこなければいけないわけです。でも、なかなか現実はそうではない。私たちにも責

任があると思います。そういうことを考えたときに、私は少しでもそういうインターネット

等で、緊迫感もますます帯びている中でそういう発信を、私はしていきたいと思います。再

度、市長にお伺いするものであります。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 議会の“見える化”推進について 

まさにそのとおりでありますから、いろいろの部分を検討させていただいて、今、議員が

おっしゃることを導入するか否かも含めて、新しい議会になった際に十分ご検討させていた

だきたいということでご理解いただきたいと思います。 

○議   長  休憩とします。休憩後の再開は３時 10 分といたします。 

〔午後２時 47 分〕 
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○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後３時 10 分〕 

○議   長  質問順位 15 番、議席番号３番・林 茂男君。 

○林 茂男君  歩む会の林 茂男です。発言を許されましたので一般質問をさせていただ

きます。４年前の第１回目のことを覚えておりますが、あのときは 25 分ぐらい１回目でしゃ

べりまして、しゃべれなくなったという恥ずかしい思いしましたが、あれから４年間で少し

だけでも成長した姿を見せられればと思っております。 

ふるさとの森林をどう守り、育むか 

きょうはふるさとの森林をどう守り、育むかというテーマで質問をさせていただきます。 

 私は 25 歳ぐらいから地元の小さい生産森林組合の役員をしてまいりました。その中で時折

やりきれない思いがしておりました。今もしております。生産とは名ばかりで、この数十年

杉材などは一向に売れませんでした。もう伐期をとうに迎えている木が非常にあるのにこの

状態でありました。 

それは杉材など国産材が売れないことに起因しております。全国的な問題で森林荒廃も引

き起こしています。搬出の賃金等にも見合わないで、間伐もほとんどが切り落としという状

態でした。林に投げ捨てておくという状態です。林業の担い手も育たない、この辺をどうす

ればいいのかと思ってまいりました。 

人が山に入らず緩衝帯もなくなり、社会問題になっています猿やけもの等の被害の大きな

理由になっていると思います。猿問題は言われて久しくさまざまな対処がされてきましたが、

解決には至っておりません。全国的な問題となっている山林の荒廃が大きな原因だと思いま

す。 

常態化したといわれているゲリラ豪雨などことしの夏の異常気象を国、気象庁も認めて、

今後はその事象が減ることはなく増えていくという見解が示されました。２年前の我々の市

を襲った豪雨災害でも山腹の災害、特に手つかずの杉林等の根元からの倒壊というのが非常

に目立ったところであります。森林の再生はふるさとの今や待ったなしの防衛問題といって

も過言ではないかと思います。ふるさとの森林をどう守り育むか、市長の見解を伺うところ

であります。 

１つ目、現在の森林行政に関する我が市の具体的な取り組みはいかがでしょうか。 

２つ目、南魚沼市長として今後、森林問題はどうあるべきだと考えておられるでしょうか。

また、新たな政策を考えておられるか伺います。 

３つ目、杉材を燃料とする火力発電所の構想が言われております。５月 30 日に県の振興局

の皆さん、また地元の行政、魚沼地域の林業関係者の皆さんが林野庁森林局長を招かれまし

て勉強会を開きました。この中で間伐材を燃料とする火力発電所、全国でもまだ数箇所程度

だということですが、を成功させております福島県の株式会社グリーン発電会津、総事業費

が 25 億円という説明でしたが、その先進事例の話をお聞きしました。売電を行なっているわ

けであります。本当にこのときだけは、普段は真面目でありませんが身を乗り出して聞き入
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りました。 

昨年７月に始まった国の代替エネルギー政策による電力の固定価格買取制度で、バイオマ

ス発電が対象になったことから、新潟県も発電の事業化の検討を開始して、本年度は調査費

300 万円を計上しております。県ではこれに先駆けて５月 22 日に初会合が開かれて、その後

の動きを受けての勉強会でありました。私も非常に魅力的に思ったのは、山の再生が同時に

可能であるという点でした。売れる――これまで売れなかったわけです。売れることによる

山側への利益還元ができること。もう１つはなかなか進まなかった森林経営計画等の策定に

も、一般森林所有者の理解が得やすくなるという点があげられると思います。何といっても

山の整備費用が生まれて森林や育成が活性化する好循環、また雇用も期待できるという点が

あるかと思います。 

森林関係者にお聞きしたところ、魚沼産杉材の現状はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあるそうですが、

Ａ材といわれる建材に使われるものが 20％、Ｂ材という合板などが 40％、残り 40％はＣ、

Ｄ材ということでペーパーとか製紙用、またチップ材ににしかならないということです。Ｃ、

Ｄ材は実のところ処分してもらうというような扱いだそうであります。これまではただ同然

だそうであります。 

しかし昨年、会津の発電所ができた後は、この魚沼材を運送つきで、向こうがトラックを

持ってきて買いつけに来ています。発電所の燃料となっているからであります。我が南魚沼

市、津南町も魚沼市もこれに相当量出しているということです。現場を何回か見に行かせて

もらいました。大型トラックで土場――平らなところという意味です――の引き取りで、ト

ン当たりで 4,500 円。ペレット材までのこれまでの常識では、運賃をこちら持ちでトン 2,000

円だったといいます。全く違っているのだということであります。 

仮に私たちの近郊にこれらの発電所ができた場合に、6,000 円から 7,000 円の売り値を実

現できるのではないかと森林関係者の方はおっしゃっておりました。地元産材が活性化する

可能性が大きい。そして、そのことによって今、魚沼地域の６つの大きな森林組合は、歓迎

の方向だ、ただ、非常に難しいのだとは言っておりました。 

事例発表された会津の関係者は、まず資源量の把握をすること、そして事業展開の核とな

る事業者をきちんとつくることと示唆しました。会津と同規模の発電に必要な燃料は年間８

万トンだそうでありますが、新潟県内の資源量では県内に３か所が限度だと言われておりま

した、そのぐらいの量しかないと。年間発電量は旧六日町の市街地約１万世帯に相当する。

既に県北の関川村では、この半分規模の大きさで発電所の建設に動いているということが言

われておりました。 

私は魚沼で検討が始まって、かつ我が市に建設されることを大いに期待したいと思います。

エコ時代にふさわしく地域環境のイメージ向上にも当然つながると思います。また、そこで

発生する熱も、もしかすれば温水化という形で冬季消雪水の利用などの展望も開けるかもし

れません。行政は今も進めておりますが、森林作業道の――林道ではない作業道の整備、そ

して民有林の保育事業の補助金制度、それらの拡充などを促進することによって支援するこ
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とも可能となるかと思います。とにかく手つかずの状態にある多くの個人所有林にも手が入

っていく機運が高まるという点があるのではないかと思います。 

森林の健全性は先ほど申し上げた猿被害の抜本的な解消、そして河川環境の水質改善にも

当然つながっていく。また、里山再生の道が開ける、林業の担い手、その業種の継続もそう

だと思います。現在、41 名の森林組合の技術員の方がいるそうですが、冬季はほとんどが解

雇になっている状態であります。これらの方々の少なくても半分以上の雇用の拡大というこ

とにもなり得ることではないかと思います。自分の議会報でこのことをちょっと書いたので

すが、いつになく非常に反響がありました。その話は進んでいるのかという話ですが、まだ

全く進んでいませんと答えています。 

しかし、これからの将来の話で、この話を逃して展望があり得るのかなという話も皆さん

とさせてもらっています。期待もしているところは多いと思います。非常に魅力的で将来性

に富んでいて今日的課題だと思っていますが、この問題が今、一応俎上に上っている、話と

しては出始めている、県も取り組もうとはしている。この点で南魚沼市が後塵を拝すること

は許されないと思いますが、市はどのように関与するのか、市長の見解をお聞きしたいと思

います。以上、壇上から終わります。 

○議   長  林 茂男君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  林議員の質問にお答え申し上げます。 

ふるさとの森林をどう守り、育むか 

森林の整備等につきましては、これはもう議員のおっしゃるとおり、市にとってもあるい

は日本全体にとっても大変大きな課題でありますし、このことが進まなければ大変なまた状

況になっていくということは十分認識をしているところであります。 

その中で、現在の森林行政に関する市の具体的な取り組みでありますけれども、まず森林

整備ということにつきましては、私有林を対象といたしました森林の除間伐、枝打これらに

対する補助制度「民有林保育事業補助金」がございます。これは森林整備の費用に対して、

国県の補助に市の補助金を上乗せをして６割まで補助しようということであります。これに

よりまして山林所有者の自己負担の軽減を図っているところでありますが、民有林保育事業

は平成 14 年度あたりがピークでありまして、現在は 20 から 30 ヘクタールぐらいしか進んで

いないということであります。 

大きな課題といたしまして、やはり実行経費に対しまして補助率が非常に低いということ

であります。一般的に補助率が国が 30、県が 10、これに市が上乗せをしているわけですけれ

ども、実行経費という部分がありまして標準単価で国県は補助しますので、我々のような作

業条件の悪い地域では実行経費が非常に高くなる。だけれども、標準単価で補助するという

ことですので、先ほど触れました国が 30、県が 10 という補助率も実質的には市の部分を足

しても 50％が限度ということになります。そうしますと半分を所有者が負担をしてやれとい

うことですので、なかなかここに踏み切れない。踏み切れない理由はもう山林所有者の高齢

化と、議員が先ほどおっしゃいました山林からの所得が余り期待できない状況ということが



 - 60 -

非常に問題点ということでございます。  

市行造林、これは分収造林でありますけれども、これにつきましてはそれぞれの造林地の

林齢にあわせまして除間伐、保育こういうことを努めておりますけれども、平均的に年間

3,000 万円ぐらいであります。これは大体 40 から 50 ヘクタールぐらい施工しているところ

でありますが、これは県内でも上位にランクをされておりまして、評価を得ているところで

ありますけれども、私有林の補助経費等の比較もありますので、これはこれだけでも一概に

評価できるということではありません。 

それから社会参加による森林整備支援につきまして、平成 20 年度に策定をいたしましたバ

イオマスタウン構想に基づいて実施しておりますペレットストーブに対する補助制度、これ

は平成 21 年に創設いたしました。これは木質ペレットの利用促進を図るということでありま

す。しかし、余りやはり進まなくて創設時の平成 21 年度は 12 台でありましたが、平成 22 年

が７台、平成 23 年が６台、平成 24 年が 12 台、しかもペレット材が今、市内のペレット生産

部分からはほとんど出ていないところでありまして、津南町の森林組合の部分のペレット材

といいますかペレットが多く利用されているところであります。 

ご承知のように市内のペレットの製造部分につきましては、材料はある程度集まっており

ますが、ペレットの売却が進まないということで、今は休止状態かと思っております。やめ

たということではありませんけれども、なかなか買い手がつかないといいますか量がはけな

いということであります。 

浦佐の認定こども園ではペレットボイラーで冷暖房まで行なっているとところであります

けれども、これをもってもなかなか需要が増えていかないという、しかも良質ということで

ないとだめだそうで、これがなかなか生産できない。というのは、いい材料が出てこないと

いうことです。そういう問題点もございます。 

それから平成 23 年度に市内産の杉材を利用した住宅に対する補助制度を上限 50 万円とい

うことで実施しております。これは実績が平成 23 年度５件、平成 24 年度８件ということで

あります。そのほかそれぞれ積極的に木材利用に取り組んでいるところでありまして、先ほ

ど触れました浦佐認定こども園、あるいは道の駅雪あかり、図書館のルーバーとか、そうい

う部分に積極的に木材利用を進めているところでありますが、なかなか決め手にはなってい

かない。 

さっき議員からおっしゃっていただきましたように、一番の問題はやはり作業道ないとい

うことであります。伐採をして運び出すのにとても車の行かないところからということは、

今はもう全くそれが利用できないと同じことでありますので、市の単費によっても作業道の

建設を進めていこうということで取り組んでいるところでありますが、実績としてすぐには

上がってこない部分がありました。 

一時、国のほうも森林整備加速化をちょっと延長していただいて、今それに該当させて石

打とかのところで作業道整備をやっておりますけれども、これはやはりある程度杉林のある

部分については全市的に網羅していかないと、伐採も含めて森林整備が進んでいかない。山
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を復元する、あるいは森林としての機能を復元するには、杉を伐採した後にまた杉を植えた

のでは、これはなかなか保水機能ももちませんので、やはり広葉樹あるいは落葉樹これを植

林していかなければならない。これは今度はほとんどが用材にはなりません。ですので、そ

うなりますと公共的に、市であれば市民全体がやはりその負担を負うべきということをある

程度きちんと確定していかないと、森林所有者にとっては非常に重荷になるということであ

ります。 

昔から言われておりますけれども、ブナの木は成木１本で１反歩の田んぼを潤すと言われ

ている。このくらい保水力が高くて非常にすばらしいことでありますけれども、そういう広

葉樹をこれからやはり増やしていかないと、森林としての機能が徐々に低下していく。こう

いう循環、ある意味で悪循環が続いているところであります。 

あるべき姿、新たな施策ということでありますけれども、あるべき姿はもう先ほど議員か

らおっしゃていただいたとおりでありますのでこれは別にいたしまして、新たな施策という

ことにつきますと、今、森林整備の必要性、木質資源の利用促進を働きかけております。１

つちょっと明るい材料は、カーボンオフセットのクレジット買取資金を財源に、現行の民有

林保育事業あるいはペレットストーブ補助、家づくり補助、これらの充実を図っていければ

と思っております。クレジットが正式に認可をされましたので、売り込みにまた全力を挙げ

てこれらの資金的な部分にもしていければと思っております。 

市の森林の現状でありますが、林野面積が４万 4,000 ヘクタール、市面積の 75％でありま

す。そのうち民有林が２万 5,000 ヘクタール、４万 4,000 の 55％です。その中で主に杉材で

あります人工林が 5,200 ヘクタール、これは民有林の約 20％、ここが一番の問題点でありま

す。杉の樹齢が市有林や市行造林、これはさっき言いました分収造林的なものでありまして、

ちょっと遅く戦後すぐにということではなくて発足しておりまして、大体 35 年程度です。 

それから個人林は戦後の荒廃した――荒廃はしていなかったか、山に木を植えて、将来は

それを財産にしてということで、国が奨励をした部分これが大体 50 から 60 年、もう伐期で

す、まさに伐期であります。ところがこれがなかなか伐採できていない、こういう状況であ

ります。 

これを何としなければ本当に南魚沼市の将来にとっては大きな禍根を残すことになります

ので、それぞれの施策はございますけれども、これについても先ほど触れましたがまずはや

はり作業道、そして搬出した材が対価を得られるという、それも森林所有者に対して負担に

ならない対価を得られるような形にもっていかなければ、木は切って出したけれどもずっと

赤字で損しているばかりだということでは、これはなかなか実効性が伴わないわけでありま

す。そういうことを目指しながらやっていかなければならないものだと思っております。 

火力発電でありますが、議員おっしゃっていただいたように５月末にそういう説明会とい

いますか講演会も開催されたことであります。ここで議員がやはりおっしゃっておりました

ように、問題点は用材がこれだけ供給できるか。ですので、もしこれが実行するにいたしま

しても、南北魚沼、十日町も含めて１社、それでもやはりまだ供給材が確かごく潤沢ではな
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いという状況だと思っております。 

実はある民間の方からこのことについて、これは市内の方でありますけれども、事業をや

りたいと。これは会津の部分と同じ 25 億円ぐらいの事業でありまして、この事業に参画をし

てやっていきたいということでお話がございまして、それぞれ働きかけをさせていただきま

した。魚沼市にもやはり事業を実施したいという部分がございまして、２社がこれをやって

もどうしても間に合うといいますか、もう全然供給材が足らないわけであります。現在は魚

沼市さんも含めてそして県とも協議をしながら、実施に向けていろいろ検討を進めていると

ころであります。 

先ほど議員がおっしゃいました年間 低でも６万トンといわれる燃料の調達材が可能かと

いうことであります。この９月３日に検討会で出材予定量の確認をいたしましたが、目標が

今度は立米数になりますけれども年間７万 5,000 立米、出材の予定量が１万 7,950、これは

６森林組合であります。目標の 24％程度しか出てこないということでありまして、材料の供

給の考え方を従来のただ森林整備ということだけでなくて何かを加えていかないと、方式を

基本的に変えていかなければほとんど達成できないということであります。 

ただ、発電量を落とせばそれなりの部分はできますけれども、それではなかなか事業とし

て成り立っていかない部分も見えるかと思っております。集材範囲の拡大、これが魚沼圏以

上の必要性は当然想定しておりますけれども、どこまで拡大をしていって何とか供給ができ

るのか。これらも今検討しているところでありまして、県からも積極的にかかわっていただ

くことが必須条件であります。 

ただ、今、県がどこまでどういうふうに本当にこのことに、補助金までつけて調査もして

いるということでありますので、積極的ではないとは申しませんけれども、目立ったほど県

が主導してということころがまだ見えておりませんので、これは我々のほうからまたきちん

と働きかけをしながら、事業の実現に向けて南魚沼市も魚沼市さんも一緒になってこれをや

っていかなければならないものだと思っております。 

非常に大がかりな事業になります。先ほど議員が触れていただきましたようにグリーン発

電会津はすごいものでありまして、年間６万トン集めて 30 億円の建設事業だとか、それから

燃料の搬入のアクセス道、これはいい場所に建設すればいいわけですけれども、高圧線の隣

接地、それから冷却水の確保。冷却水がまた必要になりますので、それはまた議員がおっし

ゃったように冷却水が暖かい水、あるいはお湯を今度は再利用できますので、ただ水をどう

確保するかというそういう問題もございまして、今、鋭意そういう事業要望者と森林組合あ

るいは市、そして県で協議を進めているところであります。 

なるべく早くやはり方向性をきちんと出してやらないと、事業予定者もいつまでたっても

結果が出ないということであれば、これはもう当然撤退をすることは明らかでありますので、

これらも含めて大変難題ではありますけれども、積極的に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。よろしくお願い申し上げます。 

○議   長  ３番・林 茂男君。 
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○林 茂男君  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

おっしゃるとおり１番目の具体的な取り組みのところでお話をさせてもらいたいと思いま

すが、市長も述べていただきましたように民有林の整備が非常に進まないというところが、

我々の地域の大きな問題だなと思います。 

先ほど森林組合の役員と話しましたが、組合と過去二十何年間やってきたわけなので、そ

の間民有地の皆さんと境界の立ち合いとかを自分も立ち会ったことがよくありました。我々

は全くわからないので、自分の地元のお年寄りの皆さん、当時は 70 歳、80 歳であったわけ

ですけれども、もう既に 90 歳近くなっている人と一緒に行っても、その方々でさえわからな

い。多分、議場の中の皆さんも大分若い方が多いので、90 歳の人たちがわからないという森

林に対して自信がある人は、私も含めてなかなかいないと思っています。 

林の国土調査なんていつになるかという話が前もありましたし、先ほど市長が言われたよ

うに森林従事者等の高齢化の問題とか、境界線の問題、この辺も含めて後押しがどうしても

必要なときに差し迫っていると思っているわけです。その中で先ほど言われた民有林の整備

を促すための施策、民有林の補助制度のやつがことし多分、森林組合の方から聞いて何とか

ならないかという相談もあったわけですけれども、６割補助と先ほど市長言われました。現

在要望として出されているのは、８割の補助を求めている。また、補助金が今 500 万円枠だ

と思いますが、それを 900 万円、その中で使われているパーセントが確か非常に低くて、先

ほどおっしゃった平成十五、六年のころが一番ピークで、その後はずっと減っている。これ

は使わないからいいというものではなくてやはり使えない、それほどそういう世代になって

しまっていると思ったほうがいいのではないかなと思っています。 

この辺はいろいろな財源の問題もあると思うのですけれども、新たなリフォーム事業とい

うか、森林の再生において民有林の再生が、その境界線を新しく見出していったりというこ

とにもなってきます。非常に避けて通れない問題なので、何とかここでてこ入れをするべき

かなと私も思いますけれども、市長の見解をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

森林整備に対する財政的な投資についてためらうものではありません。しかし、先ほどち

ょっと議員から触れていただきましたように、市で用意した補助金が使われていない部分と

いうか、これは補助率が低いからだということに起因をするのか。もう１つはこれも議員が

触れていただきましたように所有者が高齢化いたしまして、じいちゃんの名義で、若手しょ

もいるけれどもとても山の杉何かかまっていられない。そんなところへ例えば７割補助であ

っても３割も金は出せない、こういう部分が非常にあるわけであります。 

そこで整備をすれば、近い将来あるいは今、確実に自己負担分を上回る利益が発生すると

いう部分が出てこないと、100％補助になれば別ですけれども、なかなか森林整備が自分のお

金も出しながら進めていこうという機運にはならない。そうなりますと用材をどう消費する

かというこのことにかかりますので、それをきちんと確立してからでないと、市が１人で補
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助率を少しばかり上げても、これはなかなか実行できていかないと思います。前段としての

用材の利用をきちんと確立できるような方策をまずとらなければならない。やはり安価で出

すということになりますと、さっき言いました作業道がどうしても必要ですので、これらの

整備をまずは先行させてやっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議   長  ３番・林 茂男君。 

○林 茂男君  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

さっきの発電所のことにちょっと移りたいと思いますが、先ほど７万 5,000 ということで

24％。６万、７万と聞いていたのですが、ついこの間の６つの森林組合が集まって、 初の

意気込みではみんながということがあったそうですが、それが１万 7,000 ぐらいであったと

いうことでその話も聞かせてもらいました。供給量が非常にネックになる。本当に簡単には

いかないということですけれども、県の中では３か所ぐらいが目いっぱいだそうだというこ

とです。あくまで間伐材の――今いろいろあるわけですよね。雑木もあったりとか、例えば

建築廃材とかは値段が低くなってしまうので、なかなかそれは見合わないということも言っ

ていました。 

もう一方の問題で、非常にその量に加算していかなければ今の問題は実現化しないという

中で、どうしてもやらなければならないのは、先ほど市長も言われた 80 年生とか非常に木が

太りすぎて、森林組合と分収造林とかの関係者と契約が今まで 50 年だったのが、今度は 80

年、90 年に延ばせという再契約をさせられたりというのが現場の森林組合ではあります。要

は先送りにすると、今だめだから先送りにするということで、それは逆に言えば朽ちさすと

いうことにもつながってしまうのではないかと思うわけです。 

そんな中で先ほど材が少ないというのはわかるけれども、この地域の森林が今非常に荒廃

しているという問題の中で、やはり植林も含めて、切って、植えて、育ててというサイクル

にならないと、どうしても先に出ない話だと思うのです。 

その中で、自分たちのじいさんの時代やおやじとかの時代に、孫子のためにということで

汗水たらしてつくって植えてくれたものを、本当のきちんとした材として使えないというこ

とは断腸の思いかもしれない。けれども、まさに今ちゃんとした材を一度切って、うろぬい

でといいますか、１回サイクルをうろぬいでまた新しい山のつくり方をしていかないと、多

分再生ってないのだろうということを言っている人もいましたし、私もそういうふうに思っ

ています。 

その中で先ほどの火力発電所というのがチップ材にして燃やしていくわけですけれども、

非常に大きな、今足りない部分を含めてそこにかさ上げするという意味です。そうしたもの

を使えたら、森林組合関係者は絶対量は足りるのだと言っていましたけれども、ただ、みん

なが出すかどうかわからないので、非常に大きな問題がある。 

そしてもう１つだけ言うと、雑木の問題ですが、雑木も受け入れができる対象になるわけ

ですけれども、毎年ですが今回の水害でもまた道に雑木が根こそぎ落ちてきて、山抜けとい



 - 65 -

うのでしょうか、そういうのが本当に目立って、それを各行政区の皆さんが、行政の力も借

りながら自分たちの手で毎年片付けるという様が今あります。そういったところで杉だけで

はない雑木の再生も含めて、新しい道筋というか光明を見出せるような気がしてならないの

ですが、その辺の市長の見解はいかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

今、議員がおっしゃったことが実現できるとすれば、これから新しいサイクルをつくるわ

けですので、これは非常にすばらしいことだと思っております。それが――あまりガクンと

しないで、それをある意味実現をしていく方向を模索していかなければならないわけであり

ます。 

やはり持っていらっしゃる方は 50 年、60 年というと一番いいところですので、できれば

それが用材として柱になってというぐらいの思いは相当持っているわけであります。それが

「ほら、全部電気の燃料だそうだ」と。しかも、本当に用材として売れるよりは安いわけで

ありますので、その辺の意識の切りかえです。山に入って苦労していない方がこれから主力

でありますので、ある意味では希望が持てる部分もあります。あんな山どうぞ何度でも好き

なように持っていってください、という部分も出ないばかりではないわけであります。 

ただ、今、議員ちょっとおっしゃいましたけれども、そういうことも含めるとある程度供

給可能だということは、私は今、初めて伺いましたので、そうだとすればそういうことも真

剣に考えていかなければならないと思っております。それはまた確認をしながら進めていく

問題だと思っておりますのでよろしくお願いいたします。雑木も、杉ばかりでなくて、やは

り山の再生は杉ばかりではありませんので、それらも含めて当然検討していくということに

なろうかと思います。 

○議   長  ３番・林 茂男君。 

○林 茂男君  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

まさしく見合わなければ誰も動かないということだと思います。先ほどの話は森林関係者

の方から聞いたけれども、さっき県で３つとか。先ほど市長は県のほうの動きがないと難し

いという話もありました。魚沼地域で今どちらかというと自分たちのところでという動きが

あるように聞いているのですが、確かに自分のところに欲しいというのはもちろん誰でも思

うと思うのです。けれども、この問題はもっとすごく何か大きな意味があって、もうちょっ

と広範囲で搬出の経路とかがきちんとでき上がれば、魚沼だけにこだわることなく、きちん

とした搬出、また買ってもらうことがそういう制度ができ上がれば、非常に大きな光明があ

るのではないかなと思っております。 

そういう中でさっきの勉強会に出席した際ですけれども、実はほかの市、町の人たちも来

ていました。来ていた人たちの数にちょっと私は驚かされたところがあります。当市はもち

ろん行っていないわけではありませんが、ほかの市や町の来ていた人数の意気込みというか

そういったもの。まだ始まったばかりで関係ないかもしれませんけれども、その辺のところ
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が今後この問題に対応する中で、意気込みの面で負けないように後塵を排さないように頑張

っていかなければならないと感じたものですから、ぜひ、市長にもふるさとの森、林を守る

視点から、特段のリーダーシップを発揮してもらいたいなというのを申し上げてやめたいと

思います。一言いただけるようでしたらお願いしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ふるさとの森林をどう守り、育むか 

そういう現実があったということでありますので、やはり皆さん方からもっと関心を持っ

ていただくということは非常に大事なことであります。事業を予定いている方、あるいはそ

の周辺、そして行政ぐらいが一生懸命やっていても、なかなか前進しない部分がございます

ので、今、議員からおっしゃっていただいたことも含めて、一生懸命取り組ませていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位 16 番、議席番号 11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  傍聴者の方はお忙しい中をおいでいただきまして、ありがとうございます。

今回はほんの４項目ほど質問させていただきます。 

１ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

まず１番目、みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成についてであり

ます。平成 24 年 10 月１日時点での年齢別人口割合を見ますと、年少人口は 13.2％で県内４

番目であり、生産年齢人口は 60.2％で 10 番目、老年人口は 26.6％、 新の数値では 26.8％

ありますが 25 番目でありました。 

しかしながら、平成 23 年 10 月１日から平成 24 年９月 30 日の１年間の人口転出率を見ま

すと、総人口に対して 3.08％で県内 30 市町村の中で６番目の高さでありました。県平均は

2.90％でありました。同様の調査で人口転入率は 2.61％の県内７位で県平均は 2.69％であり

ました。若者の働く場がない、高校を卒業して市外へ出て行ってもなかなか戻ってこないと

いうことが数値としてあらわれているのかなと思います。 

そもそも南魚沼に生まれてよかった、ここに住んでよかった、そう市民の皆さまに思って

いただくために何が必要かを考える時期に来ております。地域の豊かさを経済成長だけでは

なく、「幸せ度」という指標を用いて測定をし、南魚沼市ならではの幸せ度を示し、市民協働

のまちづくりの行動指針にするべきであります。 

出版社などで住みよいまちランキングが毎年のように公表されております。客観的なデー

タ比較で「住みやすさ」「働く」「あんしん」「健やか」という４つの指標で数値化して比べて

おります。少なくとも県内の 30 市町村の中で比較できる数字でのランキングはどうなってい

るのかを調べることから始めてみるべきであります。 

そして、市民意識として何が幸せなのかを主観的な指標として調査し、他市町村との客観

的な比較と市民の皆様の主観的な幸せ感を総合的に分析、検証し、南魚沼に住んで幸せとな

るまちづくりを進めるべきと考えるがいかに。「みなみうおぬま幸せの「道しるべ」夢おこし

プラン作成」についてお考えを伺うものであります。壇上からの質問はこれにて終わります
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が、答弁内容によりまして自席にて再質問いたします。 

○議   長  寺口友彦君の質問に対する市長の答弁を求めます。市長。 

○市   長  寺口議員の質問にお答え申し上げます。 

１ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

今ほどご質問の中で年少人口あるいは生産人口、そして老齢というか高齢人口の度合いも

述べていただきました。そういう面では、ある意味徐々に少子化とか人口減は進んでおりま

すけれども、そう他市町村に比べて状況的にひどいものだということにはなっていないわけ

でありますが、転入、転出率につきましては議員ご承知かと思いますけれども、これは南魚

沼、特に六日町が特殊な状況を持っております。と申しますのは、この地域には国県の職員

の方が非常に多く住んでおりまして、４月から５月に転入、３月に転出という部分が出ます

ので、この率はちょっと他の市町村と一概に比較することはでき得ない高い数値を示してお

ります。３月には当然ほとんどが１回、異動で転出するわけです。今度は転入してくるのは

４月になりますので、そういう数値の開きもちょっと出ております。これは数字として出て

いるので、できればやはり転入率が多くなって転出率が少なくなるということが望ましいわ

けであります。その方向はきちんと受けとめながらやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 議員からおっしゃていただきました、住んで幸せとなるまちづくりをオール南魚沼で進め

るべき。これはまさにそのとおりでありまして、自分たちでまちづくりを考える機会が多く

なることを行政としても期待しているところでありますし、議会の皆様方から市民の声を吸

い上げていただくということも大変貴重なことでありますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。 

 いろいろの指標の中で県内 30 市町村の統一した内容でのデータ比較、これは県の 100 の指

標という中でいろいろなデータ比較を出しております。先ほど触れましたように年少人口と

かそういうことも全部この中でデータ化されているわけでありますが、これが全て実態を反

映して――ただ数字として出ている部分というのもありますので、どことどこの部分が幸せ

度をあらわす部分だと統一をして比較するというのは、非常に難しいと思います。 

 住みよいまちランキング、出版社などが発行しております。これはありますけれども、こ

れは県内 30 市町村の中ではやはりどことことか、南魚沼も含めていろいろ出ております。し

かし、これはなかなか我々がそういうことかと納得するような部分というのは、ちょっと少

ないことだと思っております。 

何をもって幸せなのだということ、ブータンのような部分もあります。経済協力開発機構

ＯＥＣＤでありますけれども、毎年実施をいたします調査「よりよい暮らし指標」これはオ

ーストラリアが世界一の住みやすい国になっているということであります。また、地球幸福

度指数と呼ばれます国民の満足度や環境への負荷などから「国の幸福度」をはかる指標では

コスタリカが１位、そして国連が独自に公表します「幸せの国」ランキングではデンマーク

が１位、こういうことでなかなか何を基準とするかという部分は、非常に指標基準というの
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が難しい部分もあります。これで大きく異なるということでありますので、先ほど触れまし

たように国内あるいは県内に置きかえてみても、共通の客観的な指標がなかなかこれはつく

れないというのが現実ではないかと思っております。 

 しかし、幸福度が市民の皆さん方が何を基準にした、しないでなくて、このまちに生まれ

て住んでよかったと思っていただけるようなことは、一番していかなければならない。行政

としての大きな責任でありますので、このことは当然進めていかなければならないと思って

おります。大体経済活動の中心になる都市に近い、あるいはベッドタウン的に発展した都市、

これが上位にランキングしているのが先ほど触れました民間の住みよいまちランキング、お

おむねそういうところが総じて上位にランキングされております。 

こういうことから、なかなか簡単に指標というのは出てこないということでありますけれ

ども、市の総合計画の中にあります 33 の基本施策によって定められた、いわゆる「33 の指

標」に包含されているということだと思っております。「住みやすさ」「働く」「あんしん」そ

れから「穏やか」ということは、おおむねこの中に包含されているのではないかと思います。

数値化した進捗状況は市のウェブサイトで公表しておりますけれども、なかなか先ほど触れ

ましたようにほかの市と比べようが非常にないという部分がひとつ。あの市と比べてどうな

のだ、他の地域と比べてどうなのだという部分を導き出していく部分には、ちょっとなかな

かこれが対応できないということであります。 

さっきちょっと触れましたように何をもって幸せなのだということ、これは個々に違う部

分もあります。先ほど言いましたように何か指標的なものがもうあって、それでやっていく

ということであれば、ある意味そう難しいことではないわけですけれども、不便だからいい

という人もいるのです。余り都市化されていないからいいとか、あるいは非常に洗練された

都市化に近づいてきたからいいという、なかなかわからない部分がありますけれども、去年

ですか「今後ともこのまちに住み続けたいか」というアンケートの中では、相当高い率でこ

のまちに、南魚沼市に住み続けたい、こういう指標が出ております。それらに満足すること

なく、もっともっとやはり皆さん方からこの市に生まれてよかった、住んでいてよかったと

いうことを実感していただけるような施策を議員の皆さん方からもご提案をいただきながら

進めていくと、このことに尽きるものだと思っておりますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。総体的には以上でございますが、再質問等でまた具体的な部分があればよろ

しくお願いいたします。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  １ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

何をもって幸せとするかというのは非常に難しい問題ですが、市長の答弁にありましたけ

れども、総合計画の中に確か指標に数値目標も出ております。それに対する市民アンケート

というものにも、何％が満足かというものが出ております。私が一番言いたいのは、他市と

の比較の中で、例えば学力テストでもありましたけれども、学力のテストの成績が低いから

だめだというわけではなくて、そういうデータ比較というのは、足らないものは何だろうか
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ということを洗い出すために必要なものであって、そういう部分での他市との比較というの

は非常に大きな部分があると思うのです。 

県内で例えば 30 番目だから住みにくい市だという、そういうものではないです。他市と比

べて何が足りないのか、それは数値として出てきます。それにプラスしてもっとも大切なの

は、市民の方たちが一体どういうものを幸せと感じるのだろうかというところのアンケート

のとり方ですね。こういうとり方をしていってそれらを総合的に勘案して、幸せ度をアップ

のための施策を打つということが必要だと思うわけですけれども、この点についての市長の

お考えは。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

確かにそのとおりです。ただ、それを導き出すといいますか設定するのが非常に難しい。

先般、私が管理者になっておりますある施設で職員の面接試験ございまして、その中の質問

事項の１つに、「あなたが今まで一番幸せと感じたことは何ですか」という質問がありました。

女性の応募者が多かったわけですので、大半の方が結婚して子どもが生まれたこと、あるい

は家族ができたこと、こういうお答えでありました。そういう面が、男性がどう感じるかは

別にいたしまして、女性としてということをつけ加えながら大半の方がそういう回答であり

ました。そうなりますとやはり結婚をして家族を持つ、そしてその子どもが成長する姿を日々

実感するのが一番幸せを感じるときだとこういうことであります。そうなりますと、変な話

ですけれども道路がどうだの、公共施設がどう何てことはこっちに置きまして、そういう機

会が特にいっぱいできることが幸せにつながるということであります。 

かといって、公共機関も余りなくて不便なところでいいかと言われると、そういうことで

もない。だから難しいのです、難しくてこれを数値化するというのは非常に面倒なことであ

りますが、総じて先ほど答弁いたしましたように、このまちにこのまま住んでいたいか、い

たくないか。これが総合的な部分であろうという思いでありますけれども、議員のお考えが 

どうでありますか、またお聞かせいただければと思うところであります。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  １ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

来年度は合併 10 周年ということがあります。同僚議員の質問の中で、市長のほうは来年の

10 周年でいろいろな記念イベントを打つ。しかしながら、来年度の 10 周年ということは、

20 周年記念のスタートであるというお考えでした。私はその考え方は全くそのとおりだと思

います。こういう幸せ度アップということが、今後来年から 10 年後の南魚沼市の目標として

こういうものを掲げていくのだというところは、ぜひともやはりつくっていくべきでないか

なと思っています。 

客観的なデータとういのは毎年出るものです。ただ主観的なデータというのは市民の皆様

にアンケートしなければ出てこないわけです。合併をしてどうなったのか、これからどうな

るのだろうか、この 10 年間どうなるのだろうか。せめて 10 年間のスパンぐらいであれば市
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民の皆さまにどういうものが幸せですかということをして、今後 10 年間の大きな目標、夢づ

くりです。ここに住んでよかった、幸せ度をアップしようと夢づくり、これはやはり南魚沼

市の魅力、誇れるものになっていくのだなと思いますけれども、そのお考えはいかがでしょ

うか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

今後の 10 年ということばかりではなくて、常に思っておりますことは、やはりまずはこの

地で生まれてここに住みたい、住んでいられるという形をつくらなければならないわけであ

ります。そのためには、先ほどからそれぞれお話が出ておりますように、やはり雇用といい

ますか、働く場所がまずなければこれはどうしようもない。そしてその上に国もそうであり

ますが、社会保障的な部分をきちんと構築しながら医療体制もきちんと整えると。一生懸命

働く場所があってセーフティネット的な保障部分もあって、そして医療、いわゆる人命にか

かわることですからこれがきちんと完備していると、ここを本当に構築できれば、先ほど触

れましたように家族ができて本当に幸せだった、ということにつながっていくのだろうと思

っております。 

ですので、やはりまだまだ課題でありますけれども安定的な雇用の場の確保、そして医療

体制の充実と社会保障的な部分をきちんと、 終的にいつもどなたかがおっしゃっています

が、セーフティネットというこれをきちんと構築できる、する市、ここがキーワードだろう

と思っておりますので、それらをまた目指しながら市民の皆さん方にもご理解をいただいて

いきたいと思っております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  １ みなみうおぬま幸せへの「道しるべ」夢おこしプランの作成について 

なかなか数値化するのは難しい、主観的な指標というものであります。市民クラブ会派で

小松市に行ってまいりました。「全国子供歌舞伎フェスティバル」でお世話になった小松市で

あります。小松市のほうではこういう客観的な指標のほかに主観的な指標ということを用い

て、10 年ビジョンというものをつくって、幸せ度を上げていこうという取り組みをされてい

ます。 

その中で主観的な指標というのでなるほどと思うのは、例えば友だち付き合いの満足度は

どうなのかとかですね。災害時や日常生活は頼れる人がいて安心だとか、こういうようなこ

とが出てくるわけです。こういうような指標はどれがいいかというのもあると思いますけれ

ども、こういうのを取り入れながら、合併 10 周年が過ぎて今後さらに 10 年後は本当に南魚

沼に生まれて住んでよかったと思っていただきたいというところを、市民の皆様とともにつ

くっていくべきであろうと思っています。 

この部分については万が一再選をされれば 12 月にまたお伺いしたいなと思っております

ので、１番目の項目はこれで終わります。 

２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 
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 ２番目の項目でありますけれども、北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止に

ついてでありますが、北越急行特急はくたかが南魚沼市の観光交流人口対策にどのような効

果をもたらしてきたか。住民の移動手段として各駅停車、普通列車でありますけれども、ど

のような役割を果たしてきたか。これらを総合的に勘案し北陸新幹線開通後の在来線、ほく

ほく線の存続に対して南魚沼市はどのような考えを持っているかを伺うものであります。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 

お答えを申し上げますが、ほくほく線の中で特急はくたか、これにつきましては北越急行

株式会社にとりましては非常に大きなドル箱的存在でありまして、このことによって大体年

間 10 億円前後の利益を上げて今日までまいりました。しかし、南魚沼市にとってどうであっ

たかと言いますと、はくたかそのものは一日に朝と夜か六日町駅に停車するだけです。ここ

は乗降客がほとんどありません。ですから、はくたかそのものが南魚沼市に果たした利益面、

メリットというのはそう大きいものではないと、ほんの微々たるものだと思っております。 

 在来線といいますか普通列車のほうにつきましては、これはやはり特に十日町間との学生

の皆さん方の通学も含めまして、非常に交流の幅が広がったということであります。ちょっ

と予断的なことになりますけれども、県の皆さん方と懇談会等をやる場合、やはり十日町か

らおいでいただく方も大変おりますが、ほくほく線があるからもう本当に安心をしてその時

間帯までゆっくりしていられると。これを車で帰らなければならない何ていいますと大変な

ことなので、そういう面では普通列車部分については非常にこの地域も十日町地域も同じで

しょうけれども、人口交流、学生さんの利便性、こういうことも含めて大きな効果があった

ものだと思っております。 

 これが今度は、はくたかは廃止をされるわけであります。在来線専門で今後運営していく

わけでありますけれども、北陸新幹線開業を見据えまして北越急行株式会社では、この特急

はくたかが廃止をするまでにとにかく 100 億円の内部留保資金を確保していこうという目標

を掲げて今日までまいりまして、その目標は達成をいたしました。なぜ 100 億円かと言いま

すと、今、はくたかを除きますと当初は年間大体３億円の赤字であります。３億円の赤字を

例えば 30 年続けても 90 億円です、例えばです。それだけのやはり余裕を持ちながら３億円

の赤字部分をどう解消していくかと、このことにこれから取り組んでいく。今も取り組んで

おりますけれども、ゆめぞら号とかいろいろの試みをしながら徐々に乗降客数もアップして

きておりますので、まさに地域と地域を結ぶローカル線の中でもコミュニティ路線と名前を

つければいいぐらいであります。 

これをこのまま犀潟と六日町あるいは湯沢までの間でとどめておくか。これはやはり例え

ば浦佐駅に連結をしながら只見の皆さん方、あるいは浦佐地域から魚沼地域の皆さん方の利

便性にも役立てていこうとか、犀潟から向こう側はＪＲの管轄が違ってきまして非常に難し

い部分がありますけれども、これらについても本来、例えば金沢や北陸方面から新潟に行き

たいという方はこれを利用するのが一番いいのです。新幹線利用といいますと必ずもう高崎
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に入ってしまいますから、それからまた新幹線に乗りかえて新潟に入ってくるという部分が

出ます。そういうことの中で特急的な運行をこれからもできないのかとかいろいろ会社を挙

げて、我々も一応取締役になっておりますので相談をしている 中でありますが、そんな状

況であります。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 

北越急行の決算ですね、一番 新のものを見ますと、売上高が 11.9％増えて 38 億 1,840

万円であったと。移送人員についても 11.9％増で 392 万 6,000 人と、そのうち特急はくたか

は 13.5％増、これは当然な数字ですけれども、普通列車についても 7.9％増という数字が出

てきたわけです。 

これは上越市のほうまでうちの会派でもちょっと行って調べてまいりました。上越市さん、

どうお考えでしょうか。それは北陸新幹線や上越新幹線からの二次交通の手段というのは絶

対欠かせないものであるというお考えを聞かせていただいたのです。果たして南魚沼市とし

て、はくたかが確かに今までは余り恩恵はなかったといっても、上越市は北陸新幹線開通で

関西圏からの越後の入口は上越であるという、そういうような考えで「越五の国」というこ

とで佐渡市、柏崎市、妙高市、十日町市と５市でもって「越五の国」という連携を始めて、

とにかく関西圏からのお客を呼び込もうということでありました。リゾート特急が走るのか、

普通列車が走るのかわかりませんけれども、当然湯沢駅までは運行していただかなければ困

るわけです。そうするとそこの中に南魚沼市も当然入っていって、新たな切り口といいます

か、それを考えていかなければいけないだろうと思うのですけれども、この辺についての市

長のお考えはいかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 

北陸新幹線開業後は関西圏からのお客さんが増えると。それをどうこちらに取り込むかと

いうことは、北越急行全体の中で今いろいろ議論をしているところであります。上越市さん

と含めていわゆる頚城圏といいますか、あちらの皆さん方がそういうことを今、進めている

わけでありますけれども、それはそれとして南魚沼市がそれに手をこまねいているというこ

とではありません。何をもって関西圏、これは今いろいろの予測がありますけれども、関西

から新潟においでいただく方の、もう新潟というと佐渡ともう１つ何かあった、２つぐらい

しか浮かばないのだそうです。ですから、関西圏から来て糸魚川、上越あるいは妙高にお客

さんがどんどん増えるかというと簡単な状況ではないぞというのが 新の調査結果でありま

す。みんな素通りして向こうへ行ってしまいやしないか、そういう心配もあるわけです。そ

れでも必ずちょっとは増えるわけですので、その皆さん方をどう我々の地域に呼び込むか。

これは大きな懸案事項でありますので、またきちんとした北越急行の中での対策も含めて鋭

意取り組んでいきたいと思っております。 

ただ、我々の目指すところは首都圏であります。間違いなく首都圏の皆さん方をこちらに
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呼び込むと、このほうが非常に増大の可能性もありますし、そういう中で武道館建設等も今、

名乗りを上げているわけであります。たびたび触れますけれども東京オリンピックというこ

とが決定をした中では、ますます首都圏部分の皆さん方をどうこちらに呼び込むかというこ

とが重要になってくるものだと感じております。決して対策を怠るとか手をこまねくという

ことではありませんので、総合的に一緒に進めていきたいと思っております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 

この問題については、沿線の各市で県も含めてですけれども今後どうするかという連絡協

議会かですか、今までの沿線協議会とは違った形での協議会、これを年度内に立ち上げると

いう話も進んでおるようであります。確かに関東圏の入口、これは間違いないでしょう。で

すけれども、ありとあらゆるところからの集客を図っていくということをしながらでないと、

先ほど市長もおっしゃいましたけれども、年間３億数千万円の赤字を出しながら営業をして

いくということですが、内部保留金も確かに直近の決算では 104 億円まで積み増しができた

ということであります。けれども、これをとっても例えば車両の入れかえはどうするのだと

か、いろいろな部分を入れてくれば、そうそう３億円で済むものではないだろうと思います。

そういういろいろなことを全て考えに入れていけば、ありとあらゆるところでそういうとこ

ろに加わって、やはり先に旗を振れとは申しませんけれども、決して遅れをとってはならな

いと思っています。 後この辺についての市長のお考えありましたら。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 北陸新幹線開通とほくほく線「特急はくたか」廃止について 

先ほど触れましたように 100 億円あるから安心しているとかそういうことではなくて、経

営的にはまず破綻をすることがないと、そこの部分を基礎にしながら、赤字部分、予想され

る部分をどう克服できるかということを今一生懸命勉強しているところであります。 

後段のほうも議員おっしゃるとおりでありますから、まさに総合的に取り組ませていただ

いて、遅れをとることにないように頑張っていかなければならないと思っております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

２番目の項目のほうはこれで終わらせていただきまして、３番目の項目であります。子宮

頸がん予防ワクチンの副反応についてという問題であります。子宮頸がん予防ワクチン接種

によると思われる副反応が全国で報告され、厚生労働省は通達を出し接種勧奨をやめるよう

指示を出しました。南魚沼市でも市報７月１日号で積極的勧奨を差し控える旨の公告を出し

ました。予防ワクチンにサーバリックスとガーダシルという２種類があるそうで、接種によ

る重篤者発生率はサーバリックスが 10万人当たり 28.7 人、ガーダシルが 10万人当たり 11.0

人と厚生労働省のほうから発表されております。 

 一方、接種による効果は、サーバリックスは 10 万人当たり 2.0 から 2.6 人と言われており

ます。効果と副反応重篤者発生率とを勘案して国は接種を勧奨したわけであるから、副反応
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被害患者救済は全て国の責任で行なわれると考えます。しかしながら子宮頸がん予防ワクチ

ン接種は平成 24 年度自治事務として取り扱われておりました。法定受託事務と違い、自治体

がみずから判断し実施し責任を負うということになっています。そこで接種実績の中で副反

応が出たという報告は来ているか、どうでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

副反応１件ございまして、年齢が 12 歳８か月、中学１年生のお子さんであります。接種日

が昨年の５月 22 日、ガーダシルでありまして、接種１回目。副反応の状況は接種日の夜に左

手指のしびれの訴え、即日回復をしております。そしてその事後に医療機関を変えまして３

回接種完了して、その後は副反応等はございません。以上であります。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

副反応に関する情報公開と接種の場合の注意喚起、これは自治体の役目なのかどうかとい

うことをお伺いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

これは自治体の役目ということであります。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

この接種については、夢のようなワクチンであるなというふうに聞いておったわけですけ

れども、市長の所信表明もありましたので市報のほう見てみました。６月１日号に子宮頸が

んを予防するにはということで出ております。対象者は早めに受けてくださいという部分で

あります。しかし、予防接種だけでは完全には予防できませんと、二十歳を過ぎたら積極的

にがん検診を受けましょう。定期検診を受け、精密検査が必要と判定された場合は、医療機

関を受診しましょうという６月１日号だったのです。７月１日号に今度は子宮頸がん予防ワ

クチン接種の積極的勧奨の差し控えという文章が載りました。「市では６月 14 日付の厚生労

働省の通知に基づき、子宮頸がん予防ワクチン接種を積極的に勧めないこととしました。ワ

クチンの接種を希望する場合は、有効性とリスクを理解した上で、接種を受けてくださいと。」

非常にあやふやな、わからないような説明であったのです。 

保健課のほうとしても国からこういうような表現でと言われておりますので、これ以上の

ものは出せない。要するに接種はやめろとか、接種をしましょうとかいうところは自治体で

は判断できないという部分であります。医師についてもリスクについてマニュアルがありま

して、それを説明して接種をしてくださいという部分ですけれども、中々非常にわかりづら

い。こういう部分については結局全国の市町村全て同じだと思いますけれども、国はそうい

うあやふやな通達を出しておきながら、結局クレームだったりいろいろな部分の、一番 初

に対処をするのは市町村でありますよね。そういうような、同様ことをやるということはど
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ういうものかと思っておりますけれども、このあやふやな通達ということについて、市長の

気持ち、感想をお伺いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

まさにあやふやといいますか、ちょっと我々も困惑している部分がございます。予防接種

法の規定から子宮頸がん予防ワクチンの接種のみが、市町村が実施すべき予防接種ではなく

て、定期接種については自治体が体制を整備し実施し、責任を負うということになっており

ます。法よりまして自治体の義務が規定されているとは申しましても、定期接種は国がワク

チン接種の必要性、あるいはワクチンの安全性を踏まえた上で法定化するということであり

ますから、あくまでも国が 終的な責任を持って対応する。これができなければ、我々もこ

の部分を今後やっていくということができない状況になります。 

当然それを国がやっていくものだと思っておりますし、今の状況の中では国もそういうこ

とを意識しておりますので、積極的な勧奨を控えてくださいということになって、あいまい

な表現になっているということだと思っております。我々も当然そのことは国にきちんと申

し上げて言っておりますし、いかなければならないとまた思っております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

子宮頸がんでありますけれども、日本では年間 9,000 人ぐらいがかかるそうでありまして、

そのうち大体 2,700 人が死亡という大変な死亡率の高いがんである。ウィルスは 15 種類以上

ぐらいありまして、現在のワクチンでは 50％強ぐらいは防げるというところで始められたそ

うであります。平成 21 年から平成 25 年３月までで副反応と思われるものは全国で 2,000 件

報告されていると言われております。文部科学省でも全国被害者の会に言われまして、接種

後、通学や部活等に支障があったかどうかを調べろということがありまして、９月３日に文

部科学省のほうから報告があって、今朝の新潟日報に出ました。そういうような数字が出た

ということであります。 

 ですので、こういうような部分が出てきている。予防接種については薬害と認定ですけれ

ども、認定をされない限りは救済制度を受けられないということがあります。昨年度実施し

た中で南魚沼市には、疑わしいのは１件あったのですけれども多分違うだろうということで、

非常に運がよかったのではないかなと思っております。先ほど申しましたけれども、実に国

のあやふやな通達で来るわけですので、やはり全国市長会を通じてでも、これをはっきりし

ていただきたい。万が一、任意でリスクを承知で受けましたと言って、そういうのが発生し

たとすれば、その女性にとっては一生の問題でもありますので、これはやはり慎重にやるべ

きだと私は思っています。接種を中止何てことは絶対できないでしょう、接種中止何て無理

なのです。１つの自治体がそんなことはできないでしょう。ただ、やはり市長会のほうでよ

く安全性を確認していただきたいということをしていただきたい。 

○議   長  市長。 
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○市   長  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

当然そういう行動をとっていかなければならないと思っております。きょうのお昼のニュ

ースですか、２種類の何か投薬をしたら、これはアカゲザルの臨床の結果でありますけれど

も、３匹には投薬をしない、３匹には投薬をしたら改善をされたと。そして人間に例えれば、

リハビリと投薬によって回復する可能性が非常に高いということも、国立の医学研究所だか

何かでそういう結果が出たそうであります。それを人間に対応できるかどうかというのはこ

れからでありますが、そういう研究も進んでおります。 

 ただ、後遺症が出てそのまま残って、それを市に補償しろと言われても、これは絶対でき

るものではありませんので、議員がおっしゃったようなことをきちんとやっていかなければ

ならないと思っております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ３ 子宮頸がん予防ワクチンの副反応について 

ことしの４月から定期接種ということであって、６月 14 日にそういう通達が来るというこ

とでありますので、やはり国のほうも安全性というものを、もう１回やはり確認をしてやっ

ていただきたい。特に困るのは 前線に立っている市でありますから、そういうところはき

ちんと言うべきところで言っていただきたいとこのように思います。 

４ もみ殻の有効活用について 

 後４項目目のもみ殻の有効活用についてであります、ＴＰＰ交渉が年内にも妥結と報道

されている中、国は新たな農業政策として農地中間管理機構という、圃場整備、農地集積、

耕作放棄地対策を打ち出しました。来年度予算編成で 1,039 億円が事業費として概算要求さ

れるようであります。 

 また、魚野川分水問題で渇水期の水確保に向けた５案が示されました。同僚議員の質問に

もありましたけれども、2015 年度に結論が出されるようであります。いずれも農業が基幹産

業である南魚沼市にとって重要な問題であります。さらに平成 25 年産米の仮渡金が 2,300 円

下げると報道され、生産コストをいかに下げるかが農業経営にとって 重要課題として再認

識されていると思っております。この部分についても同僚議員からの質問がありました。 

ことしの作付見込み面積は 4,633.4 ヘクタールと報告されております。重さでいくと２万

4,001 トンぐらいであります。ことしも大量のもみ殻が出るわけでありますが、水田での焼

却すき込みを禁止してから、宝の山であるはずのもみ殻が厄介者扱いになっております。も

み殻から燃料棒をつくるという発想で、さる８月 28 日にＪＡしおざわカントリーで「モミガ

ライト」とう機械の実演が行なわれました。農林課からも２名が見学に訪れていました。 

循環型の社会や地球に優しい環境など燃料棒には明るい希望があると感じました。燃料棒

といっても危ない燃料棒ではありません。刈り取り面積 30 から 40 ヘクタールの農業法人に

は魅力ある機械であります。南魚沼市の有機センターでのもみ殻活用をはじめ、いくつか実

施されている活用方法には限界が来ているようであります。そこで、厄介者扱いのもみ殻の

有効活用についての新発想はあるかをお伺いします。 
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○議   長  市長。 

○市   長  ４ もみ殻の有効活用について 

もみ殻の処理につきまして、今、議員からおっしゃっていただきましたように、大規模農

家においてその処理にちょっと苦慮しているという部分もあります。カントリーエレベータ

のＪＡ魚沼みなみでは広域有機センターでの活用、あるいは畜産農家での利用で処理を行な

っておりますし、ＪＡしおざわでは群馬での堆肥資源として供給していると伺っております。 

もみ殻そのものは、非常に貴重な有機質の資源でありまして、今、指導としては普及セン

ターのほうでは、これは分解が遅いということもありまして春にすき込むのはだめですけれ

ども、秋の点で稲わらと一緒にすき込むのは特に支障がありませんし、量は同規模の農地か

ら出るもみ殻の２倍の量まではすき込んでも支障ないということをおっしゃっていただいて

おります。 

 それこそある大規模農家の状況でありますが、18 ヘクタールの耕作から出るもみ殻は３ヘ

クタールの土地に土壌還元、それを毎年繰り返していっているということです。18 ヘクター

ルから出る部分は３ヘクタールで消化ができると。ですので、土づくりにぜひともこれを農

家の皆さん方から生かしていただきたいと思っております。 

ただ、100％それができるということではありませんので、今、議員おっしゃった燃料棒そ

ういう部分に活用できるものがあれば、これは活用していかなければならないと思います。

今までもそれは大分開発をされていますけれども、なかなか販売状況が思わしくない。割合

とみんな撤退しています。どういう原因がそこにあったのか。大体ペレット的ではなくて炭

みたいなものですから、その辺がちょっと燃焼させるにストーブ等の状況が整わなかったの

かもわかりません。けれども、これが例えばペレット化できてペレットストーブとしても使

えるということが出れば、これはまた１つの利用方法になっていくものだと思っております。

そういう状況で、でき得れば土に還元してもらいたい、これが一番有効な利用方法だと今は

認識しております。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ４ もみ殻の有効活用について 

もみ殻を生のまま田んぼにすき込むのですけれども、市長もご存知のようにもみ殻はなか

なか腐らないのです。そうすると相当すき込みが１年、２年ぐらいできたとしても、なかな

か毎年のようにというわけにはいかないという部分があると思います。 

 燃料棒については、確かに当初、もみ殻を粉砕するに当たって粉砕するカッターの部分が、

湿式といいまして水にもみ殻を浸して、ちょっと湿った形でもって粉砕をするというので、

非常にカッターに負荷がかかる。カッターがもたないということで断念をしたと。私が見て

きたのは、乾いた状態で粉砕する。今、市長がペレットとおっしゃいましたけれども、きの

うだかの新聞にもみ殻のペレットで発電というのが出ておりました。実はもみ殻をペレット

化するには相当細かく粉砕しなければならない。そうするとさらにまたカッターに負荷がか

かるというので、非常にカッターの消耗度が激しいということで、営業的にどうかといった
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ときになると非常に難しい問題だなと感じたわけです。 

 これの将来的なものという部分ですと、大体機械自体で一日８時間の稼働で１町歩分のも

み殻を処理できる。そうすると 30 町歩ぐらいやっている農家であれば、１か月ぐらいかけて

それを燃料棒にできるであろうということです。この燃料棒については１キロ当たり大体 25

円ぐらいかかる。これを幾らで売るのかという部分についても出てくるわけですけれども、

ただ、先ほど同僚議員のほうから、森林、要するに木を燃やしてそれから発電をしようとい

うのがありました。私も講演会に出ておりましたけれども、やはり木が足りないというのが

わかりました。もみ殻については相当量の燃料棒としてつくれる。炭でありますから、実際

燃やしてとうもろこしを焼いて食べましたけれども、本当に昔でいうコロですね、コロと同

じぐらいでした。 

ですので、これを必ずやれというわけではないのですけれども、もみ殻はそういう形で燃

料になるということになれば、ペレットストーブは、ペレットだけであったり薪も入れると

いうストーブもありました、両用型があった。ペレットストーブがなかなか進まないのは、

市長が先ほど同僚議員に言ったようにペレットの材質があって、なかなか熱も上がらないし

臭いもよくないというところで進まないというのがありましたけれども、こういうものと併

用していく、あるいは大型のペレットストーブからこういう木炭型のボイラーにしていく。

そうすると燃料については本当にもう宝の山です。そういうところも考えていくべきではな

いかなと思いますけれども、私の雑駁な説明でなかなかどういうものかというイメージがわ

からないかと思いますけれども、とりあえず私の説明を聞いて、いいものだなというお考え

になったかどうかお聞きします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ４ もみ殻の有効活用について 

さっきも触れましたようにでき得れば土壌還元これがいいわけでありまして、18 ヘクター

ルを３ヘクタールで処理できるということです。毎年ではなくてある程度農地を持っていら

っしゃる方は循環させるということです。例えば１町歩の方は５反歩ずつに分けて、年をお

いて分解してまた入れるという利用もできます。 

それはそれとして、必ず余っている部分というのは今出ているわけでありますので、その

量がある程度一定化して、そして議員がおっしゃったように木炭化あるいはペレット化こう

いうことができるということが――それはできるわけでしょうけれども、販路のほうがきち

んと確保できるようであれば、それは進めていかなければならない。市がとてもそれをやる

ことにはなりませんので、ＪＡさん等とも相談をしながら、そういうことについてもちょっ

と一緒になって考えようやということはやっていかなければならないと思っている。雑駁な

説明ではありますけれども、十分意思は伝わっておりますので、これにて終了ということで

お願いしたいと思います。 

○議   長  11 番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ４ もみ殻の有効活用について 
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後に機械の導入に際にする補助金であったり、あるいは燃料の購入に対する補助金であ

ったり、いろいろな方法も考えられます。けれども、とにかく宝の山を、ただすき込むとい

うだけでなくて、さらにそれを活用していくといういい方向にぜひとも検討していただきた

いということで、この任期 後の一般質問を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

本日はこれで延会いたします。 

○議   長  次の本会議はあす９月 11 日午前９時 30 分、当議事堂で開きます。大変ご

苦労さまでした。 

〔午後４時 40 分〕 
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